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感染症の発生や国際情勢の不安定化、資源や物価の高騰をはじめとして、現代においては先行
きが不透明で予測困難な時代となりつつあります。この変化は世田谷という地域にも大きな影響
を及ぼすものです。このような時代を生き抜いていくためには、想定外の出来事への柔軟な対応
力を養うことはもちろんのこと、目指すべきビジョンを明確にした上で、個々の自律的な取組み
や活動を一つの大きな推進力としていくことが重要と考えています。

世田谷区は、2022年（令和4年）4月、「世田谷区産業振興基本条例」を改正し、「世田谷区地域
経済の持続可能な発展条例（以下、「発展条例」という。）」を制定しました。発展条例においては、
非経済的価値にも重きを置き、経済的発展と地域や社会課題の解決などの非経済的価値との両
立を実現することで、持続可能な地域経済の構築を目指すこととしています。今般策定した「世
田谷区地域経済発展ビジョン」は、発展条例を具現化する指針であり、条例という長期目標の道
程を照らす“道しるべ”となるものです。行政はもちろんのこと、区内事業者、区民、産業団体等
関係機関と、“道しるべ”を共有し、軌を一にして、地域全体でより良い地域経済、持続可能な地
域経済を構築していくことが重要です。

本ビジョンでは、従前から世田谷の地域経済を支えてきた既存産業を中心に、福祉、教育、情
報通信など多様な産業の成長やチャレンジをしっかりと後押しするとともに、連携・交流、共創
を育み、新たな価値が創造される好循環の生まれる土壌を構築していきます。さらに、包摂的考
えの根付く土壌や多彩な地域資源、世田谷の魅力を重ねることで、世田谷の特徴を兼ね備えたよ
り高度な水準の持続可能な地域経済の実現につなげていくことを目指しています。

最後に、本ビジョンは「世田谷区地域経済の持続可能な発展を目指す会議」からの答申を基に
検討を重ねた上で策定しました。長期にわたり真摯なご議論をいただきました委員及び産業基礎
調査アンケートやヒアリングにご対応いただいた多くの区内事業者の皆様、産業団体等関係者
の皆様に心より感謝申し上げます。

令和6年3月　　　　　　　 
　世田谷区長　保坂　展人 
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1 「世田谷区地域経済発展ビジョン」の策定にあたって

1 「世田谷区地域経済発展ビジョン」の
策定にあたって

（1）策定の背景と目的・狙い

（背景と目的）
世田谷区では、区内産業の振興を図るため、2018年（平成30年）3月に、2018年度（平成30年度）

から10ヵ年を見通した指針「世田谷区産業ビジョン（以下、「産業ビジョン」という。）」を策定し、これ
に基づき、経済産業政策を実施してきました。

その間、新型コロナウィルス感染症禍による社会経済への大きな影響やデジタル化の進展、環境志
向や脱炭素の重要性の一層の高まりや災害の激甚化など、社会経済環境は大きく変化するとともに、
社会課題や地域課題はより複雑化し、一人ひとりの価値観も更に多様化するなど、地域経済や地域産
業を取り巻く環境は大きく変化しています。

区では、こうした状況を踏まえ、「世田谷区産業振興基本条例（1999年（平成11年））」を見直し、
2022年（令和4年）4月、「世田谷区地域経済の持続可能な発展条例（以下、「発展条例」という。）」を
制定しました。発展条例においては、経済的発展の重要性に加え、非経済的価値の重要性を改めて認識
した上で、その両立を図ることで「地域経済の持続可能な発展」を実現し、さらには「豊かな区民生活」
の実現に寄与していくことを理念として掲げています。

こうした経済産業政策の新たな軸が設定されたことに鑑み、「産業ビジョン」を引き続き産業振興の
基礎としながらも、発展条例にあわせた体系的な整理に加え、新たな課題への対応や時代の変化に応
じた考え方や方策を取り込み、改めて大局的な視点に立ち、実行に移していくことが重要であること
から、今般、そのための指針となる「世田谷区地域経済発展ビジョン」を策定しました。なお、策定にあ
たっては、発展条例に基づく「世田谷区地域経済の持続可能な発展を目指す会議」において取りまとめ
られた「答申」を検討の基礎としました。

また、区は、区制100周年を見据え、2024年度（令和6年度）を初年度とする「世田谷区基本計画」
を策定し、区制が目指すべき方向性を「持続可能な未来を確保し、あらゆる世代が安心して住み続けら
れる世田谷をともにつくる」としています。「世田谷区地域経済発展ビジョン」は、地域経済や産業振
興の観点から「地域経済の持続可能な発展」を通じて、世田谷区基本計画の目指すべき方向性に寄与す
るものであり、経済産業分野の分野別計画の役割も担うものです。

（狙い）
「世田谷区地域経済発展ビジョン」は、今後8年にわたり世田谷区行政が取り組もうとする経済産業

政策の方向性を示すものです。この長期的な方向性を道しるべとして、区内事業者や産業団体等関係機
関、区民等と広く共有することで、日々、個々に行われる事業活動や消費行動等のエネルギーが、この
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道しるべに向かった大きな推進力となることを企図しています。行政の取組みはもちろんのこと、民間
事業者間、区民間の取組みにおいても共通の道しるべとなるべく、広く周知し、区全体で、持続可能な
より良い地域経済の構築、ひいては豊かな区民生活の実現に向け取り組んでいくことを狙いとしてい
ます。

（2）計画期間

「世田谷区地域経済発展ビジョン」の期間は、2024年度（令和6年度）～2031年度（令和13年度）ま
での8年間とします。これは、新たな基本計画と同じ計画期間となっています。

ただし、本期間中に社会情勢や社会経済環境の変化などを踏まえ、内容や期間等を調整する必要が
生じた場合は、期間中であっても見直しを行うこととします。

（3）位置付け

「世田谷区地域経済発展ビジョン」は、発展条例で掲げる理念の実現に向け、より具体的な将来像と
その実現のための具体的方策等を示すものであり、地域経済の持続可能な発展を推進していくための
指針となるものです。

合わせて、「世田谷区基本構想」、「世田谷区基本計画」を踏まえた、地域経済や産業振興の観点から
「地域経済の持続可能な発展」を通じて、基本計画の目指すべき方向性に寄与するものであり、分野別
計画（経済産業分野）の役割も担うものです。

なお、これまでは「産業ビジョン」を具体化する「世田谷区産業振興計画（以下、「振興計画」とい
う。）」に個々の施策を位置づけ、取り組んできましたが、今般の「世田谷区地域経済発展ビジョン」に
おいては、従前の振興計画の役割も統合及び包含して策定するものです。

これは、発展条例の制定に伴い、「産業ビジョン」が担ってきた大きな方向性を示す役割を発展条例
が取り込んだことにより、「世田谷区地域経済発展ビジョン」は、発展条例を具体化し、実現に向けた
具体的取組みを位置付けるものとなることから、従前の振興計画の役割も担うものとなります。

世田谷区地域経済の
持続可能な発展条例

世田谷区基本構想
（2013年（平成25年）9月決定）、20年間

世田谷区基本計画
（2024年度（令和6年度）～2031年度（令和13年度））

世田谷区地域経済発展ビジョン
（2024年度（令和6年度）～2031年度（令和13年度））

整合

【体系図】
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2 世田谷区の地域経済や産業の現状と抱える課題

2 世田谷区の地域経済や
産業の現状と抱える課題

（1）地域経済を取り巻く状況　

国が提供する地域経済循環システム（RESAS）の最新の2018年（平成30年）データによれば、
2018年（平成30年）の世田谷区の地域経済の自立度や域内での経済や循環の度合いを示す地域経済
循環率は115.3% （2018年）となっており（図表1）、100％を超えているものの23区内においては中
位に位置しています。「生産（付加価値額）」は約4.5兆円と2010年（平成22年）から2018年（平成30
年）にかけて約9.4%増の傾向にありますが、民間消費の流出入率は△16.9％となっており、区内で生
産された付加価値額が分配される際に区外に流出している傾向が見てとれます。民間消費は区外に流
出傾向ですが、企業の設備投資や区外への販売に関しては、流入傾向にあります。これは、2010年（平
成22年）より傾向に大きな変化はなく、世田谷区の地域経済循環の特徴と言えます。

一方、後掲する既存産業の事業所の減少や売上の減少、事業承継や空き店舗の増加などの個々の課
題に加え、超高齢化の進行やそれに伴う生産年齢人口の減少、2020年（令和2年）以降の新型コロナ
ウィルス感染症禍に加え、2022年（令和4年）以降のロシアによるウクライナ侵攻をはじめとする国
際情勢の大きな変化は、世田谷の地域経済にも大きな影響を与えています。また、2024年（令和6年）
1月に発生した能登半島地震では、改めて災害に強いまちづくりの必要性や復興に向けた対応も大き
な課題となっています。

これらの課題に対応していくためには、区内産業が地域にしっかりと根付き、強固な基盤を確立し
た上で、収益向上や雇用の創出・安定化など、地域経済の成長や活性化につながり、地域経済の持続可
能性を向上させる取組みを強力に推進していくことが急務となります。
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区内の産業構造や業種構成を見ると、全体的な事業所数は横ばい傾向にありますが（図表2）、特に
これまで事業所数の多かった卸売業,小売業や雇用を支えてきた飲食サービス業などで大きく減少し
ており、一方で、医療,福祉や教育,学習支援業、情報通信業などは増加傾向にあるなど、産業の多様化
が進んでいると考えられます（図表3）。これまで主要産業と考えられてきた業種の再活性化を軸に据
えつつ多様化の進む様々な業種の更なる活力の向上を図るなど、しっかりと後押ししていくことが課
題です。

地域経済循環率
115.3%

分配（所得）

支　出
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0
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42,224億円
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21,409億円

14,009億円
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4,270億円
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地域外からの
流入 地域外への

流出

地域外からの
流入

地域外への
流出
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流入

•区内の産業が分配する所得は約2.1兆円（左
グラフ：青四角部分）。
•一方、「区内産業が区外に分配する所得」と、
「区民が区外から得る所得」の差は＋3,564億
円（左グラフ：赤四角部分）となっており、雇
用者所得は区外から流入。

•区民による区内の民間消費額は約2.1兆円（左グ
ラフ：青四角部分）。 
•一方、「区外から流入する消費額」と「区民の区外
での消費額」の差し引きは、-4,270億円（左グラ
フ：白四角部分）であり、支出が区外に流出（支
出流出入率は-16.9％）。

生産（付加価値額）

•区内の産業が生み出した付加価値額は約
4.5兆円。
•2010年から18年にかけての増減率は
9.4％。

2,570億円

3,564億円

（図表1）地域経済循環図（2018年、世田谷区）

出典：RESAS（環境省 「地域産業連関表」、 「地域経済計算 （株式会社価値総合研究所 （日本政策投資銀行グループ） 受託作成）、地域経済循環分析より
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2 世田谷区の地域経済や産業の現状と抱える課題

また、区内産業の1社あたり売上額に着目すると、卸売業,小売業は減少、製造業も横ばい傾向にあ
る中、情報通信業については大きく増加しています（図表4）。また、1社あたり付加価値額についても
概ね同様の傾向にあることが見てとれます（図表5）。

さらには、雇用と稼ぐ力について見てみると（図表6）、雇用については、飲食店、医療業、飲食料品
小売業、社会保険・社会福祉・介護事業などの雇用力が高く、区内の雇用を支えていることが分かりま
す。稼ぐ力については、インターネット付随サービス業（情報通信業）等の区外から稼ぐ力が高いが、
総じて区外から稼ぐ産業が少ない状況にあると考えられます。

これらのことから、雇用を支える業種の活性化や、様々な業種において稼ぐ力の向上や生産性の向
上を図っていくことで、売上や付加価値の向上を目指していくことが個々の事業者に対して必要です。

（図表2）世田谷区内の事業所数推移

（図表3）業種別事業所数の推移

出典：経済センサスより作成（※2021年は経済センサス活動調査速報集計より作成しており、数値の範囲の取り方により変動することもある）
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※�縦軸が示す「雇用力」は、雇用を生み出す力を示しており、縦軸の数値が高くなるほど雇用を生み出す力が強いこと
を示します。一方、横軸が示す「稼ぐ力」は地域外からどれだけ資金を稼いでいるかを示すものであり、数値が大き
いほど、地域外から稼ぐ力が強いことを示します。

（図表6）地域の産業・雇用創造チャート－統計で見る稼ぐ力と雇用力－（世田谷区）

出典：総務省統計局 地域の産業・雇用創造チャート－統計で見る稼ぐ力と雇用力－より作成

（図表4）1社あたり売上額（業種別）

（図表5）1社あたり付加価値額（業種別）

出典：RESAS、 経済センサスより作成
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2 世田谷区の地域経済や産業の現状と抱える課題

さらに、事業者の経営状況については、例えば、区で実施する融資あっせん制度では、新型コロナ
ウィルス感染症禍以前においては融資の実行件数は年間1,000～1,500件程度、融資実行金額は約80
億円で推移してきた中、2020年度（令和2年度）に新型コロナウィルス感染症禍で、経済活動が減速
したことに伴い4,265件の融資あっせんを踏まえた融資の実行がなされ、185億円という貸し付けが
行われました。その後、2021年度（令和3年度）には一旦減少したものの、2022年度（令和4年度）に
は大きく増加し、件数は2,000件を超え、融資実行金額も100億円を超えるなど、経営は厳しい状況に
直面していると考えられます（図表7）。

さらには、代位弁済が増加傾向にあります。2022年度（令和4年度）までは多い年でも30件ほどと
なっていたところ、2023年（令和5年）においては上半期のみで30件に上るなど大きく増加している
状況にあります。現状においては、貸付金額が大きくない事業者の代位弁済が大半を占めているもの
の、今後、金額が大きな事業者が増加した場合、関連事業者にもマイナスの影響が波及する可能性があ
ります（図表8）。

次に、事業者の倒産件数を見ると、東京都、世田谷区ともに、2019年（令和元年）をピークに減少し
ましたが、2022年（令和4年）より倒産件数が増加傾向にあります（図表9,10）。直近の東京都内の企
業の倒産件数は、2023年（令和5年）10月までで970件となり、2022年（令和4年）の1,151件を上回
るペースで増加しています（図表11）。新型コロナウィルス感染症禍で、実質無利子・無担保で貸し付
けを受けられる緊急融資や助成金などにより、一時的に倒産を免れた事業者が、返済期限が到来した
2022年以降、世界情勢の影響を受けて物価高や円安などの負担も相まって倒産件数が増えていると推
測されます。事業経営環境が厳しい状況にある事業者で、事業改善や立て直し、再構築などを目指す事
業者に対して、その改善の見込みを前提としつつ、必要な資金を円滑に得ることができるセーフティ
ネットなど資金の問題は重要な課題であることから、セーフティネット関連の取組みの継続的な実施
や更なる充実、生産性向上や競争力強化の後押しなどにより、事業者の経営ひいては地域経済の活性
化に取り組むことが課題として挙げられます。

出典：（公財）世田谷区産業振興公社作成

（図表7）融資あっせん件数と貸付額（制度融資全体）実績

年度 31年度/元年度
（2019）

2年度
（2020）

3年度
（2021）

4年度
（2022）

融資件数 1,303件 4,265件 1,294件 2,035件

融資額 7,968百万円 18,494百万円 8,614百万円 10,616百万円

年度
上下期

H29 H30 H31/R元 R2 R3 R4 R5

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上

件数 22 15 24 11 19 6 0 11 11 9 13 11 30

事業者数 17 11 16 9 12 6 0 10 11 9 12 10 24
出典：（公財）世田谷区産業振興公社作成

（図表8）代位弁済の件数（信用保証協会の代位弁済）
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出典：東京都産業労働局「東京の企業倒産状況」（（株）東京商工リサーチ調べ）より作成

（図表9）倒産数の推移（東京都）

（図表10）倒産数の推移（世田谷区）

（図表11）直近の倒産件数（2023年4月〜）
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2 世田谷区の地域経済や産業の現状と抱える課題

（2）事業者を取り巻く状況

世田谷区が2023年（令和5年）8月に実施した世田谷区産業基礎調査アンケートによれば、事業者
が考える今後の重点的な取組みとしては、「人材確保、採用強化」が最も高い結果となりました。さら
に、従業員数別で見ると、従業員規模が大きい事業者ほど「人材確保、採用強化」を重点に置いている
事業者は多くなっています。「業務の効率化、合理化」、「従業員の人材育成、リスキリング」も同様の状
況にあります。人手不足に向けた人材確保の対応に加え、今いる人員で如何に人手不足を補うかという
ことが重要な課題となっていると考えられます。

一方、「販路拡大、開拓」は従業員数が少ないほど、重点的な取組みとして据えられており、経営上の
課題である「業績の不振、停滞」を販売力強化や新規顧客獲得、販路開拓で補っていく必要性を感じて
いることが推測されます（図表12,13,14）。

今後の経営上の課題としては、前述の人手不足に加えて、業績の不振・停滞、設備の不足・老朽化、人
材育成・リスキリング、競合との差別化、事業承継・後継者問題、資金調達、価格転嫁、原材料調達、イ
ンボイス等制度改正への対応など、多岐にわたる課題が事業者を取り巻いており、事業者の規模やそ
れぞれの状況に応じたきめ細やかな対応がますます重要になると考えられます。

（図表12）今後の重点的な取組み （図表13）今後の経営上の課題
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出典：令和5年度世田谷区産業基礎調査アンケートより作成
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事業者を取り巻く課題が各種ある中で、現下の社会経済環境下においては、特に賃上げの実現は大
きな課題です。世田谷区産業基礎調査アンケートにおいては、賃上げを令和5年度に「実施した/実施
予定」と回答した事業者は38％、「実施しない」とした事業者は56％に上りました（図表15）。特に回
答企業の約7割を占める従業員規模5人以下の小規模事業者において「実施した/実施予定」との回答
が著しく低くなっており、価格転嫁への対応や生産性向上などの取組みが大きな課題となっていると
考えられます（図表16）。また、同様の状況は世田谷区に多いフリーランスや個人事業主にも及んでい
るものと考えられ、幅広い取組みが必要と考えられます。

0 20 40 60 80 100

全体 n=5,531

５人以下 n=3,650

６～20人 n=1,152

21～50人 n=299

51人以上 n=117

38.0 56.0 

72.6 0.9
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71.9 3.63.624.6

24.3 5.95.9

5.95.9

69.7

実施した/実施予定 実施しない 無回答

（図表15）賃上げの実施について

（図表16）賃上げの実施について（全事業者（事業所）別）

出典：令和5年度世田谷区産業基礎調査アンケートより作成

出典：令和5年度世田谷区産業基礎調査アンケートより作成

（図表14）今後の重点的な取組み（従業員数別）
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2 世田谷区の地域経済や産業の現状と抱える課題

また、DXについては、2021年（令和3年）10月時点で、「全く知らない」、「内容は知らない」、「特に
対応は検討していない」とする消極的姿勢の区内事業者の割合は83％に上った一方、「既に対応を始め
ている」、「対応を検討している」とする積極的姿勢の割合は約16％にとどまりました（図表17）。ICT
活用についても、2021年（令和3年）10月時点において、ICT活用に積極的でない、又は活用が進ん
でいない事業者の割合が多く（図表18）、まずはDXやICTの活用について理解の増進や活用意義に
ついて普及啓発を行うことが重要と考えられます。その上で、ICT活用にあたっての課題として、適切
な人材が不在なことやICTを使いこなすスキルに関する課題が上位を占めることから、人材の育成や
マッチングなどに取り組むことが喫緊の課題であると考えられます（図表19）。

（n=301）

（図表17）DXへの理解と取組み（世田谷区内事業者）
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出典：せたがやエコノミックス付帯調査（2021年10月実施）及び東京商工会議所「IT活用実態調査報告書（2021年2月）」より作成

（図表18）ICTの活用状況（東京都及び世田谷区の比較）
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（図表19）ICT活用にあたっての課題（複数回答可）

出典：せたがやエコノミックス付帯調査（2021年10月実施）より作成
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事業者のSDGsに対する問題意識や認知度については、区内事業者におけるSDGs に対する積極
的姿勢（「既に対応・アクションを行っている」、「対応・アクションを検討している」）の割合は約22％
であった一方、全国においては約40％となっているなど、大きな差がある状況となっています（図
表20）。持続可能な地域経済の構築にあたっては、これらに対する認知度の向上に加え、今後ますま
すSDGs への取組みが事業者の付加価値や企業価値へ強固に結びついていくことが想定されること
から、その普及や理解増進及び実際の行動に移すための後押しが必要となると考えられます。なお、
SDGs に取り組む際の課題としては、「何から取り組んでいいか分からない」、「社内での理解度が低
い」、「取り組むことによるメリットが分からない」など、理解や認知度に関するものに加え、実際に行
動に移すことのできる人材の確保や、そのような人材等との交流が課題であると考えられます（図表
21）。

（図表20）SDGsへの理解と取組み（全国及び世田谷区の比較）
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（図表21）SDGsに取り組む際の課題（複数回答可）

出典：せたがやエコノミックス付帯調査（2021年10月実施）及び帝国データバンク「SDGsに関する企業の意識調査（2021年）」より作成
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2 世田谷区の地域経済や産業の現状と抱える課題

区内事業者の社会課題や地域課題への関心や解決に向けた姿勢については、「既に取り組んでいる」、
もしくは「今後取り組む予定」とする事業者は約21％ほどでしたが（図表22）、「現時点で実施はして
いないが関心はある」とする事業者は約42％を占めるなど、関心が高い状況となっています。さらに
は、関与・協力できる分野は災害・防災、介護・福祉、教育・子育てなど、多様な分野に広がりを見せてお
り（図表23）、今後、課題の解決に向けては、官民共創の観点で、民間事業者との連携を進めることが、
より効果的で効率的な取組みへと発展すると考えられます。

　

（図表22）社会課題や地域課題の解決に対する関心　

既に
取り組んで
いる
13.3%

既に
取り組んで
いる
13.3% 今後取り組む

予定
7.8%

無回答
4.0%

現時点で実施して
いるわけではないが、
関心はある
41.8%

現時点で実施して
いるわけではないが、
関心はある
41.8%

特にない
33.0%
特にない
33.0%

（n=5,531）

（図表23）関与・協力できる（したいと考える）地域課題や社会課題（複数回答可）

災害・防災

介護・福祉

教育・子育て

脱炭素・エネルギー

フードロス

空き家対策

貧困

起業支援

人権・ダイバーシティ

その他

わからない

特にない

無回答

1,292

963

834

802

589

515

343

252

229

150

800

1,260

222

出典：令和5年度世田谷区産業基礎調査アンケートより作成
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（3）雇用や働き方をめぐる状況

2023年（令和5年）8月の全国の有効求人倍率は1.29倍となる中、世田谷区を含む管内では2.02倍
となるなど、世田谷区を含む近郊ではより有効求人倍率が他地域よりも高い状況にあります。そのよう
な中、事業者は人員確保に向けて、雇用条件や働く環境の整備等、例えば、誰もが働きやすい職場づく
りやテレワーク環境の整備など、今後多様な働き方の環境整備がより求められる状況にあると考えら
れます。

また、被雇用者においても、ワーク・ライフ・バランスや働くことに対する価値観の多様化など、世
代や属性等によっても考え方の多様性はますます広がる中、気軽に労働相談ができる環境などのセー
フティネットの充実が求められるとともに、兼業・副業やテレワーク、在宅勤務など多様な働き方が可
能な就労先などの情報をより得られる環境が必要になると考えられます（図表24,25,26,27）。

また、起業・創業については、多様な働き方の一形態でもあり、地域経済や産業の新陳代謝を促す点、
活力に寄与するなど、地域経済にとっても重要であると考えられますが、その意向が高い状況にはな
く、推進と裾野の拡大を図ることが必要と考えられます（図表28）。

（図表24）働く上で重視する条件

出典：令和3年度世田谷区のまちなか観光及び社会経済に関する調査より作成
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（図表25）テレワークの実施について

出典：令和5年度世田谷区産業基礎調査アンケートより作成

コロナ前から実施している
8.4%

コロナ禍をきっかけに実施し、
現在も実施している
12.4%

コロナ禍をきっかけに
実施したが、現在はしていない
8.6%実施していない

66.8%
実施していない
66.8%

無回答
3.9%

（n=5,531）
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2 世田谷区の地域経済や産業の現状と抱える課題

　

（図表26）従業員の兼業・副業について

出典：令和5年度世田谷区産業基礎調査アンケートより作成

積極的に
推奨している
19.3%

積極的に
推奨している
19.3%

推奨はしていないが、
容認している
48.4%

推奨はしていないが、
容認している
48.4%

認めていない
20.9%
認めていない
20.9%

無回答
11.4%
無回答
11.4%

（n=5,531）

（図表27）兼業・副業の意向とその理由

出典：令和3年度世田谷区のまちなか観光及び社会経済に関する調査より作成

行っていない
（行う予定はない）
67.6%

行っていない
（行う予定はない）
67.6%収入等経済的理由で

行っている（行いたい）
11.7%

社会貢献等いきがいのために
行っている（行いたい）　2.3%

自身のキャリアアップのために
行っている（行いたい）　4.0%

起業、転職等へ向けた準備のために
行っている（行いたい）　2.3%

趣味と実益の両立のために
行っている（行いたい）　11.2%

その他
0.9%

（n=1,000）

（図表28）将来の起業意向

出典：令和3年度世田谷区のまちなか観光及び社会経済に関する調査より作成

是非してみたい
6.6%

まあしてみたい
11.1%

どちらとも
いえない
20.8%

どちらとも
いえない
20.8%

あまりして
みたいと
思わない
18.1%

あまりして
みたいと
思わない
18.1%

全くして
みたいと
思わない
43.4%

全くして
みたいと
思わない
43.4%

（n=1,000）
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（4）将来生じると予想される地域経済を取り巻く変化

将来生じると考えられる地域経済や地域産業を取り巻く変化や想定すべきこととして、デジタル化
の進展やAIの利用の浸透、また気候変動や地震、風水害等災害の激甚化、脱炭素・環境配慮志向の更な
る深化や働き方の多様化など、様々な大きな変化が生じることが予想されます。

これらは個々の事業者にも当然ながら大きな影響を及ぼすと考えられ、例えば、業務内容の変更や
比重の変化、デジタルの活用・未活用による二極化や、環境配慮等に伴う経営上の優先順位の変化な
ど、様々な影響が生じると予想されます（図表29）。

新たな経済産業政策の構築にあたっては、これらの地域経済や事業者が抱える課題を踏まえつつ、
また、将来生じると予測される変化と地域への影響を念頭に、解決に向けた方向性や負の影響を最小
限に抑えるための取組み等を検討し、示していくことが重要です。

個々の事業者においても、早い段階から正確な情報や知見を収集し、自社の特性に照らしてプラス
の影響を与えるものは効果的な取り込みを、マイナスの影響を与えるものは認知と脅威への対応の準
備を進めていくことが必要です。

（図表29）将来の地域経済を取り巻く変化やその及ぼす影響（例示）

将来生じると予想される地域経済や
地域産業を取り巻く変化、
想定するべきこと（例）

地域経済や地域産業へ及ぼす影響（例）

・デジタル化の進展

・AIの進化、利用浸透

・気候変動、地震や風水害等の災害激甚化

・脱炭素、環境配慮志向

・社会インフラの老朽化

・働き方の多様化

・価値観や意識の多様化、コミュニティの分断

・少子高齢化の進行、生産年齢人口の減少

・地域／社会課題の多様化・複雑化

・グローバル化の進展

・公共のあり方の再構築　など

◦�業務効率化、業務種類や比重の変化、活用／未活
用による二極化、新たな職種の創出、既存職種の
消失

◦�新たな事業機会創出、経営コスト増、経営上の優
先順位の変化

◦�居住地（地方勤務）の広がり、人手不足・後継者
不足、採用形態の変化、フリーランスの増加、ス
キルの重要性向上、起業創業のより一般化

◦�災害等有事を見据えた備えと災害に強いまちづ
くり

◦�国際化への対応

◦�行政支援の変化　など
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2 世田谷区の地域経済や産業の現状と抱える課題

（5）各産業を取り巻く状況

①商業分野　
住宅都市としての側面を持つ世田谷の生活を支える卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業、生活

関連サービス業,娯楽業を中心とした商業が世田谷産業の中核となっていると考えられます（図表3）。
商業分野全体の課題として、新型コロナウィルス感染症禍前から売上高の減少が大きく、人手不足

と業績不振の課題を抱えている状況が見て取れます。賃上げの実施率も他業種に比べると低く、原材料
費やエネルギー費などのコスト上昇分をサービス価格や賃金に反映することが難しい状況となってい
るとも考えられます（図表30,31,32）。

また、前述の地域経済循環のとおり、民間消費の区外流出も多く、せたがやPayなどを活用した区
内循環の促進や世田谷の魅力発信等を通じた区外からの来街者の誘引による消費喚起を行うことは、
地域経済にとっても、また商業分野にとっても重要な取組みであると考えられます。

（図表31）今後の経営上の課題（商業分野）

出典：令和5年度世田谷区産業基礎調査アンケートより作成

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

卸売業，小売業

宿泊業，
飲食サービス業

生活関連サービス業，
娯楽業

%

29.4 35.7 17.0 13.1 19.1 15.5 13.5 14.2 7.7 
5.7 
4.4 4.5 

3.4 

2.0 3.3 
15.7 15.7 
1.8 

38.2 37.3 34.4 12.9 14.3 10.3 15.1 25.7 18.4 
4.8 5.9 

2.2 
2.0 

1.8 2.6 

13.2 13.2 

1.5 

29.5 36.7 30.2 12.7 16.3 15.1 14.1 13.9 
1.2 

5.8 4.8 

1.7 
6.7 2.6 2.9 

15.8 15.8 

1.0 

人手不足　　　　　　　　業績の不振、停滞　　　　　　　　設備の不足・老朽化　　　　　人材育成、リスキリング　　　
競合との差別化　　　　　事業承継・後継者問題　　　　　　資金調達　　　　　　　　　　価格転嫁　　　
原材料の調達　　　　　　事業所規模の適正化　　　　　　　福利厚生　　　　　　　　　　DXによる効率化　　　
新技術・ノウハウの情報不足　　　　　　　　　　　　　　　職場の多様性　　　　　　　　その他
特にない　　　　　　　　無回答

（図表30）直近決算の売上高の変化（2019年度と比較）

出典：令和5年度世田谷区産業基礎調査アンケートより作成
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%

卸売業，小売業

宿泊業，
飲食サービス業

生活関連サービス業，
娯楽業

3.9 

20.1 21.8 26.3 25.7

0.6 

1.5 

19.5 18.2 25.2 31.8

2.4 

1.9 

17.7 23.0 26.9 27.8 

1.9 

大幅増加 やや増加 ほぼ横ばい やや減少 大幅減少 ３年前は未創業／
業種転換で比較不能

無回答

1.61.6

1.31.3

0.70.7
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（図表32）賃上げの実施状況（商業分野）

出典：令和5年度世田谷区産業基礎調査アンケートより作成

0 20 40 60 80 100

生活関連サービス業，
娯楽業

卸売業，小売業

宿泊業，
飲食サービス業

実施した／実施予定

%

38.1 54.9 7.0

32.5 59.2 8.3

31.4 60.7 7.9

実施しない 無回答

②工業分野
工業分野（製造業）は、平成18年度から28年度の10年間で事業所数は約21％、従業員数は約43％

と大きく減少しました（図表33）。また、土地利用においても工業系の土地利用は、79ヘクタールから
約51ヘクタールと36％ほど減少しています（図表34）。さらに、代表者の年齢が60歳以上の事業所が
多く、後継者への承継を含む人手不足が課題として挙げられます（図表35）。廃業傾向も他業種に比べ
やや高いため、長年にわたって培われた技術の消失が懸念されます。

生活環境・操業環境の変容、消費構造・市場構造の変化に対し、オープンファクトリーの取組みや
STEAM教育の場といった視点で区内産業の魅力発信や人材育成につながる施策の展開をしていくこ
とが有用と考えられます。

（図表33）産業（大分類）別事業所数及び従業者数
（単位  事業所数＝事業所　従業者数＝人） 平成18～28年
産業大分類 平成18年 平成21年 平成24年 平成26年 平成28年

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数
総数 26,109 242,342 24,766 263,678 24,536 240,038 28,994 288,580 27,034 262,689

農林漁業 49 416 25 191 35 372 53 291 47 338
鉱業，採石業，砂利採取業 … … 1 27 2 26 1 1 1 28
建設業 1,812 14,271 1,764 14,433 1,784 14,638 1,926 14,712 1,832 14,514
製造業 931 9,571 809 8,399 787 6,970 872 6,866 734 5,446
電気･ガス･熱供給･水道業 14 994 16 973 7 569 13 721 9 368
情報通信業 363 7,711 393 7,569 513 8,208 637 9,324 610 17,429
運輸業，郵便業 … … 633 13,544 521 13,525 541 13,946 466 13,499
卸売業，小売業 7,665 61,550 6,912 63,245 6,712 61,094 7,253 59,223 6,744 58,192
金融業，保険業 259 5,503 270 6,243 305 5,226 333 5,518 329 6,691
不動産業，物品賃貸業 … … 1,996 10,782 2,303 11,635 2,936 12,853 2,569 12,731
学術研究，専門・技術サービス業 … … 916 6,908 1,099 6,192 1,497 8,529 1,447 7,594
宿泊業，飲食サービス業 … … 3,742 30,624 3,452 29,498 4,030 39,241 3,843 32,874

生活関連サービス業，娯楽業 … … 2,588 13,400 2,515 14,081 2,813 14,957 2,682 13,619
教育，学習支援業 1,156 25,070 1,145 28,988 942 20,007 1,369 28,858 1,211 21,517
医療，福祉 2,298 30,122 2,367 33,768 2,343 29,631 3,185 47,196 3,151 38,919
複合サービス事業 103 2,546 101 989 88 1,025 93 1,654 88 1,609
サービス業（他に分類されないもの） 4,780 33,167 1,001 16,913 1,128 17,341 1,354 18,159 1,271 17,321
公務（他に分類されるものを除く） 87 6,263 87 6,682 … … 88 6,531 … …

（旧産業分類）
鉱業 ― ― … … … … … … … …
運輸業 751 10,735 … … … … … … … …
不動産業 2,014 8,324 … … … … … … … …
飲食店・宿泊業 3,827 26,099 … … … … … … … …

出典：総務省統計局 ｢事業所･企業統計調査結果｣「経済センサス－基礎調査結果」「経済センサス－活動調査結果」
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2 世田谷区の地域経済や産業の現状と抱える課題

③農業分野
農業分野は、宅地化による騒音や土埃等の苦情、日照悪化、異常気象といった農業を実施する環境変

化や、農業者の高齢化や後継者不足、税制度の改正等、農業経営の困難さにより、農地・農業者の継続
的な減少が慢性的な課題となっています（図表36,37,38）。現在、農地の減少は緩やかになっています
が、農業従事者の高齢化・減少は顕著であり、充実した後継者育成施策が活用されているとはいえ、後
継者不足は深刻化しています。一方、区内産農産物や農業・収穫体験などについて消費ニーズに対して
供給が不足するなど、区民の関心・ニーズの高い状況があります。今後も農地保全・農業振興施策を継
続し、区民が農業に触れる機会・接点を拡充し、区内農業の魅力発信につなげ、都市農業への理解を深
めていくことが必要です。

（図表34）土地利用構成の推移

出典：世田谷区統計書（令和4年版）

単位（ha）

宅地 非宅地

計
公共系

住居系
商業系 工業系 農業系

空地系
公園系

交通系
農地系 河川系

緑地系
その他専用

住宅
集合
住宅

屋外
利用地

未
利用地 道路 鉄道 森林 原野

‘06
年

542.5 1730.1 1085.3 386.8 79 1.8 229.3 131.6 320.8 977 39.9 141.4 42.9 22 73.2 1.3 5804.9

9.3% 29.8% 18.7% 6.7% 1.4% 0.0% 4.0% 2.3% 5.5% 16.8% 0.7% 2.4% 0.7% 0.4% 1.3% 0.0% 100.0%

‘11
年

550.8 1735 1132.1 373.7 63.3 2.4 232.5 116.5 327.2 1001.1 40.2 108.7 42.3 14.7 62.9 1.5 5804.9

9.5% 29.9% 19.5% 6.4% 1.1% 0.0% 4.0% 2.0% 5.6% 17.2% 0.7% 1.9% 0.7% 0.3% 1.1% 0.0% 100.0%

‘16
年

557.4 1721.1 1185.3 368.6 50.5 1.3 191.7 132.5 336.2 1004.7 40.2 98.2 43.8 14.1 57.5 1.7 5804.9

9.6% 29.6% 20.4% 6.3% 0.9% 0.0% 3.3% 2.3% 5.8% 17.3% 0.7% 1.7% 0.8% 0.2% 1.0% 0.0% 100.0%

※2006年、2011年のデータについては、面積を5,804.9haに補正して集計しています。

（図表35）代表者の年齢（製造業）

出典：令和5年度世田谷区産業基礎調査アンケートより作成

40歳代
10.4% 

50歳代
22.5% 
50歳代
22.5% 

60歳代
25.4% 
60歳代
25.4% 

70歳以上
39.9% 
70歳以上
39.9% 

無回答
0.5%

40歳未満
1.7%

（n=173）
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（図表36）世田谷区内農地面積の推移
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（図表38）農業従事者数 （単位：人）

年次 区分 29歳以下 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計

令和4年

男 10 32 40 56 89 88 57 372

女 3 5 26 48 63 64 58 267

計 13 37 66 104 152 152 115 639

前年計 14 39 68 108 161 147 120 657

前年比 -1 -2 -2 -4 -9 5 -5 -18

（図表37）農業従事者の年齢構成（令和4年度年代別）
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2 世田谷区の地域経済や産業の現状と抱える課題

④建設業分野
2024年（令和6年）1月に発生した能登半島地震では、電気やガス、水道等のライフラインとそれを

通す道路等の社会インフラに大きな被害がありました。建設業分野は、こうした状況において復旧・復
興の担い手となる重要な業種であるのみならず、日常から災害に強いまちづくりや区民の住環境の向
上のために地域に欠かせない業種です。

区内建設業の状況としては、平成18年度から28年度の間では事業所数、従業員数とも横ばいとい
う状況となっています（図表33）。また、高齢化が進む中で、従業員確保に向けて採用活動を行って
いても新規求職者のニーズは高くない状況となり、需要と供給のミスマッチが起こっています（図表
39,40）。

都市インフラをはじめ高度経済成長期に建てられた建物の多くが更新時期を迎える一方、働き方改
革関連法に伴い労働基準法が改正され、2024年（令和6年）4月より、建設業をはじめ、運輸業,郵便
業、医療,福祉の業界において、時間外労働の上限制限が適用されるいわゆる2024年問題により、今
後、人材需要はさらに加速する可能性があります。これらの課題の解決に向け、DXの活用による生産
性の向上、SDGsへの対応による競争力強化や建設業の担い手の育成による定着の促進等、区内建設業
の振興の重要性はますます増大しています。

（図表39）「渋谷」・「東京」の職種別有効求人・求職状況

出典：ハローワーク渋谷「渋谷・東京の職種別有効求人・求職・賃金状況（一般常用）」より作成

2023年9月分
（単位：人、倍）

職種
有効求人数 有効求職者数 有効求人倍率

（有効求人数/有効求職者数）

渋谷 東京 渋谷 東京 渋谷 東京

職業計 20,500 196,571 12,750 132,450 1.61 1.48

建設・採掘の職業 343 8,590 61 1,158 5.62 7.42

どちらかといえば
確保できている
21.3％

どちらかといえば
確保できている
21.3％

十分確保できている
4.8%

どちらかといえば
確保できていない
32.7％

どちらかといえば
確保できていない
32.7％

ほとんど
確保できて
いない
14.4％

ほとんど
確保できて
いない
14.4％

採用活動を
行っていない
26.3％

採用活動を
行っていない
26.3％

無回答
0.5％

（図表40）従業員の確保の状況（建設業）

出典：令和5年度世田谷区産業基礎調査アンケートより作成

（n=437）
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⑤その他の産業分野
2024年問題は、建設業のみならず、運輸業,郵便業、医療,福祉等エッセンシャルワークと呼ばれる

多くの生活関連産業にも該当しています。安全で安心な区民生活のために、「人手不足」は喫緊の課題
で、DXによる業務の効率化、人材確保と人材育成による定着への取組みが多くの業態における重点的
な取組みであると考えられます （図表41,42）。

（図表41）今後の経営上の課題（建設業、運輸業，郵便業、医療，福祉）
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（図表42）今後の重点的な取組み（建設業、運輸業，郵便業、医療，福祉）
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3 世田谷区の経済産業政策の方向性

3 世田谷区の経済産業政策の方向性

（1）「世田谷区地域経済の持続可能な発展条例（発展条例）」の理念と
　　「ビジョン（未来像）」

2022年（令和4年）4月に制定された発展条例においては、「地域経済の持続可能な発展」を通じて、
「豊かな区民生活」の実現に寄与していくことを目指しています。「地域経済の持続可能な発展」に向け
ては、経済的発展に加え、社会課題や地域課題の解決など非経済的価値の重要性を認め、両立すること
を目指し4つの基本的方針を掲げているところです（図表43）。

今般、新たに策定する「世田谷区地域経済発展ビジョン」は、前述の地域経済や個々の事業者が抱え
る課題、将来生じると考えられる変化と区内産業への影響を踏まえ、4つの基本的方針を実現するため
の方向性（目指す姿）や具体的取組み（方策）等を整理するものであり、これらの方向性や具体的取組
みを通じた先の目指す未来像として「ビジョン（未来像）」を設定しました。

この「ビジョン（未来像）」は、個々の取組みを通じた先の世田谷地域経済の将来像を端的に表現す
るものであり、新たな経済産業政策を展開するにあたってのキーワードとなるものです。

〈発展条例における4つの基本的方針〉

基本的方針1 区民生活を支える多様な地域産業の持続性の確保に向けた基盤強化を図る

基本的方針2 誰もが自己の個性及び能力を発揮することができる働きやすい環境を整備し、
起業の促進及び多様な働き方の実現を図る

基本的方針3 地域及び社会の課題の解決に向けてソーシャルビジネスの推進を図る

基本的方針4 地域経済の持続可能性を考慮した事業活動及びエシカル消費の推進を図る
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（図表43）世田谷区地域経済の持続可能な発展条例（概要）

令和4年4月、産業振興基本条例を「地域経済の持続可能な発展条例」として改正。
非経済的な価値も重視し、地域・社会課題の解決と、経済的発展との両立を実現すること
で地域経済の持続可能な発展を目指す。
理念・目的の実現に向けて、4つの基本的方針を設定。
事業者を軸としながらも、区民一人ひとりの存在や役割向上を踏まえ、区民にも理解と協
力を促す。

目 的
「地域経済の持続可能な発展」

〈分野別方針〉
商業・工業・農業・建設業の振興、福祉や教育など多様な産業の振興

《世田谷区地域経済の
持続可能な発展条例》

寄与

区 事業者 区  民

◦指針の策定。
◦中小企業、小規模事業者、
　NPOへの支援その他必要な
　施策を講ずる。　
◦事業者や区民等の取組みを
　促す環境整備。

◦地域や社会の課題解決と持続　　
　可能性を考慮した事業展開。
◦経営基盤強化、福利厚生向上　
　等に努力。
◦商店街で事業を営む者の商店　
　会への加入、応分の負担。

◦地域の経済発展と地域や　
　社会の課題解決の両立の
　必要性への理解と協力。
◦地域や社会の課題解決に
　向けたソーシャルビジネス
　への理解と協力。
◦エシカル消費の推進。

「豊かな区民生活の実現」

地域経済の持続可能な発展を目指す会議

◆�多様な地域産業の
　持続性の確保に向けた
　基盤強化

◆地域や社会の
　課題解決に向けた
　ソーシャルビジネスの
　推進

◆�起業の促進及び
　多様な働き方の実現 

◆持続可能性を考慮した
　事業活動及び
　エシカル消費の推進

基本的方針

世田谷区地域経済の持続可能な発展条例について
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3 世田谷区の経済産業政策の方向性

（2）ビジョン（未来像）

「産業ビジョン」では、「区民が充実した日々を送ることができる、安全・安心、快適な環境を享受で
きるように産業が支えていく視点が重要」との観点から、『区民・産業がつくる　世田谷の新たな価値
と豊かさ』をメインテーマとして掲げ、この下にありたい姿や取組みの方向性を整理しています。その
後の発展条例においては、「豊かな区民生活」の実現を大目標に掲げつつ、「地域経済の持続可能な発
展」を目的として設定しています。
「豊かな区民生活」については、この間、社会経済環境や人々の価値観はより多様化が進み、「豊か

さ」の考え方についても、例えば、経済的な豊かさ、環境調和の観点からの豊かさ、キャリアやワーク
スタイル、ボランティア活動や趣味なども要素として含む豊かさ、人間関係や交友関係の観点からの
豊かさ、地域社会や自身が属するコミュニティに関する豊かさ、心身の健康や自分らしさに関する豊
かさなど、その考えも多様化しています。このように今、価値観が多様化する中で、多様な豊かさや幸
福を示す概念として確立されてきたウェルビーイングという考えの下に、それぞれの豊かさを実現し
ていくことが重要と考えています。

経済産業分野においても、最終的には各種施策の先に多様な主体のウェルビーイングに寄与するこ
とが重要であると考えることから、この考えを「ビジョン（未来像）」として掲げ、これを見据えた政策
や施策を講じていきます。つまりは、産業の活性化を通じて地域経済循環を「太く」する経済的発展を
中心に据え、そこに、例えば、働き方の多様化や地域及び社会課題の解決、エシカルの浸透など非経済
的価値を付加することで、世田谷の特色を踏まえた持続可能な地域経済の実現を通して、多様な主体
のウェルビーイングを高めることができると考えます。そうした考えをまとめ、「持続可能な経済循環
で実現する世田谷のウェルビーイング」を「ビジョン（未来像）」として設定しました。

この「ビジョン（未来像）」の実現に向けての方向性や考え方については、後述①「「ビジョン（未来
像）」実現に向けた大きな方向性」、②「「ビジョン（未来像）」実現に向けた基本の考え方」で整理しま
す。

また、これらの考え方をより広く共有し、地域全体で強力に取組みを推し進める観点から、これらの
考えをより端的に表し、親しみやすいサブキーワードとして「幸循環 共創区 世田谷」を設定し、これ
まで以上に多くの方を巻き込み、地域全体で新たな経済産業政策に取り組んでいきます。

持続可能な経済循環で実現する世田谷のウェルビーイング1

1 身体的、精神的・社会的に良好で全てが満たされている状態にあることを意味する概念。本項では主観的な個人の幸福感のみ
ならず、区内事業者を含む様々な主体が良好で満たされるとともに、地域の一体感やつながり、共創、寛容さなど地域全体の協
調的幸福感を向上させることを含めて使用している。



26

①「ビジョン（未来像）」実現に向けた大きな方向性
地域経済活性化や産業振興の観点から設定した「ビジョン（未来像）」である「持続可能な経済循環

で実現する世田谷のウェルビーイング」を実現するにあたっては、基本的方針1「区民生活を支える多
様な地域産業の持続性の確保に向けた基盤強化を図る」を軸とし、産業の活性化を中心にその実現を
図ることが重要です。

前項までにおいて、地域経済や区内産業が抱える課題を挙げてきましたが、これらの課題の解消や
低減を図ることにより、既存産業を中心とする産業の活性化を通じて、地域経済の持続可能な発展に
取り組んでいきます。具体的には、事業者の「資金」、「人材」、「企業構造（例えば、デジタル化や設備投
資など）」について、課題の解消・低減や活動の円滑化などを通じて企業活動の活発化を後押ししてい
きます。その上で、「情報」や「規制・インフラなど周辺環境」の課題解決に向けた取組みを通じて、企
業活動の更なる活性化を後押しします（図表44）。

（図表44）地域経済の持続可能な発展に向けた大きな方向性（経済循環と解決すべき課題（例示））
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3 世田谷区の経済産業政策の方向性

企業活動の活性化は、「分配（所得）」つまりは「雇用」に直結し、更には「消費」に繋がるなど、地域
内経済循環の起点となるものです。そこに例えば、多種多様な専門人材の存在や包摂的考えの根付く土
壌、多彩な地域資源や地理的な優位性など世田谷の強みや魅力、また、その発信を重ねることで人を呼
び込み「消費」に繋げるなど、企業活動や経済活動に好影響を与え、経済循環を「太く」していくこと
を目指します。

さらには、これらの取組みの上に、基本的方針2～4に関する考え方やその促進のための取組みを付
加することで、世田谷の特徴を兼ね備えた、より高度な水準の持続可能な地域経済の構築につなげて
いきます。

これらを事業者、区民、関係機関、行政等が一体となって取り組むことで、世田谷の特色を取り込ん
だ持続可能な地域経済の構築に取り組んでいく、これを「「ビジョン（未来像）」実現に向けた大きな方
向性」として位置付けます。なお、具体化した要素や手段・手法等については、本項（4）「目指す姿」と

「実現に向けた取組み」において示していきます。

②「ビジョン（未来像）」実現に向けた基本の考え方
①「「ビジョン（未来像）」実現に向けた大きな方向性」を前提として、「ビジョン（未来像）」実現に向

けた基本の考え方を以下のとおり整理しました。
施策や取組み、活動や行動などのきっかけは「期待感」や「わくわく感」です。「見える化」や「応援」

「遭遇」などを大事にし、「期待感」や「わくわく感」の原動力とすることで「持続性」が生まれます。持
続性のあるところに、さらに「交流」「ごちゃ混ぜ」「多様性」などが加味されることで、更なる「共創」
を促し、その結果、「新たな価値の創造」に繋がると考えます。その際、エシカルや人権等に関する考え
などを取り込むことも重要です（図表45）。このような循環が継続的に発生することを政策及び施策展
開の基本の考えに基づき制度設計していきます。

（図表45）ビジョン（未来像）の実現に向けた基本の考え方
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（3）取組み推進のための大切な視点

　「ビジョン（未来像）」を見据えた取組みを進めていくにあたって、政策課題の重要性や必要性、緊急
性、波及効果等の観点から優先順位をつけて実行していきます。

さらに、施策の効率化や効果の最大化を図ることが重要であることに鑑み、施策の企画から実施に
至るまで、今後必要な取組みを推進していく際に必要となる横断的な5つの「大切な視点」（図表46）を
整理し、これらの観点も踏まえて取組みを構築し、実施していきます。

【大切な視点】

①「横串としての地域経済産業政策」の視点

▶� 各分野の課題解決に寄与する横串としての地域経済産業政策の構築を図る
▶� 分野横断的な連携強化（行政内含む）により効果的・効率的な課題解決や付加価値創出
　 ➡　これにより、効果の波及の広がりや付加価値の創出・増大に寄与

②「インパクト設計」の視点

▶ �公共的意義に加え、地域経済や区民の暮らしへの影響を考慮した制度設計及び優先順位付け
▶ �多様な側面からの効果や影響についても評価（インパクト評価）
　 ➡　�これにより、地域経済や地域産業への効果最大化に加え、区民生活の質の向上に

寄与　

③「ユーザー」の視点

▶ �実態を踏まえ、ユーザー視点での真に必要な「使える／使われる」施策を構築
　 ➡　これにより、施策の使い勝手の向上による施策の効果の最大化に寄与

④「官民共創」の視点

▶ �官民の得意分野や専門人材等を活かし、施策の効果最大化を図る
▶ �時代に求められる「ゆるさ」を考慮した多様な主体を呼び込むプラットフォームを整備
　 ➡　�これにより、多様なニーズへの対応と官と民や、様々な資源の力を引き出した好

循環と新たな付加価値を創出

⑤「ブランディング」の視点

▶ �地域や産業の魅力・強みを改めて見直し、魅力を活かした施策を展開
　 ➡　��これにより、地域産業の厚みやブランディングにと繋がり、産業活性化や消費喚

起、地域経済活性化に寄与
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（図表46）大切な視点

大切な視点（背景や課題等からの導出の過程）

▶世田谷区産業ビジョン（2018.3）において、産業振興の観点から様々な施策を広く網羅して実施。
▶地域経済の持続可能な発展条例（2022.4）において、社会経済環境の変化等の考え方や経済産業政策の軸を大胆に変更・追加。

▶これまで行政を中心に実施してきた個々の施策から、横断的な課題や不足を括りだして抽出。
▶括り出された共通課題から、今後、取組みを推進していく際に必要な「視点」を抽出。
▶�今後、各施策を進めていくにあたっては、政策課題の重要性や必要性等に加え、「視点」の観点を踏まえて施策の効果の最大化や効率
化を図る。

◦�他の政策との横断的な連携が十分で
ないことにより効果が限定的（施策
の効果や波及の広がりが限定的）
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◦�中間支援組織の活動の相互連携や多様
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が低い
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の検討）
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〈主な課題例〉

〈経緯・背景〉

視点１ 視点２ 視点３ 視点４ 視点５

横断的課題１ 横断的課題２ 横断的課題３ 横断的課題４ 横断的課題５

施策から抽出した横断的課題



30

（4）「目指す姿」と「実現に向けた取組み」

本項においては、発展条例で定める4つの基本的方針について、各基本的方針が目指すべき具体的な
状態や構成する重要な要素を「目指す姿」として設定し、「目指す姿の実現に向けた取組み」を整理し
ました。
「目指す姿の実現に向けた取組み」は、別途策定する「アクションプラン」において網羅的に整理を

します。その上で、特に「目指す姿」の実現に向けて政策的観点から重要性が高い取組みであって、か
つ、上記（3）で述べた「大切な視点」を踏まえた手段・手法を通じて実施する取組みを「重点事業」と
して掲げ、中長期的に取り組んでいくことを念頭に、特に優先的に取組みを進めていきます。なお、「重
点事業」の記載は、本ビジョン策定時におけるものであり、その重要性に変化が生じることもあること
から、本ビジョン策定以後の重点事業のPDCAサイクルマネジメントに沿った評価・検証については、

「アクションプラン」において実施していきます（「4．世田谷区地域経済発展ビジョンの推進に向けて」
に後掲）。また、「重点事業」の実行にあたっては、前述①「「ビジョン（未来像）」実現に向けた大きな方
向性」や②「「ビジョン（未来像）」実現に向けた基本の考え方」を根底に置きつつ、上記（3）における

「大切な視点」により、効率化や効果の最大化を図っていきます。
なお、「重点事業」以外の個々の施策についても、「アクションプラン」において整理し、区ホーム

ページで公表します。なお、「アクションプラン」は、「世田谷区地域経済発展ビジョン」における方向
性を踏襲しつつ、社会経済環境や区内産業を取り巻く状況等を踏まえた効果的な施策に迅速かつ柔軟
に繋げる観点から、定期的に取組み内容や手法等について、見直しや改善を図ります。

〈4つの基本的方針と「目指す姿」〉

基本的方針1 区民生活を支える多様な地域産業の持続性の確保に向けた基盤強化を図る
（目指す姿） 1．区内産業が活性化し、活力ある世田谷区

2．多様な事業者が安心して継続的に事業を営み成長できる世田谷区 
3．区民生活を支える産業が引き継がれていく世田谷区
4．意欲や思いのある人・事業者が積極的にチャレンジできる世田谷区

誰もが自己の個性及び能力を発揮することができる働きやすい環境を整備し、
起業の促進及び多様な働き方の実現を図る基本的方針2

（目指す姿） 5．ライフスタイル等に応じた多様な働き方が選択できる世田谷区
6．心身ともに健康に働くことができる世田谷区
7．アントレプレナーシップ（起業家精神）が発揮されやすい世田谷区

基本的方針3 地域及び社会の課題の解決に向けてソーシャルビジネスの推進を図る
（目指す姿） 8．地域及び社会課題解決への関心が高く参画しやすい世田谷区

9．地域及び社会課題解決の取組みが積極的に展開される世田谷区

基本的方針4 地域経済の持続可能性を考慮した事業活動及びエシカル消費の推進を図る
（目指す姿） 10．地域経済の活性化や賑わいが生み出される世田谷区

11．エシカルが身近に存在する世田谷区
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基本的
方　針

　1

（図表47）「地域経済の持続可能な発展条例」の理念実現に向けた「地域経済発展ビジョン」の関係と全体像
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「地域経済の持続可能な発展条例」と「世田谷区地域経済発展ビジョン」の関係

地域経済の持続可能な発展（経済的発展と非経済的価値の両立）

持続可能な経済循環で実現する世田谷のウェルビーイング

地域経済の持続可能な発展

世田谷区地域経済の持続可能な発展条例

世田谷区地域経済発展ビジョン

基本的方針1

〈具体取組例〉 〈具体取組例〉 〈具体取組例〉 〈具体取組例〉

目指す姿 目指す姿 目指す姿 目指す姿
基本的方針2 基本的方針3 基本的方針4

▶�発展条例は、経済的発展と非経済的価値の両立により「地域経済の持続可能な発展」を目指す。４つの基本的方針を
設定。
▶｢地域経済発展ビジョン」は、条例理念の実現に向けた大きな方向性を示すとともに、目指すべき状態を「目指す姿」
として具現化。実現に向けた「取組み」、取組みの先に見据える「ビジョン（未来像）」、「ビジョン（未来像）実現に向
けた大きな方向性」、施策の効果最大化や優先順位付けに向けた「大切な視点」を整理。

基本的方針1

区民生活を支える多様な地域産
業の持続性の確保に向けた基盤
強化を図る

基本的方針2
誰もが自己の個性及び能力を発
揮することができる働きやすい
環境を整備し、起業の促進及び
多様な働き方の実現を図る

基本的方針3

地域及び社会の課題の解決に向
けてソーシャルビジネスの推進
を図る

基本的方針4

地域経済の持続可能性を考慮し
た事業活動及びエシカル消費の
推進を図る

条例理念の実現に向けた指針
（具体的な方向性や取組み等）

幸循環共創区世田谷

ビジョン（未来像）の実現に向けた大きな方向性

ビジョン（未来像）実現に向けた
基本の考え方

取組み推進のための大切な視点

・セーフティネットの充実
・生産性向上　等

・職業選択できる環境整備
・起業関心層の増加　等 ・地域課題解決の啓発　等 ・消費の喚起

・エシカル啓発　等
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ビジョン
（未来像）

政策課題の重要性、必要性、緊急性、波及効果等

①横串としての経済産業政策、②インパクト設計、③ユーザー視点、④官民共創、⑤ブランディング

課題（横軸）

視点（横軸）

多様な働き方、地域課題解決、
持続可能性、エシカルなど

基本的方針1を軸とする産業活性化を中心に
据え、基本的方針2～4を付加することで、世
田谷の特徴を兼ね備えたより高度なレベルで
の持続可能な地域経済を構築していく

企業活動を起点に
経済循環を太く

（地域経済循環） 分配（所得）

生産（企業活動） 支出（消費）

産業の活性化

豊かな区民生活の実現



32

区民生活を支える多様な地域産業の持続性の確保に向けた
基盤強化を図る

現状と課題

区の産業構造としては、卸売業,小売業や飲食サービス業、工業、農業、建設業をはじめ、
多様な産業が根付いていることが特徴です。一方、事業所の減少や売上・付加価値額の減少、
事業承継の難しさや空き店舗の増加など、世田谷の地域経済を取り巻く状況は厳しいものと
なっています。

区内産業は、約92万人もの区民の生活と地域社会の基盤としての役割を果たすとともに、
モノやサービスの提供だけでなく人材や資本、技術、情報といった資源の循環を通じて、地域
に豊かさや賑わいをもたらすなど重要な役割を果たしています。地域に豊かさや賑わいをも
たらす多様な区内産業を活性化することは、経済や産業分野への影響のみならず、地域全体
に様々な好影響をもたらすことから、その活性化に取り組むことが不可欠です。

区内産業の活性化に向けては、事業者に対する各種支援策に加え、産業や業種を全体的に
後押しすることや、公共的役割や街の賑わいの創出に寄与する団体や組織の活動を後押しす
ること、また、商業、工業、農業、建設業等の産業が継続していくための基盤や環境を確保・維
持・強化していくことが必要です。

また、個々の事業者においては、競争力確保や生産性向上、賃上げ対応やインボイス対応な
どの課題に多くの事業者が直面しており、また昨今の経済情勢の影響も相まって、価格転嫁
や人材確保と育成、働き方に関する課題等を持つ事業者も多い状況となっています。さらに
は、新型コロナウィルス感染症禍における緊急融資をはじめとした実質無利子・無担保の融資

「ゼロゼロ融資」の返済期のピークを迎えた2022年頃より、東京都内や世田谷区内において
も、事業者の倒産が増加している状況もあります。

働き方や生活を取り巻く社会経済環境の急激な変化の中、例えば、DXやIT化、SDGsなど
に関する意識についても、事業者によってその認識や対応に大きな隔たりがあるなど、意識
に関する普及啓発や取組みの後押しは今後更に重要性を増すと考えられます。

今後、ますます予測困難な時代に突入するとされる中、急激な変化や突発的事項に強靭か
つしなやかな対応力をもって対応していくことがより求められます。そこで、セーフティネッ
トの充実や通常時からの備えの充実を図るとともに、個々の事業者の成長やチャレンジを後
押ししていくことが必要です。

基本的
方　針

　1
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3 世田谷区の経済産業政策の方向性

政策の方向性

◦�区民生活を支えてきた既存の地域産業を中心に据え、生産性の向上や従業員確保といっ
た事業経営の基盤強化に資する基本的施策を強化し、区内産業の活性化を促進します。

◦�新たな価値創造に向けたチャレンジを後押しします。具体的には、新規事業開発や新商
品開発、販路拡大等の事業活動等を下支えするとともに、チャレンジを促す応援の仕組
みや環境の構築、安心してチャレンジすることができるためのセーフティネットの充実
や周知等を図っていきます。

◦�多様な産業の定着・成長を後押しし、事業者がともに成長していくことができる環境を整
備します。具体的には、分野横断的な連携や多様な業種間の交流や融合した取組みが生
み出されるプラットフォームの構築や充実を図り、コミュニティや学びなど世田谷の特
徴とも融合した世田谷産業の新たな成長やステージの構築を後押しします。また、実務
専門家による助言や伴走等を得られ、事業者間での事業支援を推し進めるしくみを整備
します。

◦�地域で重要な役割を果たす商店街や産業団体等との連携を強化し、多様な主体が連携し
て様々な事業者の活動を後押しするしくみを強化します。

◦�区民生活に重要な産業や事業、伝統的な技術などが引き継がれていくための後継者育成
や円滑な事業承継がなされる取組みを促進します。

目指す姿

「現状と課題」及び「政策の方向性」を踏まえ、基本的方針1「区民生活を支える多様な地域
産業の持続性の確保に向けた基盤強化を図る」の実現に向けて、より具体化した要素を「目指
す姿」として整理し、実現に向けた個々の施策を展開することで、基本的方針1の実現や充実
を目指します。

1．区内産業が活性化し、活力ある世田谷区
2．多様な事業者が安心して継続的に事業を営み成長できる世田谷区 
3．区民生活を支える産業が引き継がれていく世田谷区
4．意欲や思いのある人・事業者が積極的にチャレンジできる世田谷区
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区内産業が活性化し、活力ある世田谷区

基本的方針1「区民生活を支える多様な地域産業の持続性の確保に向けた基盤強化を図る」
の実現に向けては、これまで地域を支えてきた区内産業の基盤を強固にし、そして経済活動
のさらなる活性化と振興を促進していくことが重要です。

そこで、「区内産業が活性化し、活力ある世田谷区」を目指し、その実現に向けて、下記の施
策に取り組んでいきます。

【目指す姿の実現に向けた取組み】

1－1. 区内商業の活性化と商店街の公共的活動と更なる発展

◦�小売業・飲食業等を中心とする区内商業の活性化を後押しし、地域における経済活動や
経済循環の促進及び活性化に取り組みます。

◦�個店の積極的な企業活動を後押しする取組みや環境を構築するとともに、空き店舗等の
発生の予防に取り組みます。

◦�公共的役割や街の賑わいに貢献する商店街等の活動を後押しし、街の活性化に取り組み
ます。

◦�商店街等を軸に新たな事業者や若者が活躍する一つのプラットフォームとして発展する
ことを支援します。

1－2. 区内工業の活性化と工業用地の維持・保全

◦�時代変化を踏まえた世田谷工業の競争力維持と活性化に取り組むとともに、区内工業の
魅力発信と、未来のものづくり人材育成につながる連携や取組みを後押しします。

◦�準工業地域における事業環境整備の支援とともに、周辺住民の理解を促進し、準工業地
域を中心とする工業用地の維持・保全を図っていきます。

　
1－3. 都市農業の活性化と農地の維持・保全

◦��世田谷の農業の振興を図るとともに、みどり豊かな環境を守り続けるために、生産緑地
の貸借制度等を活用していきます。また、区民と農業の接点を増やしていくことで都市
農業への理解を深め、農地の維持・保全を図っていきます。

目指す姿

1
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3 世田谷区の経済産業政策の方向性

1－4. 建設業の活性化と地域貢献活動の後押し

◦�持続可能な都市環境を維持し、区民の安全かつ安心な生活を守るため、公共事業の区内
事業者の受注機会を確保し、地域に根差した建設業の継続的な振興を図っていきます。

◦�人材確保や定着等の事業継続に向けた取組みの後押しを行っていきます。

◦�脱炭素化やまちづくりの担い手としての公共的役割や、区民への地域貢献活動への後押
しに取り組みます。

1－5. 産業分野間の発展に向けた連関の促進

◦�各産業の強みや魅力、資源等を見える化し、産業間の連携や連関を促すことで、新たな
価値の創出や事業経営の安定等を後押しします。

◦�行政サービスにおける区内事業者の積極的な活用を検討します。

【目指す姿の実現に向けた重点事業】

1－1. 区内商業の活性化と商店街の公共的活動と更なる発展

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

地域経済循環の推
進（せたがやPay
事業の実施）

「せたがやPay」の運営を支援し、中
小個店デジタルプラットフォームと
して区内中小個店や商店街の稼ぐ力
を下支えする基盤として整備。地域経
済の活性化や電子決済定着による産
業効率化等を推進し、もって地域経
済の循環を図ります。

せたがやPayア
プリ利用者の継
続利用率

75 75 75 ％

地域連携型ハンズ
オン支援の実施

区内で新規プロジェクトの事業化等
に挑戦する事業者に対し、専門家に
よるアドバイス等の伴走支援や補助
金、研修型スクール事業による支援、
地域連携型ハンズオン支援を行いま
す。

事業実施前と比
較し、売上変動
が好転した事業
者数の増加

80 80 80 事業者

商店街等地域の面
的価値の向上に向
けた取組みの推進

（エリアリノベー
ションの実施）

商店街を含む地域エリア全体の「稼
ぐ力」の向上や魅力の再創出、空き店
舗の発生の予防等を目的として、地
域の人材を掘り起こし、核となる店
舗誘致や遊休資産などの地域資源を
活かすことで新たな需要を取り込み、
もって地域経済の循環を図ります。

地域におけるリ
ノベーションス
クール・勉強会
等の開催

3 4 4 回

商店街が担う公共
的役割への支援

AED、防犯カメラ、スタンドパイプ
等の設置・維持管理補助を継続しま
す。また、少子高齢化、障害理解等の
地域課題への取組みなど、公共的役
割を深め、地域の拠点としての取組
みを進める商店街を支援します。

① AED の 設 置
台数 105 110 115 台

②スタンドパイ
プの設置台数 15 20 25 台

③防犯カメラの
設置台数 830 835 840 台
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施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

商店街のマネジメ
ント機能の育成

顧問的診断士の活用によって、商店
街の維持や活性化に向けた支援を継
続します。

顧問的診断士の
派遣数 33 33 33 件

1－2. 区内工業の活性化と工業用地の維持・保全

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

区内工業の維持・
保全（ものづくり
事業者の事業所施
設整備支援）

区内のものづくり関連の事業者が、
良好な居住環境と操業環境を確保で
きるよう、区内での立地継続を支援
するための事業所施設整備の補助を
行います。

助成件数 1 1 1 事業

工業振興等公共的
役割を担う団体の
活動支援

区内工業の振興等、公共的役割を担
う団体が取り組む事業に対して支援
を行います。

支援件数 1 1 1 件

住工共生まちづく
りの推進

主として準工業地域における工業・建
設業等の区内事業者見学や学校等へ
の出前講座を通じ、区内事業者の顔
の見える化と地域との交流を推進し
ます。

① 住 工 共 生
ワーキングの
参加延べ人数

45 45 45 人

②イベントの
参加人数 30 30 30 人
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3 世田谷区の経済産業政策の方向性

1－3. 都市農業の活性化と農地の維持・保全

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

区民に対する都市
農業への理解促進

（ふれあい農園事
業の実施）

区民が農に親しむ機会を創出す
ることで、都市農業への理解を促
進するとともに、結果的に区民が
体験という形で農作業の一部を
担うことになるという交流によ
る営農支援的な側面を持ちなが
ら、農地保全につなげます。

ふれあい農園
参加人数 33,500 34,500 35,000 人

農 福 連 携 の 推 進
（障害者施設等を
対象とした農作業
体験会や地域イベ
ントの実施）

区内農地の保全および障害者就
労の促進と工賃向上に向けて取
り組む農福連携事業において、農
作業体験会等の機会を通した障
害者の働く意欲の向上や、地域イ
ベント等による区民及び区内農
家の意識醸成を進め、世田谷区に
おける農福連携を推進していき
ます。

農福連携事業
を通じた区内
就職者数

15 15 15 人

農地・緑地の保全
推進

生産緑地法改正による指定要件
緩和及び特定生産緑地制度創設
等を踏まえ、関係部署・JA等と連
携して様々な農地の保全策を進
めます。また、他自治体と連携し
て、買取申出が行われた生産緑地
の各自治体による買取りへの財
政的支援を国に対して引き続き
要望していくことなどにより、全
体として都市農地と都市のみど
りの保全を目指していきます。

都市農地保全
自治体フォー
ラム出席回数

1 1 1 回

農業者と区民との
ふれあいの場の創
出

区内の農業は、区民から顔が見え
るところで耕作が行われ、新鮮で
安全な農産物が、農家の庭先など
にある直売所等で直接区民に提
供されている特性があります。こ
のような都市農業特有の特性を
活かした農業を推進するため、区
民が農家の畑で農作業を体験し
たり、畑で野菜や果樹の収穫を体
験するなどの農家と区民が直接
交流できる事業を実施する機会
を設けます。

①ふれあい農
園開園数 58 60 60 箇所

②農業体験農
園開園数 5 5 5 箇所

③農作業体験
塾実施園数 9 9 9 箇所

④野菜作り講
習会実施園数 1 1 1 園

⑤花栽培実施
小学校数 30 30 30 校
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1－4. 建設業の活性化と地域貢献活動の後押し

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

公共事業における
計画的な工事の機
会創出

公共事業において、継続的に区内建
設事業者の受注機会を確保するた
め、公共施設等総合管理計画に基づ
き、計画的な工事の機会創出を図っ
ていきます。

公共施設等総合
管理計画に基づ
く工事の実施件
数

22 26 47 件

区民が行う工事に
関し、区内事業者
が受注できる機会
の創出

民間事業においても、区民の安全で
安心な住環境確保のため、地域に精
通した区内建設事業者が受注できる
制度の構築を検討していきます。

エコ住宅補助事
業に基づく工事
の実施件数

1,669 3,839 － 件

地域産業の経営戦
略の基盤となる人
材採用（建設業人
材確保の推進）

正社員（正規雇用）を目指す求職者
のキャリアチェンジの取組みを充実
させ、伴走型で企業（事業所）の採用
支援を行い、区民生活を支える建設
業の採用マッチングを推進します。

区内企業と求職
者のマッチング
イベント開催数

45 45 45 回

建設業の人材育成
促進

建設業を営む中小企業者が、事業承
継、後継者の育成及び技術力の向上
を図る取組みを行うにあたって、そ
の経費の一部を補助することによ
り、建設業界における人材育成の促
進を図ります。

補助件数 57 57 57 件

建設業従事者の離
職防止

区内企業の経営者（管理者）とメン
ターとなる若手社員を対象にした従
業員の離職防止・定着促進のための
セミナーの開催など育成支援を行い
ます。

定 着 促 進 セ ミ
ナーの開催回数 7 7 7 回

1－5. 産業分野間の発展に向けた連関の促進

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

産業プラザにおけ
る交流促進機能の
拡大

産業政策の拠点である三軒茶屋産業プ
ラザの更なる効果的な活用による産業
活性化に資する取組みの推進や産業交
流を促す機能強化について検討します。

産業団体代表者
等と区との意見
交換会等の回数

1 1 1 回
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3 世田谷区の経済産業政策の方向性

多様な事業者が安心して継続的に事業を営み
成長できる世田谷区

基本的方針1「区民生活を支える多様な地域産業の持続性の確保に向けた基盤強化を図る」
の実現に向けては、多様な事業者が安定的に事業経営でき、継続的に事業に取り組む基盤が
あることが重要です。

そこで、「多様な事業者が安心して継続的に事業を営み成長できる世田谷区」を目指し、そ
の実現に向けて、下記の施策に取り組んでいきます。

【目指す姿の実現に向けた取組み】

2－1. 資金供給の円滑化とセーフティネットの提供・充実

◦�事業者による資金需要を支えるため、融資あっせんの継続的な実施と利子補給を実施し
ます。また、経営相談等窓口の拡充など、セーフティネットの提供と充実に取り組みま
す。

◦�事業活動を下支えする施策や取組み（セーフティネット）に関する情報について、必要
とする区内事業者がより情報取得しやすくなる環境の構築に取り組みます。

2－2. 生産性向上の後押し

◦��事業者による設備投資の促進や、販路開発・拡大の取組みを後押しするとともに、新技
術の活用、新商品開発等の取組みを促進します。さらに、従業員等のスキルの向上（リス
キリング等）や事業者間の協業・連携を促す機会や場の構築を進めます。

2－3. デジタル化やDX化の後押し

◦�事業効率化や事業課題の解決に向けて、区内事業者のITツールの導入やデジタル化・
DX化を促進します。

2－4. 安定的な事業経営に必要な体制整備の後押し

◦�従業員の確保に資する支援や雇用、従業員エンゲージメントに関する相談の場の充実、
経営者による経営課題や取組みを共有する場や機会の構築、安定的な事業経営基盤や体
制の構築を後押しします。

◦���地域における事業者と消費者の相互理解の増進や、地域内での事業者間の協業・連携の
促進、地域内での取引促進の仕組みの検討など、地域における事業者の顔の見える化の
検討をします。

目指す姿

2
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◦�受発注時等に弱い立場となりがちな個人事業主やフリーランス等が安心・安定して事業
に取り組むことができるよう、価格交渉や納期設定など取引の適正化に係る関係法令や
ガイドラインの周知強化、相談窓口を通じた相談対応の充実などを図ります。

2－5. 必要な情報への円滑なアクセスの改善

◦�必要とする事業者に事業経営等に有効な情報が届く広報を実施するとともに、事業に有
効な統計データの提供等、情報へ円滑にアクセスできる環境の改善・構築を行います。

2－6. 災害時等の強靭かつしなやかな対応につながる後押し

◦�災害時等に備えた知識やノウハウの普及啓発、事業継続計画（BCP）の策定支援など、
災害時・復旧時等の強靭かつしなやかな対応に繋がる普及啓発や環境の充実を図ります。

2－7. 事業者の区内定着に向けたビジネス環境整備

◦�事業者のオフィス環境の確保に向けた情報発信、インフラや生活環境の向上に向けた意
見交換や関係所管への働きかけといったソフト面の支援や、店舗誘致や地域資源活用と
いったハード面の支援により、企業・事業者が区内に定着しやすい環境の構築を図りま
す。
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3 世田谷区の経済産業政策の方向性

【目指す姿の実現に向けた重点事業】

2－1. 資金供給の円滑化とセーフティネットの提供・充実

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

融資あっせん及び
利子補給による事
業者負担の軽減

区内中小事業者の事業経営に必要な
資金の調達を支援するため、区の制
度融資取扱金融機関から低利で融資
が受けられるよう、融資のあっせん
を行います。また、融資制度の一環と
して、区から利子の一部を補助しま
す。

融資あっせん
件数 1,750 1,850 1,900 件

経営相談窓口の充
実

中小事業者の経営に係る総合相談窓
口を設け、専門的な知識を持つ中小
企業診断士と相談を行える体制を組
むことにより、事業者の経営改善等
を支援します。併せて、必要に応じ、
経営支援コーディネーターが事業者
に伴走し経営相談に当たることで、
事業者が抱える様々な課題に対応し
ます。

経営相談件数 650 700 700 件

産業情報の効果的
な発信（メールマ
ガジンによる産業
情報の発信）

区内事業者に補助金やセミナーなど
の情報を、メールマガジン配信サー
ビスを活用して発信し、区内事業者
が経済産業分野の情報に円滑にアク
セスできる環境の改善・構築を図りま
す。

メールマガジ
ン配信数 50 50 50 回

2－2. 生産性向上の後押し

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

地域連携型ハンズ
オ ン 支 援 の 実 施

【再掲】

区内で新規プロジェクトの事業化等
に挑戦する事業者に対し、専門家に
よるアドバイス等の伴走支援や補助
金、研修型スクール事業による支援、
地域連携型ハンズオン支援を行いま
す。

事業実施前と比
較し、売上変動
が好転した事業
者数の増加

80 80 80 事業者

販路拡大や IT の
活用推進支援

区内中小事業者による販路拡大を目
的とするホームページや動画の製作、
インターネット広告による販路拡大
の取組みや、IT活用による効率化等
の取組みに係る費用の一部を補助し
ます。

補助件数 25 25 25 件

生産性向上に向け
た設備整備の後押
し

区内中小事業者等の生産性向上に資
する設備投資や製品購入、効率化や
省エネ性能の高い設備や製品等経費
の一部を補助します。

補助件数 20 20 20 件
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2－3. デジタル化やDX化の後押し

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

販路拡大や IT の
活用推進支援【再
掲】

区内中小事業者による販路拡大を目的
とするホームページや動画の製作、イ
ンターネット広告による販路拡大の取
組みや、IT活用による効率化等の取組
みに係る費用の一部を補助します。

補助件数 25 25 25 件

2－4. 安定的な事業経営に必要な体制整備の後押し

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

安定的雇用の促進
（三軒茶屋就労支
援センター（おし
ごとカフェ）事業
の機能拡充）

一人でも多くの方が望む仕事に就
くとともに区内事業所が必要とす
る人材を獲得できるよう、マッチ
ングや伴走型支援の取り組みをは
じめ、人材不足産業支援イベント
による幅広い仕事の魅力発信やシ
ニア就労等多様な世代の就労を支
援する総合的な機能を果たしま
す。

人材不足産業
支援イベント
の参加者数

25 30 40 人

地域産業の経営戦
略の基盤となる人
材採用促進（区内
中 小 企 業 等 人 材
マッチング等の実
施）

正社員（正規雇用）を目指す求職
者のキャリアチェンジの取組みや
相談を充実させ、メディアとタイ
アップしたSNS発信や冊子等に
よる人材不足産業の魅力発信や伴
走型で企業（事業所）の採用支援
を行い、区民生活を支える中小企
業等の採用マッチングを推進しま
す。また従業員の離職防止や育成
支援を行います。

区内企業と求
職者のマッチ
ングイベント
開催数

45 45 45 回

区内企業への従業
員の定着促進支援

区内企業の経営者（管理者）とメ
ンターとなる若手社員を対象にし
た従業員の離職防止・定着促進の
ためのセミナー等を通じて、各社
の課題や取組みを共有する場や機
会を構築し育成支援を行います。

定着促進セミ
ナーの開催回
数

7 7 7 回

「奨学金返還支援
事業」を活用した
登録企業の支援

東京しごと財団「中小企業人材確
保のための奨学金返還支援事業」
を活用した企業に対して、区がそ
の企業負担額の一部を補助するこ
とにより、奨学金貸与を受けてい
る大学生の区内企業への就職を支
援するとともに、区内の建設・Ｉ
Ｔ・ものづくり業界における人材
確保の促進を図ります。

補助件数 2 2 2 件
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3 世田谷区の経済産業政策の方向性

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

新たな価値を創出
する事業者・人材
の育成、区内産業
のイノベーション
の創出（区内事業
者間の交流支援）

新たな産業活性化拠点に整備予
定のコワーキングスペースにお
いて、インキュベーションマネー
ジャー等の専門人材を通じて、相
談、ビジネスマッチング、伴走支
援を実施し、事業者間の交流を促
進します。

ビジネスマッ
チング支援事
業者数

－ 120 150 社

区民に対する都市
農業への理解促進

（ふれあい農園事
業の実施）【再掲】

区民が農に親しむ機会を創出する
ことで、都市農業への理解を促進
するとともに、結果的に区民が体
験という形で農作業の一部を担う
ことになるという交流による営農
支援的な側面を持ちながら、農地
保全につなげます。

ふれあい農園
参加人数 33,500 34,500 35,000 人

住工共生まちづく
りの推進【再掲】

主として準工業地域における工
業・建設業等の区内事業者見学や
学校等への出前講座を通じ、区内
事業者の顔の見える化と地域との
交流を推進します。

① 住 工 共 生
ワーキングの
参加延べ人数

45 45 45 人

②イベントの
参加人数 30 30 30 人

経営相談窓口の充
実（取引適正化等
に 関 す る 相 談 対
応）

中小事業者の経営に係る総合相談
窓口を設け、専門的な知識を持つ
中小企業診断士と相談を行える体
制を組むことにより、事業者の経
営改善等を支援します。併せて、
例えばインボイスへの対応や取引
適正化等といった課題に対し、必
要に応じ、経営支援コーディネー
ターが事業者に伴走し経営相談
に当たることで、事業者が抱える
様々な課題に対応します。

経営相談件数 650 700 700 件

産業情報の発信強
化（取引適正化に
関するガイドライ
ン等の情報提供）

個人事業主やフリーランスに、取
引適正化に関するガイドライン
等の情報を、メールマガジン配信
サービスを活用して発信し、安心
して働ける環境を整備します。

取引適正化に
関するガイド
ライン等の情
報発信（メー
ルマガジン配
信数）

6 6 6 回

2－5. 必要な情報への円滑なアクセスの改善

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

産業情報の効果的
な発信（メールマ
ガジンによる産業
情 報 の 発 信）【再
掲】

区内事業者に補助金やセミナーなどの
情報を、メールマガジン配信サービス
を活用して発信し、区内事業者が経済
産業分野の情報に円滑にアクセスでき
る環境の改善・構築を図ります。

メールマガジン
配信数 50 50 50 回
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施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

地域経済の分析情
報等の提供・共有

区内地域経済に関する統計データ等を
集計・集約し、その状況等を情報提供・
共有します。

分析データの提
供・共有回数 8 12 12 回

2－6. 災害時等の強靭かつしなやかな対応につながる後押し

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

地域建設産業との
意見交換会の取組
みと社会貢献活動
の後押し

災害時や復旧・復興時に中心的役割を果
たすことになる区内建設事業者との相
互理解を深め、有事の迅速な対応に向
けたコミュニケーションの円滑化を図
るとともに、地域の建設事業者等によ
る社会貢献活動を後押しします。

意見交換会等の
回数 2 2 2 回

2－7. 事業者の区内定着に向けたビジネス環境整備

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

新たな価値を創出
する事業者・人材
の育成、区内産業
のイノベーション
の創出（事業者と
区内のオフィス、
店舗等とのマッチ
ングの促進）

新たな産業活性化拠点整備事業におい
て、区内の不動産事業者との連携等に
より、事業者が区内に定着しやすい環
境を整備します。

区 内 の オ フ ィ
ス、店舗等の紹
介件数

－ 5 5 件

新たな価値を創出
する事業者・人材
の育成、区内産業
のイノベーション
の創出（コワーキ
ン グ ス ペ ー ス や
シェアオフィス等
の利用促進）

新たな産業活性化拠点整備事業におい
て、コワーキングスペースやシェアオ
フィス等を提供することで、事業者が
区内に定着しやすい環境を構築します。

コワーキングス
ペース、シェア
オフィス等の提
供件数

－ 20 20 件

商店街等地域の面
的価値の向上に向
けた取組みの推進

（エリアリノベー
ションの実施）【再
掲】

商店街を含む地域エリア全体の「稼ぐ
力」の向上や魅力の再創出等を目的と
して、地域の人材を掘り起こし、核とな
る店舗誘致や遊休資産などの地域資源
を活かすことで新たな需要を取り込み
ます。

地域におけるリ
ノベーションス
クール・勉強会
等の開催

3 4 4 回
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3 世田谷区の経済産業政策の方向性

区民生活を支える産業が引き継がれていく世田谷区

基本的方針1「区民生活を支える多様な地域産業の持続性の確保に向けた基盤強化を図る」
の実現に向けては、区民生活を支える産業や事業が継続し、区民生活の利便性の維持や地域
経済の活性化に継続的に寄与しつづけることが重要です。

そこで、「区民生活を支える産業が引き継がれていく世田谷区」を目指し、その実現に向け
て、下記の施策に取り組んでいきます。

【目指す姿の実現に向けた取組み】

3－1. 円滑な事業承継に向けた顔の見える環境の構築

◦�事業承継時に必要となる知識やノウハウ等に関する情報発信や普及啓発に取り組みま
す。また、事業承継を検討する事業者の情報が共有される仕組みを通じて、後継者（担い
手）候補との情報交換やマッチングを促進するなど、円滑な事業承継に向けた環境整備
を行います。

◦�廃業を検討する事業者に対しても必要となる知識やノウハウ等に関する情報発信や普及
啓発に取り組みます。また、専門家（弁護士・税理士、金融機関等）による手続きの支援
や相談対応により、影響を最小限とした対応が取れるよう支援を行います。

◦�廃業した事業者に対して、再チャレンジに向けた支援を行います。

3－2. 公共的役割を担う産業団体等組織の活性化

◦�区民生活の充実や地域経済活性化に貢献する公共的役割を担う産業団体等組織の活性化
や活動の円滑化を後押しします。

3－3. 日常の中で子どもと仕事が出会う機会の醸成

◦�工業や建設業、農業分野をはじめとする産業分野と教育分野の交流機会の増加を図り、
日常の中で子どもと職が出会う機会を創出し、職業選択の多様性を図るとともに、担い
手育成に資する環境整備や取組みを進めます。

◦�子どもと親が同空間で働くことができる場の整備に取り組み、子どもフレンドリーな意
識を持つ企業の活動を後押しします。

目指す姿

3
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【目指す姿の実現に向けた重点事業】

3－1. 円滑な事業承継に向けた顔の見える環境の構築

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

事業承継の円滑な
推進（事業承継プ
ラットフォームの
構築）

事業承継や廃業を検討する事業者の情
報収集に努めるとともに、事業を承継
したい人とのマッチングを図るプラッ
トフォームの構築や、関係機関等との
ネットワーク等を通じて円滑な事業承
継を促進します。

プラットフォー
ムへの新規掲載
事業者数

5 20 40 社

経営相談窓口の充
実（事業承継等に
関する相談対応）

中小事業者の経営に係る総合相談窓口
を設け、専門的な知識を持つ中小企業
診断士と相談を行える体制を組むこと
により、事業承継時に必要となる知識
やノウハウ等に関する情報を提供し、
事業者が抱える事業承継に関する課題
に対応します。

経営相談件数 650 700 700 件

経営相談窓口の充
実（廃業等に関す
る相談対応）

廃業等を検討する事業者に対して、必
要な手続きや具体的手順、課題等につ
いて、中小企業診断士等による総合経
営相談において相談対応を行うととも
に、廃業した事業者に対しても、有益な
知識や再チャレンジに向けた関連情報
を提供します。また、より専門性が高い
内容が必要な場合は、東京都や国の専
門組織等の紹介や繋ぎなど、多様な相
談に対応できる体制を構築します。

経営相談件数 650 700 700 件

3－2. 公共的役割を担う産業団体等組織の活性化

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

公共的役割を担う
産業団体等の活動
への支援

地域で公共的役割を担う団体が取組む
事業に対して支援を行います。

①商店街への支
援件数 127 127 127 団体

②公衆浴場への
支援件数 20 20 20 団体

③産業団体等へ
の支援件数 10 10 10 団体

工業振興等公共的
役割を担う団体の
活動支援【再掲】

区内工業の振興等、公共的役割を担う
団体が取り組む事業に対して支援を行
います。

支援件数 1 1 1 件

地域建設産業との
意見交換会の取組
みと社会貢献活動
の後押し【再掲】

災害時や復旧・復興時に中心的役割を果
たすことになる区内建設事業者との相
互理解を深め、有事の迅速な対応に向
けたコミュニケーションの円滑化を図
るとともに、地域の建設事業者等によ
る社会貢献活動を後押しします。

意見交換会等の
回数 2 2 2 回
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3－3. 日常の中で子どもと仕事が出会う機会の醸成

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

産 業 交 流 に よ る
新 た な 産 業 の 創
出（SETAGAYA 
PORT を 通 じ た
多様な人々の交流
推進）

若者や起業家、フリーランス、会
社員、プロボノなど多様な人材
や属性の方が交流する産業創造
プラットフォーム“SETAGAYA 
PORT”を通じて、異業種間の交
流促進やチャレンジに向けた出
会いの創出を支援します。

S E T A G A Y A　
PORTの新規会
員登録者数（累
計）

5,100 6,900 7,500 人

新たな価値を創出
する事業者・人材
の育成、区内産業
のイノベーション
の創出（アントレ
プレナーシップ教
育プログラム等の
実施）

新たな産業活性化拠点整備事業
において、小中高生を対象に、起
業家との交流やプログラムなど
を通じたアントレプレナーシッ
プ（起業家精神）の醸成につなが
るプロジェクトを実施します。

ア ン ト レ プ レ
ナーシップ教育
のプログラム数

－ 30 35 件

新たな価値を創出
する事業者・人材
の育成、区内産業
のイノベーション
の創出（開かれた
常設の学びの場の
構築）

新たな産業活性化拠点整備事業
において、子どもや若者などが多
様な学びを得ることができる常
設の将来に向けた学びの場を構
築します。

常設の学びの場
の解放日数 － 300 300 日

住工共生まちづく
りの推進【再掲】

主として準工業地域における工
業・建設業等の区内事業者見学や
学校等への出前講座を通じ、区内
事業者の顔の見える化と地域と
の交流を推進します。

①住工共生ワー
キングの参加延
べ人数

45 45 45 人

②イベントの参
加人数 30 30 30 人

目指す姿

4
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意欲や思いのある人・事業者が
積極的にチャレンジできる世田谷区

基本的方針1「区民生活を支える多様な地域産業の持続性の確保に向けた基盤強化を図る」
の実現に向けては、意欲や思いのある人や事業者の前向きな活動やチャレンジを支え、より
活発な地域経済活動を生み出していくことが重要です。

そこで、「意欲や思いのある人・事業者が積極的にチャレンジできる世田谷区」を目指し、そ
の実現に向けて、下記の施策に取り組んでいきます。

【目指す姿の実現に向けた取組み】

4－1. 新たなチャレンジを後押しする環境や手段の充実

◦�実務専門家による助言や伴走等を得られる仕組みを通じて、新たなチャレンジや前向き
な挑戦を後押しするとともに、チャレンジする事業者や区民を応援する仕組みについて
検討します。

◦�新たなビジネスや様々な活動・試行を実証的に実施できる場や、ビジネス構築に向けた
必要な社会実証実験、テストマーケティング等を行うことができる環境の構築、機会の
創出に取り組みます。

◦�新たな気づきや付加価値の増大を目指した交流の場の構築や機会の創出を促進します。

◦�安心してチャレンジできることや再チャレンジを後押しするため、セーフティネットの
充実やリスキリング、採用に関する機会の創出などを行います。

◦�中間支援機能を持つ組織との連携を強化し、効果的に新たなチャレンジを後押ししま
す。

4－2. 新たな価値をもたらす専門人材の活用の後押し

◦�地域の多様な専門人材やフリーランス人材などと地域産業の接点の増加を促し、地域の
産業支援につながる双方の成長と新たな価値の創出を後押しします。

4－3. 起業・創業者を応援する仕組みの構築・充実

◦�起業・創業に必要な知識やノウハウ等に関する情報や理解を得ることができるメールマ
ガジンの配信や創業セミナーの開催及び質の向上を図るとともに、オンライン活用やラ
イフスタイルに応じた対応などの利便性の向上を図ります。

◦�資金調達や手続き等に関する相談の場や機会を構築・拡充します。

◦�起業・創業者の意欲や思いに対して、区民が応援する仕組みの検討・構築を行います。

目指す姿

4
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4－4. 産業を通じた街や区内産業を身近に感じる環境の醸成

◦�産業分野とスポーツ、教育、自然、文化等多様なコンテンツを通じたつながりや交流・連
関を促進し、区内産業や街を身近に感じる（自分ごと化）ことができる機会を通じて、区
内産業を応援したいと考える土壌を醸成します。

【目指す姿の実現に向けた重点事業】

4－1. 新たなチャレンジを後押しする環境や手段の充実

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

地域連携型ハンズ
オ ン 支 援 の 実 施

（研修型スクール
事業・交流会）

区内で新規プロジェクト立ち
上げや起業創業に挑戦する人
たちに対し、専門家や先輩事業
者から、企画立案や事業成長に
向けた学びやアドバイスを受
けることで、ビジネスモデルを
確立することができるよう、研
修型スクール事業による支援
を行います。

スクール受講生
又は交流会参加
数

50 50 50 人

新たな価値を創出
する事業者・人材
の育成、区内産業
の イ ノ ベ ー シ ョ
ンの創出（テスト
マーケティング、
社会実証実験等の
推進）

新たな産業活性化拠点整備事
業において、小売店や飲食店な
どによるトライアル販売、区
内既存事業者による新たなプ
ロダクトやサービス開発にあ
たってのテストマーケティン
グ等の活動の場や、新たなテク
ノロジーの社会実証フィール
ドの場を構築します。

地域・事業者の
イベント開催数 － 120 160 回

産 業 交 流 に よ る
新 た な 産 業 の 創
出（SETAGAYA 
PORT を 通 じ た
多様な人々の交流
推進）【再掲】

多様な人材や業種が交流する
産 業 連 携 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

“SETAGAYA PORT”を通じ
て、起業家をはじめとした新た
なチャレンジをする人との交
流を促し、新たな気づきや付加
価値の増大を目指します。

S E T A G A Y A　
PORTの新規会
員登録者数（累
計）

5,100 6,900 7,500 人

新たな価値を創出
する事業者・人材
の育成、区内産業
のイノベーション
の創出（区内事業
者間の交流支援）

【再掲】

新たな産業活性化拠点に整備
予定のコワーキングスペース
において、インキュベーション
マネージャー等の専門人材を
通じて、相談、ビジネスマッチ
ング、伴走支援を実施し、事業
者間の交流を促進します。

ビジネスマッチ
ング支援事業者
数

－ 120 150 社

産業プラザにおけ
る交流促進機能の
拡大【再掲】

産業政策の拠点である三軒茶
屋産業プラザの更なる効果的
な活用による産業活性化に資
する取組みの推進や産業交流
を促す機能強化について検討
します。

産業団体代表者
等と区との意見
交換会等の回数

1 1 1 回
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施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

融資あっせん及び
利子補給による事
業 者 負 担 の 軽 減

【再掲】

区内中小事業者の事業経営に
必要な資金の調達を支援する
ため、区の制度融資取扱金融機
関から低利で融資が受けられ
るよう、融資のあっせんを行い
ます。また、融資制度の一環と
して、区から利子の一部を補助
します。

融資あっせん件
数 1,750 1,850 1,900 件

経営相談窓口の充
実【再掲】

中小事業者の経営に係る総合
相談窓口を設け、専門的な知
識を持つ中小企業診断士と相
談を行える体制を組むことに
より、事業者の経営改善等を
支援します。併せて、必要に応
じ、経営支援コーディネーター
が事業者に伴走し経営相談に
当たることで、事業者が抱える
様々な課題に対応します。

経営相談件数 650 700 700 件

新たな価値を創出
する事業者・人材
の育成、区内産業
のイノベーション
の創出（アクセラ
レータープログラ
ムの実施）

新たな産業活性化拠点整備事
業において、アクセラレーター
プ ロ グ ラ ム の 実 施 や 事 業 ス
ペースの提供、専門人材による
サポート、他企業との交流・連
携など資金面でのサポート等
を行い、安心してチャレンジで
きる環境を整えます。

ア ク セ ラ レ ー
タープログラム
支援事業者数

－ 100 250 社

地域連携型ハンズ
オ ン 支 援 の 実 施

【再掲】

区内で新規プロジェクトの事
業化等に挑戦する事業者に対
し、専門家によるアドバイス等
の伴走支援や補助金、研修型ス
クール事業による支援、地域連
携型ハンズオン支援を行いま
す。

事業実施前と比
較し、売上変動
が好転した事業
者数の増加

80 80 80 事業者

多様な働き方の環
境整備（多様な働
き方の相談・社会
保険労務士相談の
実施）

ライフスタイル等に応じて多
様な働き方を選択することが
できる環境を整備するととも
に、人々が安心して働くことが
できるセーフティネットとし
ての相談体制を充実します。

多様な働き方の
相談実施回数・
社会保険労務士
相談の実施回数

155 155 155 回
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4－2. 新たな価値をもたらす専門人材の活用の後押し

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

地域連携型ハンズ
オ ン 支 援 の 実 施

【再掲】

区内で新規プロジェクトの事
業化等に挑戦する事業者に対
し、専門家によるアドバイス等
の伴走支援や補助金、研修型ス
クール事業による支援、地域連
携型ハンズオン支援を行いま
す。

事業実施前と比
較し、売上変動
が好転した事業
者数の増加

80 80 80 事業者

産 業 交 流 に よ る
新 た な 産 業 の 創
出（SETAGAYA 
PORT に よ る 新
たな産業の創出）

多様な人材や業種が交流する
産 業 連 携 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

“SETAGAYA PORT”を通じ
て、起業家をはじめとした新た
なチャレンジをする人との交
流を促すとともに、事業連携の
機会を提供し多様な働き方を
推進します。

S E T A G A Y A　
PORTの新規会
員登録者数（累
計）

2,200 2,800 3,600 人

4－3. 起業・創業者を応援する仕組みの構築・充実

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

区民の起業・創業
の促進（特定創業
支 援 事 業 等 の 実
施）

創業支援事業者との連携を強化し
創業相談・創業セミナーなどを実
施するとともに創業へのチャレン
ジを後押しする支援や、区内事業
者向けに支援策の周知を推進しま
す。また、オンライン配信を行い
利便性の向上を図ります。また、
オンライン配信を行い利便性の向
上を図ります。

①創業支援事業
における創業相
談等の実施回数

92 92 92 回

②創業支援事業
を受けた証明書
の発行者数

400 500 600 人

新たな価値を創出
する事業者・人材
の育成、区内産業
のイノベーション
の創出（区内事業
者間の交流支援）

【再掲】

新たな産業活性化拠点に整備予
定のコワーキングスペースにお
いて、インキュベーションマネー
ジャー等の専門人材を通じて、相
談、ビジネスマッチング、伴走支
援を実施し、事業者間の交流を促
進します。

ビジネスマッチ
ング支援事業者
数

－ 120 150 社

経営相談窓口の充
実【再掲】

中小事業者の経営に係る総合相談
窓口を設け、専門的な知識を持つ
中小企業診断士と相談を行える体
制を組むことにより、事業者の経
営改善等を支援します。併せて、
必要に応じ、経営支援コーディ
ネーターが事業者に伴走し経営相
談に当たることで、事業者が抱え
る様々な課題に対応します。

経営相談件数 650 700 700 件
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施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

地域連携型ハンズ
オ ン 支 援 の 実 施

【再掲】

区内で新規プロジェクトの事業化
等に挑戦する事業者に対し、専門
家によるアドバイス等の伴走支援
や補助金、研修型スクール事業に
よる支援、地域連携型ハンズオン
支援を行います。

事業実施前と比
較し、売上変動
が好転した事業
者数の増加

80 80 80 事業者

産 業 交 流 に よ る
新 た な 産 業 の 創
出（SETAGAYA 
PORT に よ る 新
たな産業の創出）

【再掲】

多 様 な 人 材 や 業 種 が 交 流 す る
産 業 連 携 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

“SETAGAYA PORT”を通じて、
起業家をはじめとした新たなチャ
レンジをする人との交流を促すと
ともに、起業・創業者を区民が応
援する仕組みを構築します。

S E T A G A Y A　
PORTの新規会
員登録者数（累
計）

2,200 2,800 3,600 人

4－4. 産業を通じた街や区内産業を身近に感じる環境の醸成

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

産 業 交 流 に よ る
新 た な 産 業 の 創
出（SETAGAYA 
PORT に よ る 新
たな産業の創出）

【再掲】

多様な人材や業種が交流する
産 業 連 携 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

“SETAGAYA PORT”を 通 じ
て、産業分野と多様なコンテンツ
を通じたつながりや交流・連関を
促進します。

S E T A G A Y A　
PORTの新規会
員登録者数（累
計）

2,200 2,800 3,600 人

産業プラザにおけ
る交流促進機能の
拡大【再掲】

産業政策の拠点である三軒茶屋
産業プラザの更なる効果的な活
用による産業活性化に資する取
組みの推進や産業交流を促す機
能強化について検討します。

産業団体代表者
等と区との意見
交換会等の回数

1 1 1 回
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誰もが自己の個性及び能力を発揮することができる
働きやすい環境を整備し、
起業の促進及び多様な働き方の実現を図る

現状と課題

新型コロナウィルス感染症禍を契機に、自宅やサードプレイスを利用したテレワークや、
仕事と休暇を組み合わせたワーケーションなど、働き方やライフスタイルは多様性を増して
います。特に、世田谷区は約92万人の人口を有する「住宅都市」としての顔を持っていること
から、多様化する働き方やライフスタイルに対応した環境や土壌を整えることは重要な課題
であるとともに、世田谷らしさを伸ばし、世田谷の強みともなりうる分野であるとも考えら
れます。

ウェルビーイングが注目される中で、働く人が心身ともに健康で前向きに働くことができ
る環境の重要性はますます増しています。また、事業者が従業員確保や売上・生産性向上を継
続的に図っていくためには、健康や労働時間管理、労働者保護等の労働環境に配慮すること
が求められます。誰もがその時々の自らのライフスタイルや状況に応じて、短時間労働やフ
レックスな働き方、雇用以外の働き方などを選択し、自己の個性や能力を最大限に発揮する
ことができ、選択肢を広げることができる働きやすい環境を整えていくことが今後さらに求
められます。そのためには同一労働同一賃金など不合理な待遇差の解消、ハラスメントや優越
的地位の濫用の防止等セーフティネットの構築に取り組むことが重要です。

新型コロナウィルス感染症禍を経て変化しつつある働き方やライフスタイルに伴い、「職と
住の境界」は薄れ、地域に目を向ける時間が増加したことで、地域や近隣コミュニティの価値
や重要性が改めて評価されてきました。一方で、コミュニティとのつながりやアプローチに課
題を感じる方も多く存在します。交流の場の構築及び既に存在する場の認知度向上や接点の
創出などに取り組むことが、自己の個性の発揮やそれぞれの豊かさにつながり、多様な働き
方にもつながることと考えられます。

また、起業・創業の観点からは、世田谷は地理的特性や多様な既存産業、マーケットとの近
接性など、起業・創業に有利と考えられる面がある一方、起業・創業の割合や関心が高い状況
にあるとは言えない状況にあります。起業・創業の促進を図るのみならず、自らの思いをきっ
かけとして、様々な活動にチャレンジしようとするアントレプレナーシップの醸成を促す環
境整備を進めることで、街や人々の活力や思いを後押ししていくことが重要と考えています。

基本的
方　針

2
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政策の方向性

◦�個人の尊厳を尊重し、年齢、性別、LGBTQなどの性的指向及びジェンダーアイデンティ
ティ、国籍、障害の有無等にかかわらず、多様性を認め合い、自分らしく暮らせる地域社
会を築くために、就労を希望する人と働き手を求める事業者が互いにニーズを満たすこ
とができるとともに、多様化する働き方やライフスタイルを選択することができる環境
の整備やセーフティネットとしての相談体制を充実し、情報提供・情報発信等を行いま
す。

◦�若年層を中心とする起業・創業の促進を図るため、ノウハウや経験の共有、つながり・共
創等を生む交流や機会を創出するとともに、環境整備を行い、起業・創業の促進及びアン
トレプレナーシップの醸成に取り組んでいきます。

◦�知見やノウハウの共有や、縦・横のつながりや交流ができ、自らのニーズに基づき活動で
きる場（プラットフォーム）の構築や充実について検討を進めていきます。

目指す姿

「現状と課題」及び「政策の方向性」を踏まえ、基本的方針2「誰もが自己の個性及び能力を
発揮することができる働きやすい環境を整備し、起業の促進及び多様な働き方の実現を図る」
の実現に向けて、より具体化した要素を「目指す姿」として整理し、実現に向けた個々の施策
を展開することで、基本的方針2の実現や充実を目指します。

5．ライフスタイル等に応じた多様な働き方が選択できる世田谷区
6．心身ともに健康に働くことができる世田谷区
7．アントレプレナーシップ（起業家精神）が発揮されやすい世田谷区
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3 世田谷区の経済産業政策の方向性

目指す姿

5
ライフスタイル等に応じた多様な働き方が選択できる
世田谷区

基本的方針2「誰もが自己の個性及び能力を発揮することができる働きやすい環境を整備
し、起業の促進及び多様な働き方の実現を図る」に向けては、自らの状況や意思に沿って働き
方やライフスタイルを選択でき、活力を持って日々を過ごすことができる状況を構築するこ
とが重要です。

そこで、「ライフスタイル等に応じた多様な働き方が選択できる世田谷区」を目指し、その
実現に向けて、下記の施策に取り組んでいきます。

【目指す姿の実現に向けた取組み】

5－1. 求職者が望む仕事が見つかる環境の整備

◦�就労支援やマッチング、キャリア相談の窓口等を充実させ、求職者がニーズに沿った仕
事に就けるよう、就労環境整備に取り組みます。

◦�人々が安心して働くことができるセーフティネットとしての相談体制を充実します。

5－2. どこでも働くことができ創造性が発揮される環境の整備

◦�働く場所や空間、会議室等スペース等の整備に取り組み、どこでも働くことができ創造
性が発揮される環境を整備します。

◦�新たな価値創出や気づきにつながる交流機会の創出や環境の構築に取り組みます。

5－3. 雇用形態等に捉われない多様な働き方が選択できる環境の構築

◦�スキルや時間を提供したい人と事業者のマッチングの場や機会を創出・充実します。

◦�企業内創業や兼業・副業等多様な働き方への理解や後押しを促すとともに、兼業・副業に
関する労働法制や健康管理等、留意する必要があるルール等の意識の向上や普及啓発な
どに取り組みます。

◦�同一労働同一賃金をはじめとした、雇用形態にかかわらない公正な待遇が確保されるよ
う、正規/非正規雇用労働者間の不合理な待遇差解消に関する指針やガイドライン等の
周知強化を図るとともに、正規雇用での就職を目指す方への職業相談や就職支援を行い
ます。

◦��受発注時に弱い立場となりがちな個人事業主やフリーランス等が安心・安定して事業に
取り組むことができるよう、価格交渉や納期設定など取引の適正化に関する関係法令や
ガイドラインの周知強化、相談窓口を通じた相談対応の充実などを図ります。
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【目指す姿の実現に向けた重点事業】

5－1. 求職者が望む仕事が見つかる環境の整備

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

安定的雇用の促進
（三軒茶屋就労支
援センター事業の
実施）

一人でも多くの方が安定した仕事に就
き、就労し、また事業所が必要とする人
材を獲得できるマッチングを進めると
ともに、雇用労働分野のワンストップ
窓口としてキャリア相談をはじめ総合
的な支援を行います。

三軒茶屋就労支
援センターのセ
ミナー開催数

180 180 180 回

地域産業の経営戦
略の基盤となる人
材採用（区内中小
企業等人材マッチ
ング等の実施）【再
掲】

正社員（正規雇用）を目指す求職者の
キャリアチェンジの取組みや相談を
充実させ、メディアとタイアップした
SNS発信や冊子等による人材不足産業
の魅力発信や伴走型で企業（事業所）の
採用支援を行い、区民生活を支える中
小企業等の採用マッチングを推進しま
す。また従業員の離職防止や育成支援
を行います。

区内企業と求職
者のマッチング
イベント開催数

45 45 45 回

高 齢 者 就 労 メ
ニ ュ ー の さ ら な
る 充 実（R60-SE 
TAGAYA-及びシ
ル バ ー 人 材 セ ン
ター）

働きたいシニアと働き手を求める事業
者を対象にセミナーを開催し、シニア
に対する理解を深めるとともに、セミ
ナーを通して働きたいシニアのニーズ
に合った仕事の開拓を図ります。

R60-SETAGA 
YA-のセミナー
の開催回数

7 7 7 回

多様な働き方の環
境整備（多様な働
き方の相談・社会
保険労務士相談の
実施）【再掲】

ライフスタイル等に応じて多様な働き
方を選択することができる環境を整備
するとともに、人々が安心して働くこ
とができるセーフティネットとしての
相談体制を充実します。

多様な働き方の
相談実施回数・
社会保険労務士
相談の実施回数

155 155 155 回
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3 世田谷区の経済産業政策の方向性

5－2. どこでも働くことができ創造性が発揮される環境の整備

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

新たな価値を創出
する事業者・人材
の育成、区内産業
のイノベーション
の創出（コワーキ
ン グ ス ペ ー ス や
シェアオフィス等
の 利 用 促 進）【再
掲】

新たな産業活性化拠点整備事業
において、コワーキングスペース
やシェアオフィス等を提供する
ことで、どこでも働くことができ
る環境を整備します。

コワーキングス
ペース、シェア
オフィス等の提
供件数

－ 20 20 件

産 業 交 流 に よ る
新 た な 産 業 の 創
出（SETAGAYA 
PORT を 通 じ た
多様な人々の交流
推進）【再掲】

多様な人材や業種が交流する
産 業 連 携 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

“SETAGAYA PORT”を 通 じ
て、起業家をはじめとした新たな
チャレンジをする人との交流を
促すとともに、事業連携の機会を
提供し多様な働き方を推進しま
す。

S E T A G A Y A　
PORTの新規会
員登録者数（累
計）

5,100 6,900 7,500 人

新たな価値を創出
する事業者・人材
の育成、区内産業
のイノベーション
の創出（区内事業
者間の交流支援）

【再掲】

新たな産業活性化拠点に整備予
定のコワーキングスペースにお
いて、インキュベーションマネー
ジャー等の専門人材を通じて、相
談、ビジネスマッチング、伴走支
援を実施し、事業者間の交流を促
進します。

ビジネスマッチ
ング支援事業者
数

－ 120 150 社

産業プラザにおけ
る交流促進機能の
拡大【再掲】

産業政策の拠点である三軒茶屋
産業プラザの更なる効果的な活
用による産業活性化に資する取
組みの推進や産業交流を促す機
能強化について検討します。

産業団体代表者
等と区との意見
交換会等の回数

1 1 1 回

5－3. 雇用形態等に捉われない多様な働き方が選択できる環境の構築

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

産 業 交 流 に よ る
新 た な 産 業 の 創
出（SETAGAYA 
PORT を 通 じ た
多様な人々の交流
推進）【再掲】

多様な人材や業種が交流する産業
連携プラットフォーム。起業家をは
じめとした新たなチャレンジをす
る人との交流を促すとともに、事
業連携の機会を提供します。

S E T A G A Y A　
PORTの新規会
員登録者数（累
計）

5,100 6,900 7,500 人
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施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

安定的雇用の促進
（三軒茶屋就労支
援センター事業の
実施）【再掲】

一人でも多くの方が安定した仕事
に就き、就労し、また事業所が必要
とする人材を獲得できるマッチン
グを進めるとともに、雇用労働分
野のワンストップ窓口としてキャ
リア相談をはじめ総合的な支援を
行います。

三軒茶屋就労支
援センターのセ
ミナー開催数

180 180 180 回

高 齢 者 就 労 メ
ニ ュ ー の さ ら な
る 充 実（R60-SE 
TAGAYA-及びシ
ル バ ー 人 材 セ ン
ター）【再掲】

働きたいシニアと働き手を求める
事業者を対象にセミナーを開催し、
シニアに対する理解を深めるとと
もに、セミナーを通して働きたい
シニアのニーズに合った仕事の開
拓を図ります。

R60-SETAGA 
YA-のセミナー
の開催回数

7 7 7 回

多様な働き方の環
境整備（多様な働
き方の相談・社会
保険労務士相談の
実施）【再掲】

ライフスタイル等に応じて多様な
働き方を選択することができる
環境を整備するとともに、人々が
安心して働くことができるセーフ
ティネットとしての相談体制を充
実します。

多様な働き方の
相談実施回数・
社会保険労務士
相談の実施回数

155 155 155 回

経営相談窓口の充
実（取引適正化等
に 関 す る 相 談 対
応）【再掲】

中小事業者の経営に係る総合相談
窓口を設け、専門的な知識を持つ
中小企業診断士と相談を行える体
制を組むことにより、事業者の経
営改善等を支援します。併せて、例
えばインボイスへの対応や取引適
正化などの課題に対し、必要に応
じ、経営支援コーディネーターが
事業者に伴走し経営相談に当たる
ことで、事業者が抱える様々な課
題に対応します。

経営相談件数 650 700 700 件

産業情報の発信強
化（取引適正化に
関するガイドライ
ン等の情報提供）

【再掲】

個人事業主やフリーランスに、取
引適正化に関するガイドライン
等の情報を、メールマガジン配信
サービスを活用して発信し、安心
して働ける環境を整備します。

取引適正化に関
するガイドライ
ン等の情報発信

（メールマガジ
ン配信数）

6 6 6 回
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3 世田谷区の経済産業政策の方向性

目指す姿

6 心身ともに健康に働くことができる世田谷区

基本的方針2「誰もが自己の個性及び能力を発揮することができる働きやすい環境を整備
し、起業の促進及び多様な働き方の実現を図る」に向けては、心身ともに健康で働くことがで
きることが極めて重要です。

そこで、「心身ともに健康に働くことができる世田谷区」を目指し、その実現に向けて、下
記の施策に取り組んでいきます。

【目指す姿の実現に向けた取組み】

6－1. 健康経営の後押し

◦�情報発信やセミナー等を通じて、事業者の「健康経営」に関する意識の向上や普及啓発
を図ります。

◦�勤労者福祉サービス（セラ・サービス）のメニューの充実や相談窓口機能の向上など利
便性向上を図ります。

6－2. 多様な働き方やワーク・ライフ・バランス向上を後押し

◦��事業者側に、テレワークやフレックス制、短時間労働など多様な働き方に関する理解を
さらに促し、意識の普及啓発を図ります。

◦�メンタルヘルスやハラスメント等の相談窓口機能の向上を図ります。

◦�地域における活躍の場や機会の創出、事業者との連携や交流等を通じて、それぞれの生
きがいや社会での役割との出会いの促進を図ります。

◦�シニアの働く意欲とニーズを実現するため、シニア就労メニューを充実させ、就労を望
む区民が健康に働き続けることができる環境づくりを進めます。

6－3. ダイバーシティ＆インクルージョン経営の後押し

◦�個人の尊厳を尊重し、年齢、性別、LGBTQなどの性的指向及びジェンダーアイデン
ティティ、国籍、障害の有無等にかかわらず、多様性を認め合い、自分らしく暮らせる地
域社会を築くために、一人ひとりの違いを認め合い、多様な生き方を選択できるような
ダイバーシティ経営に関する意識の向上や普及啓発を進めます。

◦�障害のある方が一人ひとりの能力や特性に応じて働けるように、雇用者への理解促進や
普及啓発を進めます。
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◦��社会の健全な一員として、犯罪や非行歴のある方が生活をしていけるように、事業者へ
の理解促進や普及啓発を進めます。

◦��外国籍人材登用に向け、事業者が文化や習慣の違いを理解し、雇用に関する手続きや就
労ルールなどの知識についての啓発を図ります。

◦�外国籍を持つ区民の方が、雇用に関する手続きや就労ルールなどの知識について相談で
きるよう、関係機関との連携を深めていきます。

【目指す姿の実現に向けた重点事業】

6－1. 健康経営の後押し

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

勤労者福祉機能等
の向上（健康経営
に 関 す る 普 及 啓
発）

健康経営に関するセミナーを開催
するとともに、メールマガジン等
により、セミナーの案内をはじめ
とする健康経営に関する情報発信
を行うことで、事業者の健康経営
に関する意識の向上を図ります。

健康経営に関す
る啓発活動回数

（メールマガジ
ン 等 に よ る 配
信）

1 1 1 回

勤労者福祉機能等
の向上（セラ・サー
ビスの充実）

区内中小企業に勤務する方を対象
とした福利厚生制度メニューの充
実を図るとともに、相談窓口機能
の向上を図ります。

セラ・サービス
の会員数 8,000 8,400 9,200 人

6－2. 多様な働き方やワーク・ライフ・バランス向上を後押し

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

多様な働き方の環
境整備（多様な働
き方の相談・社会
保険労務士相談の
実施）【再掲】

ライフスタイル等に応じて多様な働き
方を選択することができ、ワーク・ライ
フ・バランス向上に資する環境を整備す
るとともに、人々が安心して働くこと
ができるセーフティネットとしての相
談体制を充実します。

多様な働き方の
相談実施回数・
社会保険労務士
相談の実施回数

155 155 155 回

ハラスメント相談
外部委託サービス
の実施

産業振興公社による外部窓口提供サー
ビスにより、社内にハラスメント相談
窓口を設置することができない等の事
情で悩む世田谷区内の中小事業者を支
援します。

契約件数 18 18 18 件

メンタルヘルス相
談の実施

就職活動中または就労中の方を対象に、
就労にまつわる心理的な悩みについて、
臨床心理士が相談を受け付けます。

相談実施回数 93 93 93 回
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3 世田谷区の経済産業政策の方向性

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

農 福 連 携 の 推 進
（障害者施設等を
対象とした農作業
体験会や地域イベ
ン ト の 実 施）【再
掲】

区内農地の保全及び障害者就労の促進
と工賃向上に向けて取り組む農福連携
事業において、農作業体験会等の機会
を通した障害者の働く意欲の向上や、
地域イベント等による区民及び区内農
家の意識醸成を進め、世田谷区におけ
る農福連携を推進していきます。

農福連携事業を
通じた区内就職
者数

15 15 15 人

高 齢 者 就 労 メ
ニ ュ ー の さ ら な
る 充 実（R60-SE 
TAGAYA-及びシ
ル バ ー 人 材 セ ン
ター）【再掲】

働きたいシニアと働き手を求める事業
者を対象にセミナーを開催し、シニア
に対する理解を深めるとともにセミ
ナーを通して働きたいシニアのニーズ
に合った仕事の開拓を図ります。

R60-SETAGA 
YA-のセミナー
の開催回数

7 7 7 回

産業プラザにおけ
る交流促進機能の
拡大【再掲】

産業政策の拠点である三軒茶屋産業プ
ラザの更なる効果的な活用による産業
活性化に資する取組みの推進や、地域
における活躍の場や機会の創出、キャ
リアを活かした役割との出会い、事業
者間の連携や交流を促す機能強化につ
いて検討します。

産業団体代表者
等と区との意見
交換会等の回数

1 1 1 回

6－3. ダイバーシティ＆インクルージョン経営の後押し

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

多様性を認め合う
経営の周知・普及

区内事業者を対象に、ダイバーシティ
経営に関するセミナーなどを通して、
多様性を認め合うとともに理解を深め、
雇用や取引における疑問や不安を解消
し、経営への活用や周知・普及を図りま
す。

ダイバーシティ
＆ イ ン ク ル ー
ジョン経営に関
する啓発活動回
数（メールマガ
ジン等による配
信）

6 6 6 回

福祉人材の活用に
向けた雇用者への
理 解 促 進 と 普 及
啓発（せせせプロ
ジェクトの実施）

「せせせプロジェクト」により、障害者
施設で製作される自主生産品の商品開
発のアドバイスをはじめSNSやメディ
アの活用、イベント実施によるPR、EC
サイトでの販路拡大等により、売上向
上とそれによる利用者の工賃アップを
進めます。またメディアと連携して福
祉系産業の仕事の魅力をダイレクトに
伝える冊子やwebコンテンツを展開し
福祉人材の活用につなげます。

せせせプロジェ
クトイベントの
開催回数

5 5 5 回
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施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

農 福 連 携 の 推 進
（障害者施設等を
対象とした農作業
体験会や地域イベ
ン ト の 実 施）【再
掲】

区内農地の保全及び障害者就労の促進
と工賃向上に向けて取り組む農福連携
事業において、農作業体験会等の機会
を通した障害者の働く意欲の向上や、
地域イベント等による区民及び区内農
家の意識醸成を進め、世田谷区におけ
る農福連携を推進していきます。

農福連携事業を
通じた区内就職
者数

15 15 15 人

外国籍区民雇用に
関する理解の促進

区内事業者を対象に、セミナーや相談
会等を通して、外国籍区民への理解を
深め、あわせて就労における疑問や不
安を解消し、雇用を進めます。

「セミナー＆相
談」の実施回数 1 1 1 回
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3 世田谷区の経済産業政策の方向性

目指す姿

7
アントレプレナーシップ（起業家精神）が
発揮されやすい世田谷区

基本的方針2「誰もが自己の個性及び能力を発揮することができる働きやすい環境を整備
し、起業の促進及び多様な働き方の実現を図る」に向けては、広義のアントレプレナーシップ

（起業家精神）が育まれる環境や機会の創出を通じて、各主体の積極的な活動や行動による活
力ある地域経済を構築していくことが重要です。

そこで、「アントレプレナーシップ（起業家精神）が発揮されやすい世田谷区」を目指し、そ
の実現に向けて、下記の施策に取り組んでいきます。

【目指す姿の実現に向けた取組み】

7－1. 起業関心層の増加

◦�アントレプレナーシップ教育や経営、金融、ITなどのリテラシー教育の機会の充実を図
るとともに、起業家と若年世代の交流の場や機会、起業アイデアのブラッシュアップの
機会を創出します。

◦�起業・創業に意識を持つ人が仲間集めや刺激をうけることができるプラットフォームの
構築・充実に取り組みます。

7－2. 起業・創業者を応援する仕組みの構築・充実

◦�起業・創業に必要な知識やノウハウ等に関する情報を得ることができるメールマガジン
の配信や創業セミナーの開催及び質の向上を図るとともに、オンライン活用やライフス
タイルに応じた対応などの利便性の向上を図ります。

◦�資金調達や手続き等に関する相談の場や機会を構築・拡充します。

◦�思いのある人の行動や活動を後押しする実証や実験の場、テストマーケティングの場を
構築するとともに、区民がそのような事業者等を実際に応援することができる仕組みに
ついて検討していきます。

◦�地域の関係機関（産業団体や金融機関等）と連携を組み、円滑なコミュニケーションを
図ることで、起業・創業者が地域で事業に取り組みやすい環境の構築・充実を図ります。

7－3. 起業経験者の集積を促進

◦��不動産事業者との連携等を通じて空き店舗等の活用を促進するとともに、実証や社会実
験等ができる場を構築するなど、起業・創業に向けた環境の充実を図ります。
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◦�必要とする事業者に事業経営等に有効な情報が届く広報を実施するとともに、事業に有
効な統計データの提供等、情報へ円滑にアクセスできる環境の改善・構築を行います。

◦�起業家と若年世代の交流の場や機会の創出・充実を図ります。

【目指す姿の実現に向けた重点事業】

7－1. 起業関心層の増加

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

新たな価値を創出
する事業者・人材
の育成、区内産業
のイノベーション
の創出（アントレ
プレナーシップ教
育プログラム等の
実施）【再掲】

新たな産業活性化拠点整備事業に
おいて、小中高生を対象に、起業
家との交流やプログラムなどを通
じたアントレプレナーシップ（起
業家精神）の醸成につながるプロ
ジェクトを実施します。

ア ン ト レ プ レ
ナーシップ教育
のプログラム数

－ 30 35 件

産 業 交 流 に よ る
新 た な 産 業 の 創
出（SETAGAYA 
PORT を 通 じ た
多様な人々の交流
推進）【再掲】

多 様 な 人 材 や 業 種 が 交 流 す る
産 業 連 携 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

“SETAGAYA PORT”を通じて、
起業・創業に意識を持つ人が仲間集
めや刺激を受けることができる仕
組みを構築し、コレクティブイン
パクトを創出します。

S E T A G A Y A　
PORTの新規会
員登録者数（累
計）

5,100 6,900 7,500 人

7－2. 起業・創業者を応援する仕組みの構築・充実

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

区民の起業・創業
の促進（特定創業
支 援 事 業 等 の 実
施）【再掲】

創業支援事業者との連携を強化し創
業相談・創業セミナーなどを実施する
とともに創業へのチャレンジを後押
しする支援や、区内事業者向けに支
援策の周知を推進します。また、オン
ライン配信を行い利便性の向上を図
ります。

①創業支援事業
における創業相
談等の実施回数

92 92 92 回

②創業支援事業
を受けた証明書
の発行者数

400 500 600 人

新たな価値を創出
する事業者・人材
の育成、区内産業
のイノベーション
の創出（区内事業
者間の交流支援）

【再掲】

新たな産業活性化拠点に整備予定の
コワーキングスペースにおいて、イ
ンキュベーションマネージャー等の
専門人材を通じて、相談、ビジネス
マッチング、伴走支援を実施し、事業
者間の交流を促進します。

ビジネスマッチ
ング支援事業者
数

－ 120 150 社
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3 世田谷区の経済産業政策の方向性

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

経営相談窓口の充
実【再掲】

中小事業者の経営に係る総合相談窓
口を設け、専門的な知識を持つ中小
企業診断士と相談を行える体制を組
むことにより、事業者の経営改善等
を支援します。併せて、必要に応じ、
経営支援コーディネーターが事業者
に伴走し経営相談に当たることで、
事業者が抱える様々な課題に対応し
ます。

経営相談件数 650 700 700 件

新たな価値を創出
する事業者・人材
の育成、区内産業
の イ ノ ベ ー シ ョ
ンの創出（テスト
マーケティング、
社会実証実験等の
推進）【再掲】

新たな産業活性化拠点整備事業にお
いて、小売店や飲食店などによるト
ライアル販売、区内既存事業者によ
る新たなプロダクトやサービス開発
にあたってのテストマーケティン
グ等の活動の場や、新たなテクノロ
ジーの社会実証フィールドの場を構
築します。

地域・事業者の
イベント開催数 － 120 160 回

地域連携型ハンズ
オ ン 支 援 の 実 施

【再掲】

区内で新規プロジェクトの事業化等
に挑戦する事業者に対し、専門家に
よるアドバイス等の伴走支援や補助
金、研修型スクール事業による支援、
地域連携型ハンズオン支援を行いま
す。

事業実施前と比
較し、売上変動
が好転した事業
者数の増加

80 80 80 事業者

区 内 起 業・創 業
チャレンジ支援

区内における起業・創業を促進するた
め、起業・創業にかかる経費の一部を
補助します。

補助件数 20 20 20 件

7－3. 起業経験者の集積を促進

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

新たな価値を創出
する事業者・人材
の育成、区内産業
のイノベーション
の創出（事業者と
区内のオフィス、
店舗等とのマッチ
ン グ の 促 進）【再
掲】

新たな産業活性化拠点整備事業に
おいて、区内の不動産事業者との
連携等により、事業者が区内に定
着しやすい環境を整備します。

区内のオフィ
ス、店舗等の紹
介件数

－ 5 5 件
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施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

新たな価値を創出
する事業者・人材
の育成、区内産業
の イ ノ ベ ー シ ョ
ンの創出（テスト
マーケティング、
社会実証実験等の
推進）【再掲】

新たな産業活性化拠点整備事業に
おいて、小売店や飲食店などによ
るトライアル販売、区内既存事業
者による新たなプロダクトやサー
ビス開発にあたってのテストマー
ケティング等の活動の場や、新た
なテクノロジーの社会実証フィー
ルドの場を構築します。

地域・事業者の
イベント開催
数

－ 120 160 回

新たな価値を創出
する事業者・人材
の育成、区内産業
のイノベーション
の創出（アントレ
プレナーシップ教
育プログラム等の
実施）【再掲】

新たな産業活性化拠点整備事業に
おいて、小中高生を対象に、起業
家との交流やプログラムなどを通
じたアントレプレナーシップ（起
業家精神）の醸成につながるプロ
ジェクトを実施します。

アントレプレ
ナーシップ教
育のプログラ
ム数

－ 30 35 件

産 業 交 流 に よ る
新 た な 産 業 の 創
出（SETAGAYA 
PORT を 通 じ た
多様な人々の交流
推進）【再掲】

多 様 な 人 材 や 業 種 が 交 流 す る
産 業 連 携 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

「SETAGAYA PORT」に よ り、
社会課題や地域課題の解決に向け
た新たな産業の育成の機会の提供
や、コレクティブインパクトを創
出します。

SETAGAYA　
PORT の 新 規
会員登録者数

（累計）

5,100 6,900 7,500 人



67

3 世田谷区の経済産業政策の方向性

基本的
方　針

3
地域及び社会の課題の解決に向けて
ソーシャルビジネスの推進を図る

現状と課題

SDGsの広がりに伴う地球環境や社会に対する課題意識の高まりは、地域や社会課題に改
めて目を向ける機会となり、また、新型コロナウィルス感染症禍を契機に人々の目がより地
域に向くようになったと言われている中、地域における複雑化・多様化した課題の解決に向け
ては、様々な区民の視点や活動を通じて解決していくことがますます求められています。さら
には、そのような構造による対応をしていくことが、持続的な取組みとなるものと考えられ
ます。

区内事業者においては、地域及び社会課題に対する意識が高い事業者が多いことから、そ
のような事業者を応援する仕組みや連携の促進等により、地域及び社会課題の解決に向けた
積極的な活動を後押していくことが重要です。

また、地域及び社会課題等への関心層の裾野を広げていくことで、土壌の醸成に寄与する
とともに、継続的な活動へつなげていくことが重要です。

政策の方向性

◦�地域及び社会課題への関心を高め、行動に移すための環境整備を行うとともに、事業者
間の協働事業の推進や、行政との役割分担の上に官民共創の取組みを進めていきます。

◦�地域及び社会課題の解決に資する裾野を広げるため、事業者への周知・情報共有の実施、
課題解決を伴う行動や活動を応援する仕組みの検討に加え、実証等を含めた事業活動を
後押しする場の構築を図ります。

◦�ソーシャルビジネスの手法による取組みを促進するため、民間事業者や区民の自主的な
活動やアイデア、ノウハウ、活力等との間で共創を促すプラットフォームの構築・充実を
図っていきます。
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目指す姿

「現状と課題」及び「政策の方向性」を踏まえ、基本的方針3「地域及び社会の課題の解決に
向けてソーシャルビジネスの推進を図る」の実現に向けて、より具体化した要素を「目指す
姿」として整理し、実現に向けた個々の施策を展開することで、基本的方針3の実現や充実を
目指します。

8．地域及び社会課題解決への関心が高く参画しやすい世田谷区
9．地域及び社会課題解決の取組みが積極的に展開される世田谷区
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3 世田谷区の経済産業政策の方向性

目指す姿

8 地域及び社会課題解決への関心が高く参画しやすい世田谷区

基本的方針3「地域及び社会の課題の解決に向けてソーシャルビジネスの推進を図る」の実
現に向けては、地域及び社会課題への問題意識や関心を高め、解決に向けた参画や協力がし
やすい状況が身近にあることが重要です。

そこで、「地域及び社会課題解決への関心が高く参画しやすい世田谷区」を目指し、その実
現に向けて、下記の施策に取り組んでいきます。

【目指す姿の実現に向けた取組み】

8－1. 地域及び社会課題に関心を持つ事業者の増加

◦�地域及び社会課題に関する情報の集約や共有を図るための情報発信を行うとともに、個
別テーマを深掘りするための交流や機会の創出を図ります。

8－2. 課題解決に参画できる環境の整備

◦�地域及び社会課題の解決に向けて、気軽に参画できる手段の検討を行うとともに、挑戦
する区民や事業者等を応援する仕組みの検討を行います。
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【目指す姿の実現に向けた重点事業】

8－1. 地域及び社会課題に関心を持つ事業者の増加

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

産 業 交 流 に よ る
新 た な 産 業 の 創
出（SETAGAYA 
PORT を 通 じ た
多様な人々の交流
推進）【再掲】

多 様 な 人 材 や 業 種 が 交 流 す る
産 業 連 携 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

“SETAGAYA PORT”を通じて、
地域及び社会課題に関心を持つさ
まざまなステークホルダーが仲間
を集めたり、関心のあるテーマを
深堀するための交流機会を創出し
ます。

S E T A G A Y A　
PORTの新規会
員登録者数（累
計）

5,100 6,900 7,500 人

産業視点からの福
祉事業の課題解決

（せせせプロジェ
クトの実施）

「せせせプロジェクト」により、障
害者施設で製作される自主生産品
の商品開発のアドバイスをはじめ
SNSやメディアの活用、イベント
実施によるPR、ECサイトでの販
路拡大等により、売上向上とそれ
による利用者の工賃アップを進め
ます。またメディアと連携して福祉
系産業の仕事の魅力をダイレクト
に伝える冊子やwebコンテンツを
展開し福祉人材確保につなげます。

せせせプロジェ
クトイベントの
開催回数

5 5 5 回

農 福 連 携 の 推 進
（障害者施設等を
対象とした農作業
体験会等の実施）

【再掲】

区内農地の保全及び障害者就労の
促進と工賃向上に向けて取り組む
農福連携事業において、農作業体
験会等の機会を通した障害者の働
く意欲の向上や、地域イベント等
による区民及び区内農家の意識醸
成を進め、世田谷区における農福
連携を推進していきます。

農福連携事業を
通じた区内就職
者数

15 15 15 人
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3 世田谷区の経済産業政策の方向性

8－2. 課題解決に参画できる環境の整備

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

産 業 交 流 に よ る
新 た な 産 業 の 創
出（SETAGAYA 
PORT に よ る 地
域及び社会課題の
解決促進）

多 様 な 人 材 や 業 種 が 交 流 す る
産 業 連 携 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

“SETAGAYA PORT”を通じて、
様々なステークホルダーが連携し
てプロジェクトに取り組みます。プ
ロジェクトには様々な形で関与・応
援できる仕組みを検討します。

S E T A G A Y A　
PORTの新規会
員登録者数（累
計）

2,200 2,800 3,600 人

産業視点からの福
祉事業の課題解決

（せせせプロジェ
ク ト の 実 施）【再
掲】

「せせせプロジェクト」により、障
害者施設で製作される自主生産品
の商品開発のアドバイスをはじめ
SNSやメディアの活用、イベント
実施によるPR、ECサイトでの販
路拡大等により、売上向上とそれ
による利用者の工賃アップを進め
ます。またメディアと連携して福祉
系産業の仕事の魅力をダイレクト
に伝える冊子やwebコンテンツを
展開し福祉人材確保につなげます。

せせせプロジェ
クトイベントの
開催回数

5 5 5 回

新たな価値を創出
する事業者・人材
の育成、区内産業
の イ ノ ベ ー シ ョ
ンの創出（テスト
マーケティング、
社会実証実験等の
推進）【再掲】

新たな産業活性化拠点整備事業に
おいて、小売店や飲食店などによ
るトライアル販売、区内既存事業
者による新たなプロダクトやサー
ビス開発・社会課題解決にあたって
のテストマーケティング等の活動
の場や、新たなテクノロジーの社
会実証フィールドの場を構築しま
す。

地域・事業者の
イベント開催数 － 120 160 回

高 齢 者 就 労 メ
ニ ュ ー の さ ら な
る 充 実（R60-SE 
TAGAYA-及びシ
ル バ ー 人 材 セ ン
ター）【再掲】

働きたいシニアと働き手を求める
事業者を対象にセミナーを開催し、
シニアに対する理解を深めるとと
もに、セミナーを通して働きたい
シニアのニーズに合った仕事の開
拓を図ります。

R60-SETAGA 
YA-のセミナー
の開催回数

7 7 7 回

目指す姿

9
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地域及び社会課題解決の取組みが積極的に展開される
世田谷区

基本的方針3「地域及び社会の課題の解決に向けてソーシャルビジネスの推進を図る」の実
現に向けては、事業者による地域及び社会課題解決に向けた持続的な取組みが不可欠である
ことから、事業者による事業活動としての課題解決を後押しすることが重要です。

そこで、「地域及び社会課題解決の取組みが積極的に展開される世田谷区」を目指し、その
実現に向けて、下記の施策に取り組んでいきます。

【目指す姿の実現に向けた取組み】

9－1. 事業者の取組みを促す支援の充実

◦�地域及び社会課題の解決に取り組む事業者等が気軽に相談できる窓口を構築します。ま
た、積極的な取組みを行う事業者を取り上げ、情報発信することで、事業者間の顔の見
える化につなげます。

◦�課題解決に向けた事業や取組みを、区民により応援する雰囲気の醸成や仕組みの検討を
行います。

◦�地域及び社会課題の解決に取り組む事業者による事業活動を、産業視点からバックアッ
プします。

9－2. 担い手間の共創を促進

◦�課題解決に取り組む事業者間・担い手間の協業や連携を促進する機会や場の構築により、
多様な視点や手法でより効果的に地域及び社会課題の解決につなげていきます。

目指す姿

9
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3 世田谷区の経済産業政策の方向性

【目指す姿の実現に向けた重点事業】

9－1. 事業者の取組みを促す支援の充実

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

産業視点からの福
祉事業の課題解決

（せせせプロジェ
ク ト の 実 施）【再
掲】

「せせせプロジェクト」により、障害者
施設で製作される自主生産品の商品開
発のアドバイスをはじめSNSやメディ
アの活用、イベント実施によるPR、EC
サイトでの販路拡大等により、売上向
上とそれによる利用者の工賃アップを
進めます。またメディアと連携して福
祉系産業の仕事の魅力をダイレクトに
伝える冊子やwebコンテンツを展開し
福祉人材確保につなげます。

せせせプロジェ
クトイベントの
開催回数

5 5 5 回

高 齢 者 就 労 メ
ニ ュ ー の さ ら な
る 充 実（R60-SE 
TAGAYA-及びシ
ル バ ー 人 材 セ ン
ター）【再掲】

働きたいシニアと働き手を求める事業
者を対象にセミナーを開催し、シニア
に対する理解を深めるとともに、セミ
ナーを通して働きたいシニアのニーズ
に合った仕事の開拓を図ります。

R60-SETAGA 
YA-のセミナー
の開催回数

7 7 7 回

地域・社会課題解
決 に 向 け た ソ ー
シャルビジネスの
推進（ソーシャル
ビジネス・コミュ
ニティビジネス支
援事業の実施）

持続可能な地域経済の発展を実現する
ため、社会課題や地域課題の解決や地
域の活性化を図る事業を行うソーシャ
ルビジネス事業者に対して、補助を行
うことで、持続可能な地域経済の発展
を実現します。

ソーシャルビジ
ネス補助交付件
数

5 5 5 件

9－2. 担い手間の共創を促進

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

産 業 交 流 に よ る
新 た な 産 業 の 創
出（SETAGAYA 
PORT に よ る 地
域及び社会課題の
解決促進）【再掲】

多 様 な 人 材 や 業 種 が 交 流 す る
産 業 連 携 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

“SETAGAYA PORT”を通じて、
区内を中心としたさまざまなス
テークホルダーと連携し、社会課
題、地域課題の解決に取り組みま
す。

S E T A G A Y A　
PORTの新規会
員登録者数（累
計）

2,200 2,800 3,600 人
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施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

産業視点からの福
祉事業の課題解決

（せせせプロジェ
ク ト の 実 施）【再
掲】

「せせせプロジェクト」により、障
害者施設で製作される自主生産品
の商品開発のアドバイスをはじめ
SNSやメディアの活用、イベント
実施によるPR、ECサイトでの販
路拡大等により、売上向上とそれ
による利用者の工賃アップを進め
ます。またメディアと連携して福祉
系産業の仕事の魅力をダイレクト
に伝える冊子やwebコンテンツを
展開し福祉人材確保につなげます。

せせせプロジェ
クトイベントの
開催回数

5 5 5 回

新たな価値を創出
する事業者・人材
の育成、区内産業
のイノベーション
の創出（区内事業
者間の交流支援）

【再掲】

新たな産業活性化拠点に整備予定
のコワーキングスペースにおいて、
インキュベーションマネージャー
等の専門人材を通じて、相談、ビジ
ネスマッチング、伴走支援を実施
し、事業者間の交流を促進します。

ビジネスマッチ
ング支援事業者
数

－ 120 150 社
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3 世田谷区の経済産業政策の方向性

地域経済の持続可能性を考慮した事業活動及び
エシカル消費 2 の推進を図る

現状と課題

持続可能な地域経済の構築に向けては、継続的な消費が促され、生産が拡大されていくな
ど、地域経済循環の向上を図ることが重要です。そのため、継続的な消費喚起や来街者の呼び
込みなどが重要であり、地域経済活性化の取組みや個店の魅力の掘り起こしなど、地域の強
みや魅力のPRに取り組むことが肝要です。

新型コロナウィルス感染症の影響により経済的損失を被った区内中小個店支援に向けて、
デジタル地域通貨「せたがやPay」を活用したポイント還元事業による消費喚起を行ってき
ましたが、今後は、新規顧客の個店への定着と、継続的な区内消費を喚起していくことがより
重要となります。

また、区外からの来街者を増加させ、区内消費につなげることを目的に、「世田谷まちなか
観光交流協会」を中心として観光プロモーションや各種事業に取り組んできましたが、新型
コロナウィルス感染症禍において取組みが停滞したことから、今後、改めて来街者を誘引し、
地域経済の活性化や消費の拡大に取り組んでいくことが重要です。

また、SDGsの12番目の目標である「つくる責任つかう責任」にあるように、製品やサービ
スを生み出す生産者・事業者側において持続可能性を考慮することが重要であり、さらには利
用者及び消費者側においても、理解の底上げと実際の行動に移すことができる身近な環境の
構築を図ることが必要となると考えられます。

政策の方向性

◦�継続的な消費喚起や来街者の呼び込み、区民の地元への愛着醸成や個店の魅力の掘り起
こしなど、地域の強みや魅力のPRに取組み、地域経済の活性化を促進します。

◦�エシカル、人権等への意識や理解の啓発を図ることで、SDGsの理解を深め、SDGsへの
行動が世田谷の産業や事業者の価値を高めることにつながるとともに、世田谷という街
のブランドや強みにもつながるよう、取組みの促進や環境整備に取り組みます。

基本的
方　針

4

2 環境や人・社会、または地位に配慮した消費行動のこと。グリーン購入やエコマーク付製品、リサイクル製品、フェ
アトレード製品、オーガニック食品、障害者の社会参画推進を目指した事業や被災者支援といった応援消費などがそ
の一例。地産地消や地元商店街での買物も地域の持続可能な発展や環境保全に配慮したエシカルな消費行動と言え
る。
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目指す姿

「現状と課題」及び「政策の方向性」を踏まえ、基本的方針4「地域経済の持続可能性を考慮
した事業活動及びエシカル消費の推進を図る」の実現に向けて、より具体化した要素を「目指
す姿」として整理し、実現に向けた個々の施策を展開することで、基本的方針4の実現や充実
を目指します。

10．地域経済の活性化や賑わいが生み出される世田谷区
11．エシカルが身近に存在する世田谷区
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3 世田谷区の経済産業政策の方向性

地域経済の活性化や賑わいが生み出される世田谷区

基本的方針4「地域経済の持続可能性を考慮した事業活動及びエシカル消費の推進を図る」
の実現に向けては、消費喚起や賑わい創出の取組み等を通じて、継続的で活発な経済活動を
後押しすることが重要です。

そこで、「地域経済の活性化や賑わいが生み出される世田谷区」を目指し、その実現に向け
て、下記の施策に取り組んでいきます。

【目指す姿の実現に向けた取組み】

10－1. 継続的な消費の喚起と賑わいの創出

◦�デジタル地域通貨「せたがやPay」を活用し、区民や来街者による継続的な区内消費を
喚起し、地域経済循環を推進していきます。

◦�消費者が正しい知識を持って安心安全に商品やサービスを消費できる環境を整備すると
ともに、消費行動によってもたらされる地域経済循環や環境影響について意識向上のた
めの普及啓発を図ります。

◦�商店街の個店の魅力の掘り起こしを促進するとともに、商店街を中心とする地域活性化
の取組みとの連携や支援を通じて、商店街のPR及び地域の賑わい創出を促します。

◦�商店街を含む地域全体のエリアリノベーションに取り組むことで、地域の人材を掘り起
こし、遊休資産などの地域資源を活用して、エリア全体の「稼ぐ力」の向上や魅力の再創
出等を図ります。

◦�区民や来街者が楽しみながら区内を回遊できるまちなか観光により、区内消費と賑わい
を生み出すため、「世田谷まちなか観光交流協会」への事業者の参画を促すとともに、会
員間の有機的な連携と協働を生み出す土壌の醸成を図り、同協会の観光プラットフォー
ム機能の強化やまちなか観光政策の基盤を強化します。

10－2. 区外からの来街者の呼び込み

◦�住宅都市ならではの観光の観点から、地域資源の発掘や連動、地域の強みや魅力のPR
強化等を通じて、インバウンドを含めた来街者を呼び込み、区内での来街者消費を喚起
します。また、民間事業者の観光イベント等との連携及び民間事業者間の連携を促進し、
来街者の呼び込みを図ります。

◦�図柄入りナンバープレートやふるさと納税等を通じて、世田谷の強みや魅力をブラン
ディングしPRしていきます。

目指す姿

10
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10－3. 区民の地元愛着の更なる向上

◦�世田谷みやげの品目増加やブランディング、普及啓発や周知等により、その魅力の向上
を図ります。

◦�ものづくり発見ツアーやふれあい農園（収穫体験事業）、区内産農産物の「せたがやそだ
ち」としてのブランド化などの取り組みを通じて、自分たちの地域産業の特色と魅力を
知ってもらう機会を創出していきます。

◦�デジタル地域通貨「せたがやPay」や図柄入りナンバープレートにより、世田谷のPRを
図ります。

【目指す姿の実現に向けた重点事業】

10－1. 継続的な消費の喚起と賑わいの創出

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

地域経済循環の推
進（せたがやPay
事業による継続的
な消費の喚起）

「せたがやPay」の運営を支援し、中小
個店デジタルプラットフォームとし
て区内中小個店や商店街の稼ぐ力を
下支えする基盤として整備。地域経済
の活性化や電子決済定着による産業
効率化等を推進し、もって地域経済の
循環を図ります。

せたがやPayア
プリ利用者の継
続利用率

75 75 75 ％

消費者の安心安全
の確保と消費行動
の影響についての
意識向上の推進

区民へ向けて各種広報媒体を活用し
た啓発や講座の実施、消費者安全確保
地域協議会の運営などにより、消費者
の安心安全の確保と消費行動の影響
についての意識向上の推進を図りま
す。消費者からの相談に対しては、安
心安全の確保に向け、適切な助言、情
報提供、あっせん等によるサポートを
行うとともに、必要に応じた事業者調
査、指導等を実施します。

消費者の安心安
全や意識向上に
関する講座の実
施回数

20 20 20 回

商店街等地域の面
的価値の向上に向
けた取組みの推進

（エリアリノベー
ションの実施）【再
掲】

商店街を含む地域エリア全体の「稼ぐ
力」の向上や魅力の再創出等を目的と
して、地域の人材を掘り起こし、核と
なる店舗誘致や遊休資産などの地域
資源を活かすことで新たな需要を取
り込み、もって地域経済の循環を図り
ます。

地域におけるリ
ノベーションス
クール・勉強会
等の開催

3 4 4 回

まちなか観光の推
進（まちなか観光
交流協会への理解
と参画の促進）

PRや魅力発信などを通じて、世田谷
まちなか観光交流協会への理解と参
画を促します。

世田谷まちなか
観光交流協会会
員数の増加

3 3 3 会員数
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3 世田谷区の経済産業政策の方向性

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

まちなか観光の推
進（まちなか観光
交流協会の活動の
活性化）

世田谷まちなか観光交流協会を通じ
て会員間の関係が深化し、協会主催の
事業展開や会員間の連携した取組み
が活発な展開を後押しします。

世田谷まちなか
観光交流協会の
活動回数（イベ
ン ト 等 事 業 回
数）

13 19 19 回

10－2. 区外からの来街者の呼び込み

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

まちなか観光の推
進（まちなか観光
交流協会への理解
と参画の促進）【再
掲】

PRや魅力発信などを通じて、世田谷
まちなか観光交流協会への理解と参
画を促します。

世田谷まちなか
観光交流協会会
員数の増加

3 3 3 会員数

まちなか観光の推
進（まちなか観光
交流協会の活動の
活性化）【再掲】

世田谷まちなか観光交流協会を通じ
て会員間の関係が深化し、協会主催の
事業展開や会員間の連携した取組み
が活発な展開を後押しします。

世田谷まちなか
観光交流協会の
活動回数（イベ
ン ト 等 事 業 回
数）

13 19 19 回

10－3. 区民の地元愛着の更なる向上

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

地域経済循環の推
進（せたがやPay
事業による継続的
な消費の喚起）【再
掲】

「せたがやPay」の運営を支援し、中小
個店デジタルプラットフォームとして
区内中小個店や商店街の魅力を発信し、
消費者を誘引する基盤として整備する
ことで、地域密着、地元志向、地域への
愛着の向上を図ります。

せたがやPayア
プリ利用者の継
続利用率

75 75 75 ％

目指す姿

11
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エシカルが身近に存在する世田谷区

基本的方針4「地域経済の持続可能性を考慮した事業活動及びエシカル消費の推進を図る」
の実現に向けては、エシカル消費の理解促進や実際の行動に移すことができる環境が身近に
存在することが重要です。

そこで、「エシカルが身近に存在する世田谷区」を目指し、その実現に向けて、下記の施策
に取り組んでいきます。

【目指す姿の実現に向けた取組み】

11－1. エシカル関心層の増加

◦�環境や人・社会、また地域に配慮した消費行動であるエシカル消費に関する理解促進や
普及啓発を行い、エシカル消費に関心を持つ区民の増加や裾野の拡大に取り組みます。

◦�エシカル消費を身近に感じることができるイベントや、身近な行動との結びつき、実践
できる場の提供や機会の創出に取り組みます。

◦�持続可能性を考慮した製品やサービスの購入促進のための普及啓発に取り組みます。

11－2. 事業者のエシカル意識の醸成

◦�食品ロスや廃棄物の削減、地産地消の取組み、フェアトレードなど、事業者のエシカル
に関する意識や理解の促進に関する普及啓発に取り組みます。

◦�食品ロスや廃棄物の削減、地産地消の取組み、フェアトレードなど、事業者がエシカル
を取り入れることができ、実践することができる場の提供や機会を創出し、事業者のエ
シカル意識の醸成を図ります。

◦�持続可能性を考慮した製品やサービスの製造・販売に関する意識や理解の促進に関する
普及啓発に取り組みます。

11－3. 脱炭素等意識の醸成と実践の後押し

◦��脱炭素等環境意識の向上と醸成促進のための情報発信や普及啓発に取り組みます。

◦�新たな産業活性化拠点等の活動を通じて、環境配慮を促す事業者の育成や環境産業の育
成を支援します。

目指す姿

11
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3 世田谷区の経済産業政策の方向性

【目指す姿の実現に向けた重点事業】

11－1. エシカル関心層の増加

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

持続可能な消費者
行動の推進（消費
生活センターだよ
り等による啓発等
の実施）

各種広報媒体を活用した啓発や
講座を実施して区民へ向けた普
及・啓発を進め、持続可能な消
費者行動であるエシカル消費の
推進を図ります。

エシカル消費に
関する講座の実
施回数

15 15 15 回

持続可能な消費者
行動の推進（子ど
も向けの啓発チラ
シを活用した学習
機会の提供）

エシカルを身近に感じることが
でき、実践できる場の提供や機
会を創出して区民へ向けた普
及・啓発を進め、持続可能な消
費者行動であるエシカル消費の
推進を図ります。

啓発チラシの配
布枚数 10,000 10,000 10,000 部

エシカル消費を実
践する事業者によ
るイベントの開催

規格外野菜の販売や食品ロス削
減などエシカル消費を実践する
事業者を集めてイベントを開催
する。来場者にエシカル消費を
知ってもらい、行動促進につな
げる。

イベント回数 1 1 1 回

11－2. 事業者のエシカル意識の醸成

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

持続可能な事業者
行動の推進（エシ
カル消費に賛同す
る 事 業 者 に 対 し
て、「賛 同 事 業 者
ステッカー」の配
布等の実施）

エシカル消費賛同事業者の募集を行
い、事業者のエシカルに関する意識
や理解の促進を図ります。

賛同事業者数 30 20 20 事業者

持続可能な事業者
行動の推進（エシ
カル消費賛同事業
者によるカンファ
レンスの実施）

エシカル消費賛同事業者を繋ぐ取り
組みを行い、事業者がエシカルを取
り入れ実践する契機としエシカル意
識の醸成を図ります。

カンファレンス
実施回数 1 1 1 回

エシカル消費を実
践する事業者によ
るイベントの開催

【再掲】

規格外野菜の販売や食品ロス削減な
どエシカル消費を実践する事業者を
集めてイベントを開催する。来場者に
エシカル消費を知ってもらい、行動
促進につなげる。

イベント回数 1 1 1 回
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11－3. 脱炭素等意識の醸成と実践の後押し

施策名 事業内容
行動指標（アウトプット）

目標値
R6 R9 R13 単位

産業情報の発信強
化（脱炭素等環境
に 関 す る 情 報 発
信）

脱炭素など環境意識等に関する情報発
信や普及啓発を行い、事業者の環境意
識の向上を図ります。

脱炭素など産業
分野における環
境に関する啓発
活動回（メール
マガジンによる
配信）

6 6 6 回

生産性向上に向け
た設備整備の後押
し【再掲】

区内中小事業者等の生産性向上に資す
る設備投資や製品購入、効率化や省エ
ネ性能の高い設備や製品等経費の一部
を補助します。

補助件数 20 20 20 件

新たな価値を創出
する事業者・人材
の育成、区内産業
のイノベーション
の創出（アクセラ
レータープログラ
ムの実施）【再掲】

新たな産業活性化拠点整備事業におい
て、アクセラレータープログラムの実
施や事業スペースの提供、専門人材に
よるサポート、他企業との交流・連携な
どを通じて、環境関連事業者の育成に
も取り組みます。

ア ク セ ラ レ ー
タープログラム
支援事業者数

－ 100 250 社
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4 世田谷区地域経済発展ビジョンの推進に向けて

4 世田谷区地域経済発展ビジョンの
推進に向けて

（1）推進体制

「世田谷区地域経済発展ビジョン」の推進にあたっては、区及び（公財）世田谷区産業振興公社を中
心に、産業団体や金融機関、大学等の研究機関等と連携しながら、さらには区内事業者との官民共創の
観点を取り込みつつ、個別施策や具体的取組みの実行に取り組んでいきます。

なお、個別施策等の企画立案時においては、地域経済の状況把握や分析、産業団体等や区内事業者と
の意見交換や対話などを積極的に行い、地域のステークホルダーとともに、政策の推進に取り組んで
いきます。

（2）評価指標の設定と測定・評価

「世田谷区地域経済発展ビジョン」で掲げる「重点事業」については、別途「アクションプラン」にお
いて、目標値を設定し、進捗状況や実施状況をPDCAサイクルマネジメントに沿って評価・検証し、「世
田谷区地域経済の持続可能な発展を目指す会議」に定期的に報告していきます。また、これらの評価・
検証結果については、世田谷区議会への報告及び区ホームページ等での公表を行い、より適切かつ効
果的な取組みにつなげていきます。

また、「重点事業」の評価・検証に加え、政策の方向性を示す各「目指す姿」の実現に向けた道筋や変
化を別途「ロジックモデル」として整理するとともに、指標を設定し、測定・評価することで、産業分野
や地域経済への影響・波及を捉え、政策全体の進捗状況について「見える化」していきます（「インパク
ト測定・マネジメント」）。

具体的には、変化や道筋を象徴的に示す事象や要素を抽出した上で指標を設定し、個々に測定・評価
するとともに、ソーシャルインパクト指標3として全体を総合的に捉えた指数「持続可能な地域経済の
充実度」について目標値を示し、取組みを進めていきます。

「持続可能な地域経済の充実度※」

成果指標名 単位
現状値 中間目標値 最終目標値

令和5年度 令和9年度 令和13年度

持続可能な地域経済の充実度※ ポイント 100 130 135

※区内産業の活性化やビジネス環境向上等に関連する複数の指標を総合的に捉え、指数化したもの。
　「世田谷区基本計画」より引用。

3 事業や活動の結果として生じた社会的な変化や効果を測定する指標。
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（3）評価指標を踏まえた施策や指標の見直し

（2）における測定・評価結果を踏まえて、産業分野への寄与や地域への影響（ソーシャルインパク
ト）が低いと認められる取組みや事業については、事業の有効性や必要性等を改めて精査し、事業の停
止や改善、手法や手段の再検討、または新たな施策への転換等を検討することで時代やニーズの変化
に迅速に対応した施策展開を図っていきます。

なお、「重点事業」を含む個別施策については、社会経済環境や区内産業を取り巻く状況を的確に捉
え、迅速かつ柔軟に効果を高める取組みに繋げていくことが重要であることから、「アクションプラ
ン」にて整理し区ホームページで公表するとともに、進捗管理及び定期的に取組み内容や手法等につ
いて見直しを図り、より効果的な施策展開につなげていきます。

同様に、「ロジックモデル」及び「ソーシャルインパクト指標」、「インパクト測定・マネジメント」の
手法についても整理の上、区ホームページで公表するとともに、進捗管理及び定期的な見直しを図り、
環境変化やソーシャルインパクトを意識した施策展開につなげていきます。

なお、今回構築した「ロジックモデル」及び「ソーシャルインパクト指標」、「インパクト測定・マネ
ジメント」の手法は、持続可能な地域経済の構築に向けた取組状況や地域への波及の「見える化」に挑
戦する新たな取組みであり、確立された手法によるものではありません。これらに基づきながら施策執
行、政策運用を行いながら、定期的に検証と見直しを行い、中長期的に改善及び手法の確立を図ってい
きます。

　（「ロジックモデル」及び「ソーシャルインパクト指標」、「ソーシャルインパクト測定・マネジメントの手法」についてはトーク
ンエクスプレス（株）の協力により策定。）
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5 「世田谷区産業ビジョン」の振り返り

5 「世田谷区産業ビジョン」の振り返り

（1）「世田谷区産業ビジョン」の概要

区及び区内産業を取り巻く社会経済環境の変化を的確にとらえ、グローバルな視野を持ちつつ、新
たな時代のトレンドやニーズに対応していくことを目的として、2018年度（平成30年度）から10ヵ
年を見通した世田谷区産業ビジョンを策定し、その実現に向けた施策等に関する計画を策定しました。

商業、工業、農業の枠組みにとらわれず、福祉、環境、建設なども含め、地域を支える多様な産業を
育成・支援していくとともに、世田谷区の魅力を発信する観光プロモーションの推進も含めて産業横断
的な連携を促進していくことで、さらなる区内産業の振興と地域経済の活性化を推進していくことが
重要であると認識し、「7つのありたい姿」を設定しました。

（図表48）世田谷区産業ビジョン（2018年3月）の全体像

テーマ：「区民・産業がつくる 世田谷の新たな価値と豊かさ」

3つの視点 7つのありたい姿 将来像 実現に向けて

①�住み慣れたところで、充実した日々が
おくれる活力あるまち

高齢者や子育て世代等、区内に住むすべての方が、
住み慣れた地域で充実した活力ある日常生活を送る
ことができる社会

★商店街の公共的役割のさらなる深化
★�商店街の魅力向上による地域産業の活性化と地域
ネットワークの強化

★若手リーダー等地域人材の育成と支援体制の構築

②安全・安心、快適で環境と調和したまち
災害に強く、犯罪の少ない環境とみどりの保全によ
る良好な住環境とを、区民がともに持続的に享受で
きる社会

★�産業の横断的な連携による防災、防犯、豊かな消
費生活のための取組みの推進

★�都市農業の振興によるみどり豊かな区民生活の持
続的発展

③人の生活を豊かにし、地域を育む産業

新たなサービス産業と、AIやロボット、IoTなど最新
の産業技術の活用により生産性を向上させた地域の
ものづくり産業が、区民生活の利便性を高めて地域
の活力を生み出していく社会

★�区民生活を支える産業の充実と、地域と産業の共
生の実現

★�社会環境の変化に対応した、新しい産業技術の活
用とそれに対応する人材の育成

④世田谷の特性を活かした多様な産業

地域密着型の産業が、産学金公連携の仕組みや区内
の様々な人材を活用しながら、区内においてソー
シャルビジネスや地域ビジネスを創出するととも
に、高度な産業技術の活用などにより海外等でグ
ローバルに活躍することも可能な社会

★�産学金公の連携による、既存産業の維持・向上と新
たな技術の活用促進

★�多様性を活かした新たな産業の育成と地域課題解
決に向けた事業の支援

⑤働く人が活躍できる機会の創出
働く人それぞれのキャリア、ライフスタイルなどに
あわせた働き方を選択することにより、各人の個性
や能力を存分に発揮することができる社会

★�就業マッチングの実現や多様な働き方による新た
な価値を創出する人材の育成

★�自己の個性や能力を活かす働き方を選択でき、働
き続けられる環境づくり

⑥�世田谷の魅力が様々な交流を促し、
　さらなる賑わいを生み出すまち

世田谷の魅力やブランド力が広く浸透し、世田谷区
を拠点として国内外の様々な人や地域との交流を促
進することで、多様な魅力と賑わいが次々と生み出
されていく社会

★�人々の交流と体験を生み出すまちなか観光の推進
★�地域資源の活用と効果的な情報発信による、持続
的な産業振興に向けた取組みの促進

⑦�環境にやさしく、潤いに満ちた生活や
事業ができるまち

みどり豊かで良好な生活環境を有する住宅地域と活
気に溢れた産業集積地域とが調和した環境におい
て、誰もが潤いに満ちた生活を送り、区内で元気に
働くことができる社会

★�農地の保全や再生可能エネルギーの活用などを通
じた良好な都市環境の構築

★�職住近接の推進とまちの活性化による、仕事と生
活の調和がとれたまちづくり

区民生活
の視点から

産業活性化
の視点から

まちづくり
の視点から
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（2）世田谷区産業ビジョン「7つのありたい姿」の振り返り

ありたい姿 1 　
　住み慣れたところで、充実した日々がおくれる活力あるまち

◦�商店街を起点に、お祭りや食べ歩き等のイベントで地域活力の向上に寄与しました。

◦�休憩所や子育て支援施設、コワーキングスペース整備による地域コミュニティの場の提供をしま
した。

◦�NPOと協働して、移動販売や買物代行といった買物弱者支援事業を行い、地域課題解決に寄与し
ました。

◦�新型コロナウィルス感染症により、イベントを開催できない等の影響があったものの、在宅勤務
や休校等で地域に人がいる中で、地域住民の生活基盤として日常生活を支える役割を発揮しまし
た。

◦�新型コロナウィルス感染症の影響により経済的損失を被った小売業、飲食業といった中小個店
を応援するため、区の支援の下、世田谷区商店街振興組合連合会がデジタル地域通貨「せたがや
Pay」を開始しました。ポイント還元事業などで区民の消費意欲の喚起を促したことで、総額29
億2,900万円もの経済波及効果を創出しました。引き続き、地域生活に根差したデジタル地域通貨
として、経済・非経済を問わず多くのシーンで利活用されるよう発展していきます。

◦�区内商店街数は微減しているものの、せたがやPayを利用したキャンペーン等を通して商店街の
魅力向上を引き続き図っていきます。

ありたい姿 2 　
　安全・安心、快適で環境と調和したまち

◦�街路灯やAEDの設置・維持管理による安全安心なまちづくりに寄与しました。

◦�建設事業者をはじめとする地元事業者により、都市や住宅のインフラが日々守られるとともに地
域貢献活動として防災訓練への参加や、災害発生時の道路等普及事業への協力等を内容とする協
定の締結などを通じて、自助・共助による地域の安心・安全の維持に大きな役割を果たしています。

◦�消費生活相談員を中心とした相談体制とその内容の向上・充実を図って消費者のサポートを強化
した。幅広い年代に応じた情報伝達ルートを通じた多面的、効果的啓発活動を推進しています。

◦�高齢者等が安全・安心に暮らせる社会づくりを目指し、「みまもり安心商店街」事業や、福祉領域の
既存の高齢者見守りネットワーク等との連携や情報交換を推進しました。新鮮な農産物を提供す
るという地産地消の推進として、「せたがやそだち」のブランド力向上に取り組むとともに、「ふれ
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あい農園事業」の拡充など、区民が農業を体験できる機会の拡大などに取り組みました。また、農
業の6次産業化の取り組みとして「せたがやそだちビジネスプランコンテスト」を実施しました。

◦�区内農地を災害時の避難場所や復旧事業の拠点として活用するため、引き続き区内JAと連携を
図っていきます。

ありたい姿 3 　
　人の生活を豊かにし、地域を育む産業

◦�IoTやAIといった新たな産業技術が進化し、生活や社会での活用が進む中で、「世田谷ワークス
タイル」や「せたがやビジネスモデル」などについて地域経済を担う様々なステークホルダーに
より創出していくことが重要と認識します。区内の多様な企業・スタートアップ・フリーランス・
プロボノ・大学・金融機関など異業種により構成される産業創造プラットフォーム「SETAGAYA 
PORT」を構築し、地域経済を活性化する事業の実施や社会起業家の育成などに取り組んできま
した。

◦�準工業地域において、町のものづくり事業所の魅力に触れる機会を設け、自分たちの町を知り、街
に誇りを持てる契機となりました。

ありたい姿 4 　
　世田谷の特性を生かした多様な産業

◦�「SETAGAYA PORT」では、ソーシャルビジネスに取り組む事業者と連携したイベント等を通
して社会課題の解決に取り組むとともに、事業者同士の交流の場を構築してきました。これらの
交流の機会の中で創業間もない事業者同士のつながりも生まれ、その広がりは拡大しつつありま
す。

◦�東京2020大会に向けて需要の高まりが期待された宿泊業をはじめとするインバウンドビジネス
については、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、1年の延期と無観客開催により大きな影響
を受けました。

◦�世田谷ものづくり学校は、旧池尻中学校校舎を活用した新たなコミュニティの場として、2004年
（平成16年）に開設し、学校跡地活用の好事例として、全国的にも注目される施設となりました。
一方で、新型コロナウィルス感染症の影響やDXやSDGsなど社会経済環境の変化に伴い、当跡地
をさらに有効に活用していくことが求められることから、今後は、新たな産業活性化拠点を構築
し、区内の既存産業に対する伴走型支援による再活性化や新しい価値を創出し得る事業者や人材
を育成・確保するとともに、区内産業のイノベーションを創出・加速することで、地域経済の持続
可能な発展を目指します。

◦�区民生活を支えるエッセンシャルな産業であり、区内では大きな位置を占める福祉関連産業につ
いて、メディアを活用した魅力の発信に取り組み、産業の魅力を知ってもらい仕事をしたいと思
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う契機となるとともに、そこで働く人のプライドを喚起し、働く人の職場定着に繋げることがで
きました。

ありたい姿 5 　
　働く人が活躍できる機会の創出

◦�三軒茶屋就労支援センター（三茶おしごとカフェ）を拠点とし、就職のあっせんや相談をはじめと
して、ハローワーク等の関係機関や世田谷若者総合支援センターとの連携による求職者のキャリ
アチェンジを意識したセミナーや面接会等を実施しました。また、「R60-SETAGAYA-」により高
齢者が「働く」を軸に地域コミュニティの中で活躍できる機会を創出しました。

◦�若年者を中心に正社員での就職を目指す方と、建設業をはじめ区内企業との出会いの場を、あら
ゆる手法で展開しこれまでに多くのマッチングが生まれています。また新型コロナウィルス感染
症禍でのオンライン面接に対応するためオンライン面接ができるスペース「Yell Room」を設置
し就活者が安心して就活できる環境整備をしました。

◦�従業員エンゲージメント向上に向けた研修プログラムを実施し、働く人が仕事を通じてウェル
ビーイングに働くことに寄り添い、能力を発揮できるよう取り組んでいます。

◦�区内のIT企業と協定を締結し、IT系職種での正社員就職を目指す若者を支援するため、世田谷
ITカレッジを開講し、新たなチャレンジに必要な知識や能力、技術を身に付ける取組みを実施し
ました。

◦�個々人のライフスタイルにあった多様な働き方を選択できる社会環境整備のために、企業と連携
したテレワークの推進、託児付ワークスペース等の整備に積極的に取り組み、新型コロナウィル
ス感染症拡大による外出制限の中、活用が進みました。

◦�新型コロナウィルス感染症禍で販売が大きく減少した障害者施設で製作される自主生産品の売上
向上を目的にスタートした「せせせ」プロジェクトにより、施設で働く多くの人の産業を通じた活
躍の契機となりました。

ありたい姿 6 　
　世田谷の魅力が様々な交流を促し、さらなる賑わいを生み出すまち

◦�東京2020大会に向け、イベント民泊の活用や観光ボランティアの育成など、国内外観光客の受入
と交流の環境整備を進めていましたが、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う1年の延期と無
観客開催により、大きな影響を受けました。

◦�区外からの来訪者を増加させ、区内消費を喚起することで、経済波及効果を高めることを目的と
し、「世田谷まちなか観光交流協会」を中心として効果的な観光プロモーションや戦略的な事業展
開を進めてきました。しかしながら、前述のとおり、新型コロナウィルス感染症拡大の外出制限や
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外出控えにより、「世田谷まちなか観光メッセ」や観光ボランティアガイドによるまち歩きツアー
といった観光事業や観光プロモーションの取組みが一時困難となりました。新型コロナウィルス
感染症が下火となったことから、改めて観光事業や観光プロモーションを進めていくことが重要
です。

ありたい姿 7 　
　環境にやさしく、潤いに満ちた生活や事業ができるまち

◦�みどり環境の維持・向上を目的として、学校教育や福祉事業との連携による農業公園の活用を進め
てきました。

◦�障害福祉部と連携して、拠点農園の管理を通じて、農地保全と障害者の就労促進・工賃向上を目的
とした農福連携事業に取り組んでいます。 

　�2015年度（平成27年度）の都市農業振興基本法成立以降の新たな農地保全に向けた方針のもと、
生産緑地地区の指定を緩和するとともに、特定生産緑地への指定や生産緑地地区内での貸借の認
定を進めてきました。

◦�世田谷区農地保全方針において農地保全重点地区を7地区定め、当該地区内で都市計画公園・緑地
として位置付けた生産緑地の買取申出があった場合は区が取得していく等、さらなる都市農地の
保全に取り組んでいきます。  

◦�住まいや建物の省エネルギー化に取り組んできた建設業をはじめ、再生可能エネルギーの普及拡
大、LED照明や次世代自動車の普及、水素エネルギー等の次世代エネルギー利活用などに関連す
る産業の振興に向けて、区内事業者の活用を引き続き行っていきます。

◦�産業部門及び福祉部門と連携した消費者啓発活動の促進と、消費者各自のニーズに合わせた消費
者教育の推進を進めるとともに、エシカル消費やフェアトレードの普及など、新たな視点に立っ
た啓発活動を組み合わせることにより、適正な消費行動の実現に取り組んできました。SDGs（持
続可能な開発目標）の考え方や環境配慮行動、エシカル消費のマインドは、発展条例において、地
域経済の持続可能な発展を実現するための非経済的な価値とし重視し、今後も一層の取組みを進
めていきます。
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1 世田谷区地域経済の持続可能な発展条例

平成11年6月25日条例第31号
世田谷区地域経済の持続可能な発展条例

私たちのまち世田谷は、多くの人々を惹きつけ、受け入れ、一人ひとりの主体的な参加や行動を尊重
する土壌の下、多様な文化や生活、まちなみを育んできた。

産業は、こうした区民生活と地域社会の基盤としての役割を果たし、物やサービスのみならず、人
材、資本、文化、技術、情報等の循環を通じて地域経済を先導してきた。また、人の学び、活躍及び実践
の場としての役割も担うことで、地域社会の発展に貢献してきた。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした社会経済環境の激変、デジタル化の
急速な発展、新たな働き方の芽生え、SDGsの理念の広がりをはじめとした地球環境や社会に対する意
識の高まり等、地域経済は、これまで以上に多様な要素や価値観、多岐にわたる主体によって構成され
るようになり、新たな局面へと入りつつある。

地域や近隣コミュニティの価値が改めて見直され、それらの重要性が一段と高まる中、多くの人々
が暮らし、活動する世田谷は、更なる地域経済の発展に大きな可能性を秘めている。私たちは、取り巻
く環境の変化を的確に捉え、新たな価値の創造に向けて変わり続けなければならない。

世田谷の産業に関わる全ての主体が、多様なニーズに応じた働きやすく創造性が活かされる環境や
対話ができる場をつくりながら、各々の役割を果たし連携していくことで、地域の経済発展と地域や
社会の課題の解決を両立する地域経済の持続可能な発展を推進していく。

 
（目的）
第1条　この条例は、地域経済の持続可能な発展に関する基本的な事項を定め、区、事業者、区民及び

関係機関の責務及び役割を明らかにすることにより、地域の経済発展並びに地域及び社会の課題の
解決を両立する地域経済の持続可能な発展を推進し、豊かな区民生活の実現に寄与することを目的
とする。

（定義）
第2条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（1）　事業者　区内において事業活動を行う法人及び個人をいう。
（2）　区民　区内に在住、在勤又は在学する者並びに地域及びその人々と継続的に多様な面から関わ

る者をいう。
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（3）　関係機関　区内において地域経済の発展を推進することを目的として組織する団体並びに調査
研究及び教育を行う機関をいう。

（基本的方針）
第3条　地域経済の持続可能な発展に関する基本的方針は、次に掲げるとおりとする。
（1）　区民生活を支える多様な地域産業の持続性の確保に向けた基盤強化を図ること。
（2）　誰もが自己の個性及び能力を発揮することができる働きやすい環境を整備し、起業の促進及

び多様な働き方の実現を図ること。
（3）　地域及び社会の課題の解決に向けてソーシャルビジネス（地域及び社会が抱える課題の解決

及び収益の確保の両立を目指して取り組む事業をいう。以下同じ。）の推進を図ること。
（4）　地域経済の持続可能性を考慮した事業活動及びエシカル消費（人、社会及び環境に配慮した

消費行動をいう。以下同じ。）の推進を図ること。
2　前項各号に掲げる基本的方針は、区、事業者、区民及び関係機関が一体となり、産業間の横断的

かつ相乗的な連携のもとで推進するものとする。

（分野別方針）
第4条　前条第1項各号に掲げる基本的方針に基づき、地域経済の持続可能な発展に向けた取組を行

うに当たっては、次に掲げる方針を踏まえて、これを行うものとする。
（1）　商業については、次のア及びイに規定する事項を踏まえ、区民の社会生活を支える観点から

その振興を図ること。
ア　商店街が区民の安全かつ安心な消費生活を支える場となり、かつ、地域コミュニティの担い手

としてにぎわいと交流の場となるよう、総合的なまちづくりの観点からその振興を図ること。
イ　大規模小売店舗が地域社会と共生し、地域の生活環境を維持するため、その設置者による適正

な配慮の確保を図ること。
（2）　工業については、区民のものづくりの心のかん養及び区民との共生関係の構築の観点からそ

の振興を図るとともに、工業系の土地利用については、工業振興の観点からその維持に努めるこ
と。

（3）　農業については、農産物の供給源としてだけでなく、都市の緑やゆとりと潤いのある空間の
創出等、農地の果たす多面的な役割を重視し、区民と自然との共生関係の構築の観点からその振
興を図るとともに、その営み及び農地の維持に努めること。

（4）　建設業については、都市基盤及び生活基盤を支え、区民の安全かつ安心な生活を守る観点か
らその振興を図ること。

（5）　前各号に掲げるもののほか、福祉、教育等の多様な産業の振興を図ること。

（区の責務）
第5条　区は、事業者の特性に配慮し、地域経済の持続可能な発展に関する施策を総合的に実施してい
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くための指針を策定するものとする。
2　区は、中小企業、小規模事業者及び特定非営利活動法人への支援その他必要な施策を講ずるものと

する。
3　区は、事業者、区民、関係機関、国、東京都等と協力し、第1項の指針の実現に向けて、事業者、区

民及び関係機関の取組を促すための環境の整備を行うものとする。

（事業者の責務）
第6条　事業者は、地域との調和並びに消費生活の安定及び安全確保に十分配慮し、地域及び社会の課

題の解決並びに地域経済の持続可能性を考慮した事業展開を図るよう努めるものとする。
2　事業者は、自らの創意工夫により、経営基盤の強化、誰もが働きやすい職場環境の整備、人材の育

成、従業員の福利厚生の向上等に努めるものとする。
3　商店街において事業を営む者は、安全かつ安心な消費生活を支え、にぎわい及び交流を促進する地

域のまちづくりを推進するため、その中心的な役割を果たす商店会への加入に努めるとともに、商
店会が事業を実施するときは、応分の負担をする等、相互に協力するよう努めるものとする。

（区民等の役割）
第7条　区民及び関係機関は、地域経済の持続可能な発展に向けて、地域の経済発展並びに地域及び社

会の課題の解決の両立が必要であることを理解し、その実現に協力するよう努めるものとする。
2　区民及び関係機関は、地域及び社会の課題の解決に向けたソーシャルビジネスの取組を理解し、協

力するよう努めるものとする。
3　区民は、自らの消費行動が地域経済の持続可能な発展に寄与することを理解し、エシカル消費の推

進に努めるものとする。

（施策等の評価）
第8条　区は、地域経済の持続可能な発展に関する施策を効果的かつ効率的に推進するために、地域経

済の持続可能な発展に関する指針及び施策の評価及び見直しを実施するものとする。

（世田谷区地域経済の持続可能な発展を目指す会議）
第9条　地域経済の持続可能な発展に関する施策を推進するため、区長の附属機関として世田谷区地

域経済の持続可能な発展を目指す会議（以下「会議」という。）を置く。
2　会議は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
（1）　地域経済の持続可能な発展に係る指針に関すること。
（2）　前号に掲げるもののほか、地域経済の持続可能な発展に関すること。

3　会議は、区民、事業者、学識経験者その他区長が必要と認める者のうちから、区長が委嘱する委員
17人以内をもって組織する。

4　委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。



94

5　前各項に規定するもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

（委任）
第10条　この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

附　則
（施行期日）
1　この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附　則（平成14年3月13日条例第15号）
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附　則（平成15年6月24日条例第46号）
この条例は、公布の日から施行する。
附　則（平成15年12月9日条例第80号）
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附　則（令和4年3月7日条例第9号）
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
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2 世田谷区地域経済の持続可能な発展を
目指す会議

（1）世田谷区地域経済の持続可能な発展を目指す会議記録
　　（2023年（令和5年）3月から2024年（令和6年）2月まで）

学識経験者や産業団体委員、一般区民等で構成された「世田谷区地域経済の持続可能な発展を目指
す会議」を設置し、「地域経済の持続可能な発展を推進していくための基本的な考え方」について諮問
し、審議がされました。発展条例の趣旨や産業ビジョンに掲げる取組み等の精査及び検討の上で、「世
田谷区基本計画」における経済産業分野の方向性を鑑みながら、世田谷区の経済産業政策の在り方に
ついて区長へ答申されました。

主な記録は以下のとおりです。

第1回　地域経済の持続可能な発展を目指す会議[2023年（令和5年）3月20日（月）]

1　区長挨拶
2　各委員及び出席者紹介
3　議題
　1）会長及び副会長の選任
　2）本会議への諮問
　3）本会議の審議内容等ついて
　4）産業ビジョンの進捗状況及び産業ビジョンの見直しについて
　5）その他

第2回　地域経済の持続可能な発展を目指す会議[2023年（令和5年）5月29日（月）]

1　議題
　1）委員からの情報提供（委員からのプレゼンテーション）
　2）地域経済の持続可能な発展を推進していくための基本的な考え方について

第3回　地域経済の持続可能な発展を目指す会議[2023年（令和5年）7月13日（木）]

1　議題
　1）委員からの情報提供（委員からのプレゼンテーション）
　2）地域経済の持続可能な発展を推進していくための基本的な考え方について
　　※基本的方針1及び2の「目指すべき姿」、「戦略」について
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第4回　地域経済の持続可能な発展を目指す会議[2023年（令和5年）8月10日（木）]

1　議題
　1）委員からの情報提供（委員からのプレゼンテーション）
　2）地域経済の持続可能な発展を推進していくための基本的な考え方について

第5回　地域経済の持続可能な発展を目指す会議[2023年（令和5年）9月7日（木）]

1　議題
　1）地域経済の持続可能な発展を推進していくための基本的な考え方について
　2）委員からの提案

第6回　地域経済の持続可能な発展を目指す会議[2023年（令和5年）10月5日（木）]

1　議題
　答申案について

第7回　地域経済の持続可能な発展を目指す会議[2023年（令和5年）11月27日（月）]

1　議題
　持続可能な地域経済の実現に向けた方向性等について

第7回追加　地域経済の持続可能な発展を目指す会議[2023年（令和5年）11月30日（木）]

1　議題
　持続可能な地域経済の実現に向けた方向性等について

第8回　地域経済の持続可能な発展を目指す会議[2023年（令和5年）12月18日（月）]

1　議題
　答申案について

第9回　地域経済の持続可能な発展を目指す会議[2024年（令和6年）2月16日（金）]

1　議題
　世田谷区地域経済発展ビジョン案について
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また、第2回～第5回まで、株式会社cocoroéに協力をいただき、議論の内容をグラフィックレコー
ドにまとめました。
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（2）世田谷区地域経済の持続可能な発展を目指す会議委員名簿

団体等 氏名・肩書（順不同、敬称略）

会長 学識経験者 長山 宗広（駒澤大学経済学部教授）

委員 東京商工会議所世田谷支部 古谷 真一郎

委員 世田谷区商店街連合会 栗山 和久

委員 世田谷工業振興協会 千葉 寿典

委員
世田谷区農業青壮年連絡協議会

大平 佳史（令和5年6月1日まで）

委員 城田 晃吉（令和5年6月1日から）

委員 世田谷区産業振興公社 竹内 明彦

委員 世田谷区消費者団体 見城 佐知子（�フェアトレードタウン世田谷推進委員
会エシカルコンシェルジュ）

副会長
世田谷区しんきん協議会

宮井 克明（令和5年6月8日まで）

副会長 中山 耕輝（令和5年6月8日から）

委員 東京青年会議所世田谷区委員会 松原 吉輝

委員 世田谷区建設団体防災協議会 兒玉 奈輔

委員

民間団体・NPO等

市川 望美（非営利型株式会社Polaris取締役）

委員 大石 英司（株式会社UPDATER代表取締役）

委員 田中 美帆（株式会社cocoroé代表・多摩美術大学講師）

委員 中山 綾子（フリーランス協会 理事兼事務局長）

委員 吉田 亮介（三茶ワークカンパニー株式会社代表）

委員
区民（公募）

大藤 清佳

委員 吉田 凌太
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（3）答申

「地域経済の持続可能な発展を推進していくための基本的な考え方」に関して、世田谷区の地域経済
と産業の状況と課題、新たな経済産業政策の方向性について議論された内容は、「世田谷区地域経済の
持続可能な発展を目指す会議　答申」としてまとめられ、令和6年1月31日に区長に提出されました

（なお、答申手交式は第9回地域経済の持続可能な発展を目指す会議（2024年（令和6年）2月16日）
内において実施）。

【答申の項目】
I.	 世田谷区をめぐる地域経済や産業の状況と課題
II.	 世田谷区の新たな経済産業政策の方向性
　（1）検討にあたっての背景や前提
　（2）「ビジョン（未来像）」新たな経済産業政策の考え方
　　　①「ビジョン（未来像）」の実現に向けた大きな方向性
　　　②「ビジョン（未来像）」実現に向けた基本の考え方
　（3）取組み推進のための大切な視点
　（4）各分野における政策の方向性
　（5）「目指す姿」と「目指す姿の実現に向けた対応」
　　　①基本的方針1
　　　②基本的方針2
　　　③基本的方針3
　　　④基本的方針4
III.	 資料

＜2024年（令和6年）2月16日答申手交式の様子＞
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【各分野における政策の方向性（答申抜粋）】
I.	 多様な産業基盤の強化に向けた考え方

区の産業構造としては、小売業・サービス業をはじめ多様な産業が着実に根付いていることが特
徴として挙げられる。まずは、これまで区の産業や地域経済を支え、現在においても中心をなす既
存産業の活性化を図る施策を強化すべきである。

強化にあたって必要なことは、事業者の抱える大きな課題である、資金の問題、人材の問題、企
業構造の問題を低減する後押しをすることに加え、企業活動を下支えする情報の問題、インフラ等
規制の問題などに正面から取り組むことが必要である。

また、これからの時代においては、様々な要素が重なり合って新たなニーズや取組みが生まれる
ことが更に増加すると考えられることから、分野横断的な連携・連関による新たな価値の創出・創
造の視点を強く持つことが必要である。

このため、既存産業の活性化を中心に据えた上で、更には多様な産業の後押しや様々な業種間の
交流や融合した取組み等を進めるとともに、コミュニティや学びなど世田谷の特徴とも融合した、
世田谷産業の新たな成長やステージの構築を後押しすることで、世田谷らしい持続可能な地域経
済を構築していくことが重要である。

また、三軒茶屋や下北沢、二子玉川など、エリアごとに異なる特徴や特色があることを踏まえ、
地域の資源を活用した取組みを進めていくことも重要である。

加えて、公共的役割を果たす商店街による公共的活動の更なる活性化を通じた街の賑わいを継
続的に創出していくことや、地域に必要な工業、農業、建設業などの産業や業種が継続していくた
めの基盤や土壌を確保・維持・強化していくなど、個々の事業者の活動を支える業界や分野の活動
を後押しすることが求められる。その際、地域の商店街や産業団体等のプラットフォームなど、広
く多様な主体の活動を後押しする環境もうまく活用することが必要である。

II.	 チャレンジの促進とその応援に関する仕組みの考え方

チャレンジの成功に向けては多様な要素が複雑に交わることが必要であるが、チャレンジをす
ることにはリスク等含めて様々な障壁も高い。一方で、個々のウェルビーイングの向上や街の活性
化の観点から、前向きな挑戦を街や地域全体で支えていくことは当事者のみならず、地域全体に多
様な好影響（インパクト）を及ぼす形で街に還ってくる面もある。

区民や事業者が起業や新規事業といったチャレンジを促進することや、区民が投資や寄付でき
る仕組みなど資金面からチャレンジを応援する仕組みの構築を図ることが必要である。

その際、チャレンジを促進するのみならず、仮に成功しなかった場合のセーフティネットの充実
や周知等が重要であり、これらが充実することでさらに背中を後押しすることに繋がると考えら
れる。
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III.	 多様な働き方の促進に関する考え方

新型コロナウィルス感染症を契機に、働き方やライフスタイルは多様性を増しており、特に、世
田谷区は92万人の人口を有し、「住宅都市」としての顔を持っていることから、多様化する働き方
やライフスタイルに対応した土壌や環境を整えることは、世田谷の特色を伸ばし、世田谷の強みと
もなりうる。

世田谷の魅力の向上やウェルビーイングの向上を目指して、労働者保護の観点や個人の意思の
尊重を前提としつつ、多様な働き方の選択肢の提供や自らの価値やウェルビーイングを高めるこ
とができる環境整備、後押しをさらに進めることが必要である。その際、特に働き方等はそれぞれ
により条件やニーズが大きく異なることから、実態や利用者視点に基づき、仕組みの構築や情報提
供等を行う必要がある。

IV.	 起業・創業の促進に向けた考え方

多様な働き方の促進の一側面として、若年層を中心とした起業創業の促進はどのような地域に
おいても非常に重要な政策課題となっている。一方、世田谷においては、地理的特性や多様な既存
産業、マーケットとの近接性など、起業創業に有利な面があると考えられるものの、その割合や意
識が高いものとはなっていない。また、ノウハウ・経験の共有やつながりがモチベーションや後押
しになる面があると考えられるものの、交流や共創を促す土壌が十分に整っているとは言い難い
状況にあると考えられる。

新たな働き方の一形態としての起業・創業の促進や様々な活動にチャレンジしようとするアント
レプレナーシップの醸成を促す環境整備を進めることで、中長期にわたってそのような土壌や人
材を育成し、持続可能となる地域経済を構築することが必要である。　

その際、知見・ノウハウの共有や、縦・横のつながりや交流が大きな役割を果たすことから、多様
な区民が自らのニーズに基づき活動できる場（プラットフォーム）の構築や充実について検討を進
めるべきである。
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V.	 地域課題・社会課題の解決に向けたソーシャルビジネスに関する考え方

世田谷には多くのNPOが存在し、またコロナ禍で、地域の課題への関心や参画への意識が顕在
化するなど、地域課題・社会課題に意識の高い地域であると考えられる。一方で、その意識や関心を
行動に移すには、後押しする環境や更なる土壌の醸成が不可欠である。特に、当該分野は官民共創
の視点や取組みが重要であるにも関わらず、そのような実態とは乖離があると思われる。

今後は、地域課題や社会課題の解決に対する裾野を広げることが必要であるとともに、応援する
仕組みを具体的に構築することで、課題解決に関与する区民や事業者の増加、また、それがビジネ
スとして構築される後押しをすることが必要である。

その際、民間事業者や区民の自主的な活動やアイデア、ノウハウ、活力等との間で共創を促すこ
とが重要であり、最大の効果が得られる仕組みや手法の検討をすべきである。

VI.	 持続可能性を考慮した事業活動やエシカル消費促進に関する考え方

SDGsやエシカルへの意識を、経済的合理性との兼ね合いの中で事業活動や消費行動に移してい
くことには障壁が高い状況がある一方、SDGs等への行動が世田谷の産業や事業者の価値を高める
ことにつながるとともに、世田谷という街のブランドや強みにもつながっていく。

今後は、事業者や消費者に対する理解増進及び啓発を進めることで、その土壌を強固なものとし
ていくことが必要である。その際、人権問題や環境問題を含む広義のエシカルの考えは、すべての
取組みや活動の前提となるものであることから、経済産業政策の構築にあたっての横串として意
識をした上で、個々の取組みを構築していくべきである。

VII.	チャレンジの促進とその応援に関する仕組みの考え方

チャレンジの成功に向けては多様な要素が複雑に交わることが必要であるが、チャレンジをす
ることにはリスク等含めて様々な障壁も高い。一方で、個々のウェルビーイングの向上や街の活性
化の観点から、前向きな挑戦を街や地域全体で支えていくことは当事者のみならず、地域全体に多
様な好影響（インパクト）を及ぼす形で街に還ってくる面もある。

区民や事業者が起業や新規事業といったチャレンジを促進することや、様々なチャレンジを促
す応援の仕組みや場の構築により、個々のウェルビーイングの向上と地域経済の活性化に繋げて
いくことが必要である。

その際、チャレンジを促進するのみならず、仮に成功しなかった場合のセーフティネットの充実
や周知等が重要であり、これらが充実することでさらに背中を後押しすることに繋がると考えら
れる。
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3 区民意見募集の結果について

（1）意見募集期間

令和5年11月15日（水）～12月6日（水）

（2）意見提出人数及び件数

◦意見提出人数：7人
　【提出方法内訳】
　　ホームページ　5人
　　窓口持参　1人
　　FAX　1人
◦意見件数：21件
　【内訳】

分類 件数

ビジョン素案の内容に対するご意見 10件

ビジョン案に繋がる具体施策の提案 9件

その他 2件

（3）意見概要及び区の考え方

①ビジョン素案の内容に対するご意見

意見の概要 区の考え方

ソーシャルビジネスの推進にあたっては、「地域
及び社会が抱える課題の解決及び収益の確保の
両立」を意識することが必要であり、補助金あり
きではなく、ビジネスが自立的に回ることを意
識して推進することが必要ではないか。

ソーシャルビジネスの推進は、地域及び社会課
題の解決や持続可能な地域経済の構築に向けて
重要であると捉えています。そのため、ソーシャ
ルビジネスに取り組みやすくなるための環境整
備や事業者を後押しする仕組みなどについて検
討を進めるとともに、いただいたご意見は今後
の施策の参考とさせていただきます。
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意見の概要 区の考え方

世田谷区地域経済の持続可能な発展条例 第3条
（4）「人、社会及び環境に配慮した消費行動」と
あるが、環境のみに着目した行動とならないよ
う、ビジョンにおいて反映していただきたいで
す。

脱炭素社会の実現は喫緊の課題であるとともに、
産業分野としての寄与が期待できる分野でもあ
ることから、今回、目指す姿の実現に向けた取組
み「11－3」にて脱炭素の取組みを挙げておりま
す。一方で、ご指摘のとおり、環境のみに着目す
るのではなくエシカルの考えも重要であること
から、「ビジョン（未来像）実現に向けた基本の
考え方」の中で横断的に認識すべきものである
と位置付けております。

「新型コロナ禍」が社会経済へ大きな影響を与え
ている中で、2018年のRESASのデータを用い
て現状を語るのは誤解を与えます。記述の再考が
必要だと思います。

検討に当たっては、ベースとなるデータ類に加
え、直近の事業者の置かれた状況等を把握し、計
画の検討を行っております。ご指摘を踏まえて、
最新の統計データ類を追加掲載してまいります。

日々多くの区民が区外に通勤、通学、買い物やレ
ジャーに出かけています。また、区外、都外に向
けてビジネスを行っている事業者も少なくない
中、区単位で地域経済循環を考えることの意味
を問います。
世田谷区の「民間消費」と「分配（所得）」に関し
て改めて分析する必要があると思います。

様々な考え方や捉え方があると承知しています
が、条例において地域経済や地域産業の活性化
を掲げており、そのような観点からは地域経済
循環の考え方は一つの有効な考え方だと捉えて
います。例えば地域に資金を呼び込む施策や区内
での消費を促す施策などを実施することにより
区内事業者の活動が活性化し、分配や消費へと
転じ、ひいては区民の生活にも寄与していくこ
とを一つの目標としています。
また、今回は民間での消費や分配について着目
し記載しておりますが、ご指摘のとおり、企業の
設備投資や区外への販売に関しての記述があり
ませんでしたので、追記してまいります。

有効求人倍率を例示に挙げて「世田谷近郊では
人手不足が顕著」と表すには安易な記述である
と思います。区内の事業者にはITやSDGsなど
の専門人材に対する旺盛な需要がある反面、そ
れに応えられる人材が乏しいといった「雇用の
ミスマッチ」が生じている可能性について言及
すると良いと思います。

記載の内容については、まずは単純な有効求人
倍率の観点からの記述をしたところですが、「雇
用のミスマッチ」が生じている点はご指摘のと
おりと考え、記載内容について改めて検討して
まいります。

評価指標については、区民に分かりやすい定量
的な評価指標や目標を設定すると良いと思いま
す。定性的な評価指標は取組みの進捗が分かりに
くくなるため、避けた方が良いと思います。

ご指摘を踏まえながら、分かりやすい指標の設
定に向けて検討してまいります。

「社会課題解決に対する意識が高い事業者が多
い」とあるがその根拠の記載はありますでしょ
うか。また、「事業者」についてはNPO法人等の
非営利事業者も含まれますか。

令和5年度世田谷区産業基礎調査の結果を根拠
に、地域及び社会課題の解決に関する事業者の
関心・意識について記載しました。また、事業者
については、世田谷区地域経済の持続可能な発
展条例同様、非営利事業者も含んでいることか
ら、記載について改善してまいります。



108

意見の概要 区の考え方

「醸成する」という記述が散見されます。どのよ
うな方法で醸成するのか具体に記載をしてほし
いです。

具体的施策の実施や周知・広報等を含め、それぞ
れの対象に対して措置を講じていくことを想定
していますが、ご指摘を踏まえ、より分かりやす
い記載となるよう検討してまいります。

ふるさと納税制度により多くの税が世田谷から
流出している中で、「区民の地元愛着向上」にふ
るさと納税が活用できると考えるロジックを教
えていただきたいです。

ご指摘を踏まえ、記載内容について改善してま
いります。

「ビジョン（展望）実現に向けた大切な視点」に
記載されているユーザー思考に関して、ユー
ザー視点でのアプローチの重要性を明記するこ
とはとても重要と考えます。一方、ユーザー思考
という言葉は曖昧であり、具体的なアプローチ
方法まで明示しないとスローガンのみになって
しまう危惧があると思います。

ご指摘を踏まえ、記載内容について改善してま
いります。

②ビジョン案に繋がる具体施策の提案

意見の概要 区の考え方

「豊かな区民生活の実現」に対して、区民のウェ
ルビーイングを推し量る統計調査などを利用し
て、区民へ「見える化（可視化）」すると良いと思
います。

持続可能な地域経済の構築に向けて、その実現
に向けた進捗を測定し、取組みを進めていくこ
とが重要と考えています。ご意見は今後の評価指
標の検討の参考とさせていただき、区民の皆さ
んにご理解いただけるよう分かりやすく説明し
てまいります。

世田谷区が地域経済循環の推進を強力に進めた
いのであれば、最も効果が高い取り組みは、区民
の区内事業者に対する消費を喚起する「せたが
やPay」であると考えます。「豊かな区民生活の
実現」にも直接的に資するものであり、何よりも
区民にとって分かりやすいものです。このビジョ
ンの中でももっと「せたがやpay」に関する記述
を増やすべきだと思います。

せたがやPayの取組みは非常に重要な取組みで
あることから、目指す姿の実現に向けた取組み

「10－1」などにおいて言及をしているところで
す。その他、事業者支援の取組みなど、様々な施
策を通じて地域経済の活性化や地域経済循環の
推進に取り組んでまいります。

区内に拠点を置く大手インターネット附随サー
ビス業を大切にし、今後も本社拠点などの誘致
を進めて欲しいです。

ご意見はご要望として承り、今後の施策の参考
とさせていただきます。

ゾンビ企業から成長産業・企業への人の移動を促
進し、区民所得の向上を図って欲しいです。

事業承継やM&Aを含め、人材や資金の循環につ
いて、今後の施策の参考とさせていただきます。

「地域の事業者が安心して継続的に事業を営むこ
とができる世田谷区」での取り組みに於いては、
従業員の給与や福利厚生について一定以上の基
準を設けるといいと思います。

従業員の給与や福利厚生については、労働基準
法など各種法令を確認しつつ、今後の施策の参
考とさせていただきます。



109

6 資料編

意見の概要 区の考え方

生産性の低い産業の機械化や効率化などを実現
し、若い人材を成長産業に振り向けられるよう
にして欲しいです。

事業効率化について、目指す姿「多様な事業者が
安心して継続的に事業を営み成長できる世田谷
区」にて整理するとともに、今後の施策の参考と
させていただきます。

区の奨学金制度でも無理に大学進学をさせず、
適性に応じて区内企業への高卒就職を勧めるべ
きだと思います。

人材マッチングの一つの選択として、今後の施
策の参考にさせていただきます。

区内のとある神社について、区内外の人や観光
客の話題になるような名所や名物を作ることに
よって経済効果をもたらすといいと思います。

ご意見は今後の施策の参考とさせていただきま
す。

各種環境簡易測定器を使用してグローパル・パー
トナーシップを活性化するSDGs活動を行う官
学民協力のソーシャルビジネスを創設し、日本
が指導性を発揮して、戦争のない SD社会の実現
を目指すことを提案します。
具体的には、「省エネ・省資源」の技術を開発しな
がら、再生可能を利用して循環型社会を構築し
なければならないと思います。
N02大気汚染簡易測定器に代表される各種環境
簡易測定器はSDに必要な省エネ,省資源技術の
典型ですので、これらを使って環境調査を行う
ことは「持続可能な開発のための教育」 （ESD）
の貴重な体験学習となり得ます。

省エネや省資源化技術の開発など、再生可能な
資源を利用して循環型社会を形成することは重
要なことと認識しております。その上で、今回、
目指す姿の実現に向けた取組み「11－3」にて脱
炭素等の意識の醸成や実践を後押しすることを
掲げております。いただいたご提案は、今後の施
策の参考にさせていただきます。

③その他

意見の概要 区の考え方

下高井戸駅をから自宅までの交通手段に不便を
感じています。バスもタクシーも利用できず、体
調が優れなかったり荷物が重い時に困っていま
す。レンタル 電動スクーター等を設置して頂け
ないでしょうか。

ご意見は関係課と共有し、今後の施策の参考と
させていただきます。

区の入札に於いては、評価の一環として従業員
の給与水準が一定値以上であることを評点の一
つにしてほしいです。

区では、事業者や下請負者の経営及び労働者の
労働環境向上を目指すうえで、適正な予定価格
を設定し、ダンピング防止のための取り組みを
進めております。一部の建設工事における入札で
は、区との契約業務の従事者に適用される労働
報酬下限額以上の賃金支払いが評価項目となっ
ております。また、事業者から見積書を徴取する
際には、労働者への当該下限額以上の賃金支払
いを踏まえた適正な積算を依頼しております。
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4 用語集

【世田谷区地域経済発展ビジョン　用語集】

頁数 用語 説明文

7 代位弁済
信用保証付の貸付金等が、中小企業・小規模事業者の倒産などの事由に
より金融機関へ返済できなくなった場合に、信用保証協会が金融機関
に対して貸付残額を支払うこと。

9 リスキリング 業務上必要とされる新しい知識やスキルを学ぶこと。

11 DX デジタル・トランスフォーメーションの略語。ICTの浸透が人々の生活
をあらゆる面でより良い方向に変化させること。

11 ICT 情報通信技術（Information and Communication Technology）の略
語。

12 SDGs

持 続 可 能 な 開 発 目 標（Sustainable Development Goals）の 略 語。
2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世
界を目指す国際目標。17のゴール・169のターゲットから構成される。

14 兼業・副業 収入を得るために携わる本業以外の仕事のこと。

14 テレワーク ICTを活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。

14 ワーク・ライフ・バ
ランス

仕事と生活の調和。国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働
き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、
子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選
択・実現できること。

18 オープンファクト
リー

ものづくり企業が生産現場を外部に公開したり、来場者にものづくり
を体験してもらう取組みのこと。

18 STEAM教育

STEM（Science,Technology,Engineering,Mathematics）に加え、芸
術、文化、生活、経済、法律、政治、倫理等を含めた広い範囲でArtsを定
義し、各教科等での学習を実社会での問題発見・解決に生かしていくた
めの教科等横断的な学習のこと。

23 ソーシャルビジネ
ス

地域社会の課題解決に向けて、住民、NPO、企業など、様々な主体が協
力しながらビジネスの手法を活用して取り組むこと。

23 エシカル消費 倫理的消費：環境や社会に配慮した工程・流通で製造されているかの視
点で行う消費行動。

28 インパクト 社会・環境的効果のこと。

30 アントレプレナー
シップ

起業家精神のこと。起業に限らず、新事業創出や社会課題解決に向け、
新たな価値創造に取り組む姿勢や発想・能力等のこと。
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6 資料編

頁数 用語 説明文

39 従業員エンゲージ
メント

企業が目指す姿や方向性を、従業員が理解・ 共感し、その達成に向けて
自発的に貢献しようという意識を持っていること。

48 テストマーケティ
ング

地域を限定した実験販売を行い、最終的にデザインなどさまざまな製
品仕様を決定する。生産数量の決定、広告、販売 促進、流通経路の決定
などのマーケティング活動を効率よく行うための最終調整の場。

53 サードプレイス 家庭、職場・学校に次ぐ第三の場所であり、パブリックかつインフォー
マルなもののこと。

53 ワーケーション
Work（仕事）とVacation（休暇）を組み合わせた造語。テレワーク等
を活用し、普段の職場や自宅とは異なる場所で仕事をしつつ、自分の時
間も過ごすこと。余暇主体と仕事主体の2つのパターンがある。

54 LGBTQ

レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル
（両性愛者）、トランスジェンダー（性自認が出生時に割り当てられた性
別とは異なる人）、クエスチョニング（性のあり方をあえて決めないま
たは決められない人）またはクイア（多様な性を包括する言葉）の頭文
字をとった言葉。

54 ジェンダーアイデ
ンティティ

自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無または程
度に係る意識のこと。

59 ダイバーシティ 「多様性」のこと。性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様な個性が力
を発揮し、共存できる社会のことをダイバーシティ社会という。

64 コレクティブイン
パクト

異なるセクターにおける様々な主体（行政、企業、非営利団体、財団等）
が、共通のゴールを掲げ、互いの強みを出し合いながら社会課題の解決
を目指すアプローチのこと。

70 ステークホルダー 株主・経営者・従業員・顧客・取引先のほか、金融機関、行政機関、各種団
体など、企業のあらゆる利害関係者を指す言葉のこと。
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